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ページ 現   行 修 正 案 

全般 

 

 

 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町村 

 

第１章 総論 

 

第３節 防災上重要な機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

略 

１ 指定地方行政機関 

略 

(2) 総務省東海総合通信局 

ア 災害時に備えての電気通信施設（有線電気通信施設及び無線通信施設）の

整備のための調整及び電波の統制監理 

イ 災害地域における電気通信の確保のための応急対策及び非常通信の運用

監理 

略 

オ 各種非常通信訓練の実施又は指導 

カ 非常通信協議会の育成指導 

(3) 財務省東海財務局（静岡財務事務所） 

 災害時における財務金融対策並びに関係機関との連絡調整に関すること。 

略 

(5) 厚生労働省静岡労働局 

略 

ウ 被災事業場用救急薬品の確保等援助措置 

エ 略 

オ 略 

略 

 

(13) 国土交通省関東地方整備局、国土交通省中部地方整備局 

ア 災害予防 

(ｱ) 所管施設の耐震性の確保 

(ｲ) 応急復旧用資機材の備蓄の推進 

(ｳ) 機動力を生かした実践的な方法による防災訓練の実施 

(ｴ) 公共施設等の被災状況調査を行う防災エキスパート制度の制定 

 

 

市町 

 

第１章 総論 

 

第３節 防災上重要な機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

略 

１ 指定地方行政機関 

略 

(2) 総務省東海総合通信局 

ア 災害時に備えての電気通信施設（有線電気通信施設及び無線通信施設）の

整備のための調整及び電波の監理 

イ 災害時における電気通信の確保のための応急対策及び非常の場合の無線

通信の監理 

略 

オ 非常通信訓練の計画及びその実施についての指導に関すること 

カ 非常通信協議会の運営に関すること 

(3) 財務省東海財務局（静岡財務事務所） 

 災害時における財政金融対策並びに関係機関との連絡調整に関すること。 

略 

(5) 厚生労働省静岡労働局 

略 

（削除） 

ウ 略 

エ 略 

略 

 

(13) 国土交通省関東地方整備局、国土交通省中部地方整備局 

ア 災害予防 

(ｱ) 所管施設の耐震性の確保 

(ｲ) 応急復旧用資機材の備蓄の推進 

(ｳ) 機動力を生かした実践的な方法による防災訓練の実施 

(ｴ) 公共施設等の被災状況調査を行う防災エキスパート制度の制定 
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３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 応急・復旧 

(ｱ) 防災関係機関との連携による応急対策の実施 

(ｲ) 路上障害物の除去等による緊急輸送道路の確保 

(ｳ) 所管施設の緊急点検の実施 

 

 

 (14) 国土交通省中部地方整備局（旧第五港湾建設局） 

ア 災害から港湾並びに地域住民の生命、財産等を保護するための港湾・海岸

保全施設等の整備に関する計画・指導及び事業実施 

イ 災害時の緊急物資及び人員輸送用岸壁等の整備に関する計画・指導及び事

業実施 

ウ 港湾･海岸保全施設等の被災に対する総合的な応急対策並びに応急復旧に

関する計画・指導及び事業実施 

エ 海上の流出油災害に対する防除等の措置 

(15) 略 

(16) 略 

(17) 略 

(18) 第三管区海上保安本部 

略 

イ 災害時における海上交通の規制、海上警戒区域の設定 

略 

 

 

２ 指定公共機関 

略 

(4) 日本銀行 

 現地の実情を速やかに調査し、関係機関（財務局、財務事務所、金融機関等）

と連絡、協議のうえ、必要に応じ次のような金融上の措置を実施する。 

ア 現地金融機関の預貯金払等所要現金確保のための措置 

イ 被災金融機関の早期営業開始及び現地金融機関の営業時間延長、休日臨時

営業等についての要請 

ウ 金融機関相互による次の申し合わせ実施のための要請 

(ｱ) 被災者の預貯金について実情に即する簡易な確認方法による払戻及び定

期預金等の期限前解約 

イ 応急・復旧 

(ｱ) 防災関係機関との連携による応急対策の実施 

(ｲ) 路上障害物の除去等による緊急輸送道路の確保 

(ｳ) 所管施設の緊急点検の実施 

(ｴ) 海上の流出油災害に対する防除等の措置 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

(14) 略 

(15) 略 

(16) 略 

(17) 第三管区海上保安本部 

略 

イ 海上における船舶交通の安全確保 

略 

 

 

２ 指定公共機関 

略 

(4) 日本銀行 

ア 通貨の円滑な供給の確保 

イ 輸送、通信手段の確保 

ウ 金融機関の業務運営の確保に係る措置 

エ 金融機関による金融上の措置の実施に係る要請 

オ 各種措置に関する広報 
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４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 

 

 

９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｲ) 手形交換については、交換開始時刻及び交換尻決済時刻の変更、不渡手形

返還時限の延長、郵便物延着等不可抗力による呈示期間を経過した手形の交換

持出の承認及び一定日までの被災関係手形に対して不渡処分措置の猶予 

(ｳ) 災害関係融資についての実情に即した措置 

エ 損傷銀行券引換えのための措置 

略 

(7) 日本道路公団 

略 

 

３ 指定地方公共機関 

略 

(2) 都市ガス会社、社団法人静岡県プロパンガス協会 

略 

(7) 社団法人静岡県医師会、社団法人静岡県歯科医師会、社団法人静岡県薬剤

師会、社団法人静岡県看護協会、社団法人静岡県病院協会 

略 

イ 検視（社団法人静岡県薬剤師会を除く。） 

略 

 

第４節 県の自然条件 

（表）河状係数 

        

 

第６節 予想される災害と地域 

１ 風水害 

略 

(9) 天竜川流域(一級河川) 

 天竜川は県下の最大河川であるが、下流部は築堤、護岸が既成しており、一

応洪水の危険は少ない。 

 しかし、上流部及び一雲済川や安間川などの各支川は堤防高不足等のため相

当の降雨量により溢水、低地の浸水が考えられ注意を要する。 

 

略 

 

 

 

 

 

 

略 

(7) 中日本高速道路株式会社 

略 

 

３ 指定地方公共機関 

略 

(2) 都市ガス会社、社団法人静岡県エルピーガス協会 

略 

(7) 社団法人静岡県医師会、社団法人静岡県歯科医師会、社団法人静岡県薬剤

師会、社団法人静岡県看護協会、社団法人静岡県病院協会 

略 

イ 検案（社団法人静岡県薬剤師会を除く。） 

略 

 

第４節 県の自然条件 

（表）（削除） 

   （平均流量は H16 年データ） 

 

第６節 予想される災害と地域 

１ 風水害 

略 

(9) 天竜川流域(一級河川) 

 天竜川は県下の最大河川で、下流部の築堤は概成しているが、流下能力不足

の河道区間があり、氾濫した場合の被害の大きさに比して安全度は未だに十分

とはいえない。 

上流部及び一雲済川や安間川などの各支川は堤防高不足等のため相当の降

雨量により溢水、低地の浸水が考えられ注意を要する。 

略 
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１１ 

 

 

 

 

 

 

１２ 

４ 土石流・地すべり・がけ崩れ 

 「土石流・地すべり・がけ崩れ」については、県内で砂防指定地が 1,511 箇

所、地すベリ防止区域が 167 箇所、急傾斜地崩壊危険区域が 1,004 箇所（いず

れも平成 15 年度末）指定されており、降雨時や地震時の被害が予想される。

（資料編 4－2－1～4－2－3 参照） 

略 

８ 原子力災害 

略 

相良町 

 

４ 土石流・地すべり・がけ崩れ 

 「土石流・地すべり・がけ崩れ」については、県内で砂防指定地が 1,539 箇

所、地すベリ防止区域が 173 箇所、急傾斜地崩壊危険区域が 1,077 箇所及び土

砂災害警戒区域が 178 箇所（いずれも平成 17 年度末）指定されており、降雨

時や地震時の被害が予想される。（資料編 4－2－1～4－2－4参照） 

略 

８ 原子力災害 

略 

牧之原市 
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１３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 災害予防計画 

 

第１節 河川災害予防計画 

略 

２ 河川の治水対策 

 本県の一、二級河川は 533 河川、流路延長 2,862.8 ㎞、要整備延長は 1,884

㎞である。（平成 16 年３月 31 日現在）これに対し、県は平成 9 年度から平成

15 年度にかけての国の（第 9 次）治水事業 7 か年計画（平成 10 年 1 月 30 日

閣議決定、総額 24 兆円）に沿い整備を図った。平成 17 年度は、平成 15 年度

に策定された社会資本整備重点計画（平成 15 年 10 月 10 日閣議決定）に基づ

き整備を促進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 災害予防計画 

 

第１節 河川災害予防計画 

略 

２ 河川の治水対策 

 本県の一、二級河川は 533 河川、流路延長 2,862.8 ㎞、要整備延長は 1,885.7

㎞である。（平成 17 年３月 31 日現在）これに対し、県は平成 9 年度から平成

15 年度にかけての国の（第 9 次）治水事業 7 か年計画（平成 10 年 1 月 30 日

閣議決定、総額 24 兆円）に沿い整備を図った。平成 18 年度は、平成 15 年度

に策定された社会資本整備重点計画（平成 15 年 10 月 10 日閣議決定）に基づ

き整備を促進する。 

 

３ 浸水想定区域の指定と周知 

(1) 県 

 県は、水防法に基づき指定した洪水予報を実施する河川又は特別警戒水位を

定めその水位に達した旨の情報を提供する河川において、河川がはん濫した場

合に浸水が想定される区域を浸水想定区域として指定し、指定の区域及び浸水

した場合に想定される水深を公表するとともに、関係市町の長に通知するもの

とする。 

(2) 市町 

市町は浸水想定区域の指定があったときは、市町地域防災計画において、少

なくとも当該浸水想定区域ごとに、洪水予報等の伝達方法、避難場所その他洪

水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項並びに浸水想定区

域内に地下街等(地下街その他地下に設けられた不特定かつ多数の者が利用す

る施設)又は主として高齢者等の災害時要援護者が利用する施設で当該施設の

利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認められるも

のがある場合にはこれらの施設の名称及び所在地について定めるものとする。

市町は、市町地域防災計画において、浸水想定区域内の地下街等及び主とし

て高齢者等の災害時要援護者が利用する施設で当該施設の利用者の洪水時の

円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認められるものについては、当該

施設の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保が図られるよう洪水予報

等の伝達方法を定めるものとする。 

浸水想定区域をその区域に含む市町の長は、市町地域防災計画において定め

られた洪水予報等の伝達方法、避難場所その他洪水時の円滑かつ迅速な避難の
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１４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 港湾漁港保全災害防除計画 

 県営の港湾海岸の総延長は 83.5 ㎞、県営漁港の総延長は 37.3 ㎞であり、そ

のうち海岸保全事業対象としている計画延長は、港湾にあっては清水港ほか４

港(延長 25.4 ㎞)、県営漁港にあっては焼津漁港ほか４港（3.4 ㎞）である。 

略 

 

 

 

 

第４節 道路、橋梁災害防除計画 

略 

 

 

 

 

第５節 砂防、地すべり、急傾斜地災害防除計画 

１ 砂防事業 

 砂防工事は、土砂の生産抑止と流路内における流出土砂の調節を図って河床

の安定を期するとともに、土石流発生のおそれのある渓流について、砂防指定

地とし、計画的に砂防堰堤等の建設を実施し、国土の保全を図る。 

略 

 

 

 

 

 

 

確保を図るため必要な事項、並びに浸水想定区域内の地下街等及び主として高

齢者等の災害時要援護者が利用する施設で当該施設の利用者の洪水時の円滑

かつ迅速な避難を確保する必要があると認められるものの名称及び所在地に

ついて住民に周知させるため、これらの事項を記載した印刷物の配布その他の

必要な措置を講ずるものとする。 

 

 

第３節 港湾漁港保全災害防除計画 

 県営の港湾海岸の総延長は 81.7 ㎞、県営漁港の総延長は 37.3 ㎞であり、そ

のうち海岸保全事業対象としている計画延長は、港湾にあっては清水港ほか５

港(延長 14.6 ㎞)、県営漁港にあっては焼津漁港ほか４港（3.4 ㎞）である。 

略 

港湾管理者は、発災後の港湾の障害物除去、応急復旧等に必要な人員、資機

材等の確保について建設業者等との協定の締結に努めるものとする。 

 

 

第４節 道路、橋梁災害防除計画 

略 

 道路管理者は、発災後の道路の障害物除去、応急復旧等に必要な人員、資機

材等の確保について建設業者等との協定の締結に努めるものとする。 

 

 

第５節 砂防、地すべり、急傾斜地災害防除計画 

１ 砂防事業 

 砂防工事は、土砂の生産抑止と流路内における流出土砂の調節を図って河床

の安定を期するとともに、土石流発生のおそれのある渓流について、砂防指定

地とし、計画的に砂防えん堤等の建設を実施し、国土の保全を図る。 

略 
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１４ 

 

 

 

 

 

１５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 地すべり対策事業 

・地すべり防止区域 

国土交通省所管 ６４箇所 １,６８２.８４ha 

林野庁所管   ４５箇所 １,９１６.２８ha 

計      １６７箇所 ６,０１２.７９ha 

 

４ 総合的な土砂災害対策 

略 

 市町村は土砂災害警戒区域ごとに、土砂災害に関する情報の収集及び伝達、

予報又は警報の発令及び伝達、避難、救助等の警戒避難体制に関する事項を市

町村地域防災計画に定める。 

 また、土砂災害ハザードマップの配付や危険箇所表示板の設置を行い、降雨

の状況や危険情報を住民と行政が相互に通報しあうシステムを構築する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６節 治山災害防除計画 

略 

２ 山地災害危険地対策 

 山地災害危険地は、崩壊土砂流出危険地区 3,315 箇所（民有林 3,276 箇所、

国有林 39 箇所）、山腹崩壊危険地区 2,594 箇所（民有林 2,587 箇所、国有林７

箇所）、地すべり危険地区 93 箇所（すべて民有林）、合計 6,002 箇所（民有林

5,956 箇所、国有林 46 箇所）で内訳は資料編（4－3－3～4－3－5）のとおり

である。 

 

 

 

 

２ 地すべり対策事業 

・地すべり防止区域      （平成18年４月１日現在） 

国土交通省所管 ６７箇所 １,７５４．２７ha 

林野庁所管   ４８箇所 １,９３９.６１ha 

計      １７３箇所 ６,１０７.５５ha 

 

４ 総合的な土砂災害対策 

略 

 市町は土砂災害警戒区域ごとに、土砂災害に関する情報の収集及び伝達、予

報又は警報の発令及び伝達、避難、救助等の警戒避難体制に関する事項を市町

地域防災計画に定める。 

市町は、市町地域防災計画において、土砂災害警戒区域内に主として高齢者

等の災害時要援護者が利用する施設がある場合には、当該施設の利用者の円滑

な警戒避難が行われるよう土砂災害に関する情報等の伝達方法を定めるもの

とする。 

 土砂災害警戒区域をその区域に含む市町の長は、市町地域防災計画に基づき、

土砂災害に関する情報の伝達方法、避難地に関する事項その他土砂災害警戒区域

における円滑な警戒避難を確保する上で必要な事項を住民に周知させるため、こ

れらの事項を記載した印刷物の配布その他の必要な措置を講ずるものとする。 

 また、土砂災害ハザードマップの配付や危険箇所表示板の設置を行い、降雨

の状況や危険情報を住民と行政が相互に通報しあうシステムを構築する。 

 

第６節 治山災害防除計画 

略 

２ 山地災害危険地対策 

 山地災害危険地は、崩壊土砂流出危険地区 3,356 箇所（民有林 3,317 箇所、

国有林 39 箇所）、山腹崩壊危険地区 2,607 箇所（民有林 2,600 箇所、国有林７

箇所）、地すべり危険地区 94 箇所（すべて民有林）、合計 6,057 箇所（民有林

6,011 箇所、国有林 46 箇所）で内訳は資料編（4－3－3～4－3－5）のとおり

である。 

３ 総合的な山地災害対策 

県及び市町は、山地災害危険地区、地すべり危険箇所等における山地治山、防

災林造成、地すべり防止施設の整備と行うとともに、山地災害危険地区の周知等

の総合的な山地災害対策を推進する。 
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１６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

１７ 

 

 

 

 

 

１８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２１ 

 

 

 

 

 

 

 

第９節 通信施設等整備改良計画 

略 

２ 通信設備の防災対策 

略 

(2) 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海では、非常災害時における通信を

確保するため、伝送路の有線及び無線の多ルート化を推進するとともに、非常

用無線装置、非常用電源車等を配備している。 

略 

 

 

 

 

 

 

 

第11節 火災予防計画 

略 

２ 消防体制の整備 

略 

 

 

 

 

 

 

 

第15節 防災知識の普及計画 

１ 主旨 

 災害対策関係職員及び県内住民に対する災害予防あるいは災害応急対策等

に関する防災知識の普及は、おおむね次により行うものとする。 

 

 

 

 

第９節 通信施設等整備改良計画 

略 

２ 通信設備の防災対策 

略 

(2) 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海では、非常災害時における通信を

確保するため、伝送路の有線及び無線の多ルート化を推進するとともに、非常

用移動基地局車、非常用移動電源車等を配備している。 

略 

 

６ 被災者等への情報伝達手段の整備 

県及び市町は、被災者等への情報伝達手段として、特に市町防災行政無線等

の無線系（戸別受信機を含む。）の整備を図るとともに、有線系も含め、災害

時要援護者にも配慮した多様な手段の整備に努めるものとする。 

略 

 

第11節 火災予防計画 

略 

２ 消防体制の整備 

略 

(7) 緊急消防援助隊の受援体制 

 県及び市町は、消防組織の確立と消防施設の強化拡充と消防相互応援体制の

充実とともに、実践的な訓練等を通じて、緊急消防援助隊の受援体制の整備に

努めるものとする。 

略 

 

 

第15節 防災知識の普及計画 

１ 主旨 

 災害対策関係職員及び県内住民に対する災害予防あるいは災害応急対策等

に関する防災知識の普及は、おおむね次により行うものとする。 

 教育機関においては、防災に関する教育の充実に努めるものとする。また、

県及び市町は、地域コミュニティにおける多様な主体の関わりの中で防災に関

する教育の普及推進を図るものとする。 
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２１ 

 

２２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 普及の方法 

略 

(4) 映画、スライド、講演会等による普及 

 防災関係者並びに県民等に対し、映画、スライド、講演会を適宜開催しその

普及を図る。 

 

略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また、防災知識の普及、訓練を実施する際、高齢者、障害のある人、外国人、

乳幼児、妊産婦等災害時要援護者に十分配慮し、地域において災害時要援護者

を支援する体制が整備されるよう努めるとともに、被災時の男女のニーズの違

い等男女双方の視点に十分配慮するよう努めるものとする。 

 

 

２ 普及の方法 

略 

(4) 映画、スライド、講演会等による普及 

 防災週間、水防月間、土砂災害防止月間、山地災害防止キャンペーン等を通

じ、防災関係者並びに県民等に対し、映画、スライド、講演会を開催しその普

及を図る。 

略 

 

 

第17節 住民の避難誘導体制 

１ 主旨 

 市町は、住民の迅速かつ円滑な避難を実現するとともに、高齢化の進展等を

踏まえ高齢者等の災害時要援護者の避難支援対策を充実・強化する必要がある

ため、避難勧告及び避難指示のほか、一般住民に対して避難準備を呼びかける

とともに、災害時要援護者等、特に避難行動に時間を要する者に対して、その

避難行動支援対策と対応しつつ、早めの段階で避難行動を開始することを求め

る避難準備（災害時要援護者避難）情報（以下、「避難準備情報」という。）の

伝達に努める。 

２ 避難誘導体制の概要 

(1)マニュアルの作成 

市町は、避難指示、避難勧告、避難準備情報等について、河川管理者及び水

防管理者等の協力を得つつ、洪水、土砂災害等の災害事象の特性、収集できる

情報を踏まえ、避難すべき区域や判断基準、伝達方法を明確にしたマニュアル

を作成する。 

(2)計画の作成及び訓練の実施 

市町は、避難場所、避難路をあらかじめ指定し、日頃から住民への周知徹底

に努めるものとする。また、水防団体等と協議し、発災時の避難誘導に係る計

画を作成し、訓練を行うものとする。 
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２４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第17節 防災訓練 

１ 総合防災訓練の実施 

 災害が発生した場合に、災害応急対策の完全遂行を図るためには、平素から

これに対処する心構えを養っておかなければならない。特に「災害対策基本法」

の趣旨に基づき、総合的かつ計画的な防災体制の整備が要請されている現況に

かんがみ、他の地方公共団体や防災関係機関及び自主防災組織等地域住民の協

力を得て、おおむね次の事項に重点をおき、総合防災訓練を実施するものとす

る。 

 総合防災訓練では、災害時要援護者に配慮した訓練を実施し、災害時要援護

者の支援体制の整備に努めるものとする。 

略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)警戒避難基準の設定 

市町は、土砂災害等に対する住民の警戒避難基準をあらかじめ設定するととも

に必要に応じ見直すよう努めるものとする。県は、この基準の設定及び見直し

について、必要な助言等を国から受け市町に伝えるものとする。 

 

(4)避難誘導体制の整備 

市町は、高齢者、障害のある人等の災害時要援護者を速やかに避難誘導する

ため、地域住民、自主防災組織、関係団体、福祉事業者等の協力を得ながら、

平常時より、情報伝達体制の整備、災害時要援護者に関する情報の把握・共有、

避難支援計画の策定等の避難誘導体制の整備に努めるものとする。 

市町は、地下街等不特定かつ多数の利用者がいる施設等においては、施設管

理者と連携して、避難誘導等安全体制の確保に配慮するものとする。 

 

 

第18節 防災訓練 

１ 総合防災訓練の実施 

 災害が発生した場合に、災害応急対策の完全遂行を図るためには、平素から

これに対処する心構えを養っておかなければならない。特に「災害対策基本法」

の趣旨に基づき、総合的かつ計画的な防災体制の整備が要請されている現況に

かんがみ、他の地方公共団体や防災関係機関並びに水防協力団体、自主防災組

織、非常通信協議会、民間企業、ボランティア団体及び災害時要援護者を含め

た地域住民等の協力を得て、おおむね次の事項に重点をおき、総合防災訓練を

実施するものとする。 

 また、総合防災訓練では、高齢者、障害のある人、外国人、乳幼児、妊産婦

等災害時要援護者に十分配慮した訓練を実施し、災害時要援護者を支援する体

制が整備されるよう努めるとともに、被災時の男女のニーズの違い等男女双方

の視点に十分配慮するよう努めるものとする。 

略 
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２４ 

 

 

 

 

 

２５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 非常通信訓練 

災害時において、災害地から県災害対策本部及び方面本部並びに関係官公署

に対する災害通報及び情報発信が迅速正確に行い得るよう、無線による通信訓

練を実施する。 

略 

 

第18節 自主防災組織の育成 

略 

４ 研修会等の開催 

 県及び市町村は、自主防災に関する認識を深め､自主防災組織を充実するた

め、定期的に研修会を開催し、自主防災組織のリーダーの養成を図るものとす

る。 

略 

 

 

第19節 事業所等の自主的な防災活動 

 

 事業所及び施設を管理し、又は運営する者(以下「事業所等」という。)は、

従業員・利用者等の安全を守るとともに、地域の一員として防災活動に参加す

るよう努めるものとする。このため事業所等は、自主的な防災組織をつくり、

関係地域の自主防災組織と連携をとり、事業所及び関係地域の安全の確保に積

極的に努めるものとする。事業所等における自主防災活動は、概ね次のものに

ついて、それぞれの実情に応じて行う。 

 

 

 

 

 

(1) 防災訓練 

(2) 従業員等の防災教育 

(3) 情報の収集、伝達体制の確立 

(4) 火災その他災害予防対策 

(5) 避難対策の確立 

(6) 救出及び応急救護等 

４ 非常通信訓練 

災害時において、災害地から県災害対策本部及び方面本部並びに関係官公署

に対する災害通報及び情報発信が迅速正確に行い得るよう、通信訓練を実施す

る。 

略 

 

第19節 自主防災組織の育成 

略 

４ 研修会等の開催 

 県及び市町村は、自主防災に関する認識を深め､自主防災組織を充実するた

め、定期的に研修会を開催し、自主防災組織のリーダーの養成を図るものとす

る。その際、女性の参画の促進に努めるものとする。 

略 

 

 

第20節 事業所等の自主的な防災活動 

１ 事業所等の自主的な防災活動 

事業所及び施設を管理し、又は運営する者(以下「事業所等」という。)は、

従業員・利用者等の安全を守るとともに、地域に災害を拡大することのないよ

う的確な防災活動を行うとともに、被災住民の救出など地域の一員として防災

活動に参加するよう努めるものとする。このため事業所等は、自主的な防災組

織をつくり、関係地域の自主防災組織と連携をとり、事業所及び関係地域の安

全の確保に積極的に努めるものとする。また、災害時の事業所の果たすべき役

割（生命の安全確保、二次災害の防止、事業の継続、地域貢献・地域との共生）

を十分に認識し、各事業所において災害時に重要業務を継続するための事業継

続計画(ＢＣＰ)を策定するよう努めるものとする。 

 事業所等における自主的な防災活動は、概ね次のものについて、それぞれの

実情に応じて行う。 

(1) 防災訓練 

(2) 従業員等の防災教育 

(3) 情報の収集、伝達体制の確立 

(4) 火災その他災害予防対策 

(5) 避難対策の確立 

(6) 救出及び応急救護等 
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２６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 飲料水、食料、生活必需品等、災害時に必要な物資の確保 

(8) 施設及び設備の耐震性の確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 20 節 ボランティア活動に関する計画 

１ ボランティア活動の支援 

県は、静岡県社会福祉協議会及び静岡県ボランティア協会等と協力して、地

域の災害ボランティア団体等を支援し、防災に関する知識の普及、啓発に努め、

災害対策活動の促進を図る。 

また、県は、災害時にボランティア活動の申請者に対する情報の提供、配置

調整等を行う災害ボランティア・コーディネーターとの連携に努めるものとす

る。 

 

 

第21節 災害時要援護者支援計画 

１ 主旨 

 高齢者、障害のある人、乳幼児、傷病者及び外国人等の災害時要援護者に対

し、その障害の内容、程度、能力等に応じ、迅速で的確な支援を実施するため

の体制を整備することを目的とする。 

 

２ 災害時要援護者支援体制の整備 

(1) 災害時要援護者支援体制 

市町村は、災害時要援護者に対する支援のため、事前に支援体制を整備し、

情報の伝達や安否確認、避難地又は避難所における対応等が迅速かつ的確に実

施できるようにしておく。 

地域においては、市町村のみでなく、自主防災組織が中心となり、次の関係

団体が協力して災害時要援護者の支援に当たるため、日頃から連携して災害時

の協力体制の整備に努める。 

(7) 飲料水、食料、生活必需品等、災害時に必要な物資の確保 

(8) 施設及び設備の耐震性の確保 

(9) 予想被害からの復旧計画策定 

(10) 各計画の点検・見直し 

 

２ 事業所の防災力向上の促進 

 県及び市町は、事業所を地域コミュニティの一員としてとらえ、地域の防災

訓練等への積極的参加の呼びかけ、防災に関するアドバイスを行うものとす

る。 

 

第 21 節 ボランティア活動に関する計画 

１ ボランティア活動の支援 

 県は、社会福祉法人静岡県社会福祉協議会（以下「（福）静岡県社会福祉協

議会」という。）、特定非営利活動法人静岡県ボランティア協会（以下「静岡県

ボランティア協会」という。）等と協力して、地域の災害ボランティア団体等

を支援し、防災に関する知識の普及、啓発に努め、災害対策活動の促進を図る。

 また、県は、災害時にボランティア活動の申請者に対する情報の提供、配置

調整等を行う災害ボランティア・コーディネーターとの連携に努めるものとす

る。 

 

第22節 災害時要援護者支援計画 

１ 主旨 

 高齢者、障害のある人、乳幼児、妊産婦、傷病者及び外国人等の災害時要援

護者に対し、その障害の内容、程度、能力等に応じ、迅速で的確な支援を実施

するための体制を整備することを目的とする。 

２ 災害時要援護者支援体制の整備 

(1) 災害時要援護者支援体制 

 市町は、災害時要援護者に対する支援のため、事前に支援体制を整備し、情

報の伝達や安否確認、避難地又は避難所における対応等が迅速かつ的確に実施

できるようにしておく。このため、防災担当部局と福祉担当部局との連携の下、

消防団、自主防災組織等の防災関係機関及び平常時から災害時要援護者と接し

ている社会福祉協議会，民生委員，介護保険制度関係者、障害者団体等の福祉

関係者と協力して、高齢者、障害のある人等の災害時要援護者の避難支援の体

制を整備し、災害時要援護者に関する情報の共有、避難支援計画の策定等に努
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２６ 

 また、県は、保健師及び栄養士等の派遣並びに災害時要援護者のための物資

を供給できるよう応援体制を確保する。 

 

 

 

 

 

ウ 福祉関係者、福祉関係団体 

 民生委員・児童委員、身体障害者相談員、社会福祉協議会、老人クラブ、

障害者団体等 

略 

(2) 災害時要援護者の把握 

市町村は、発災時の適切な対応に役立てるため、自主防災組織において要介

護者台帳を整備し、災害時要援護者の状況の把握に努める。 

略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

めるものとする。 

地域においては、市町のみでなく、自主防災組織が中心となり、次の関係団

体が協力して災害時要援護者の支援に当たるため、日頃から連携して災害時の

協力体制の整備に努める。 

 また、県は、保健師及び栄養士等の派遣並びに災害時要援護者のための物資

を供給できるよう応援体制を確保する。 

 

ウ 福祉関係者、福祉関係団体 

 民生委員・児童委員、身体障害者相談員、社会福祉協議会、老人クラブ、

介護保険制度関係者、障害者団体等 

略 

(2) 災害時要援護者の把握 

市町は、発災時の適切な対応に役立てるため、自主防災組織において要援護

者台帳を整備し、災害時要援護者の状況の把握に努める。 

略 

(6) 情報伝達 

 市町は、高齢者、障害のある人等の災害時要援護者にも配慮したわかりやす

い情報伝達の体制の整備を図るものとする。 

 

第23節 救助・救急活動に関する計画 

１ 救助隊の整備 

市町は、大規模・特殊災害に対応するため、高度な技術・資機材を有する救

助隊の整備を推進する。 

 

第24節 応急仮設住宅等 

(1) 県及び市町は、応急仮設住宅の用地に関し、洪水、高潮、土砂災害等の危

険性を十分に配慮しつつ建設可能な用地を把握するなど、あらかじめ供給体制

を整備しておくものとする。 

(2) 県及び市町は、災害時における被災者用の住居として利用可能な公営住

宅や空き家等の把握に努め、災害時に迅速にあっせんできるよう、あらかじめ

体制を整備するものとする。 
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２９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

３１ 

 

 

 

 

 

３３ 

 

 

 

３５ 

 

 

第３章 災害応急対策計画 

 

第２節 組織計画 

略 

２ 災害対策組織 

略 

(5) 静岡県警察本部災害警備本部 

 警察本部災害警備本部の組織に関し必要な事項は＜第 21 節 県警察災害警

備計画＞の定めるところによるものとする。 

 

第３節 応援計画 

略 

３ 実施方法 

略 

(7) 土木業者、建設業者及び技術者等の応援動員要請（従事命令を含む） 

ア 動員要請を行う場合は、他の機関の動員と競合することのないよう当該関

係機関と調整協議し、業者名簿を参照して当該応援動員対象業者又は個人に直

接もしくは当該業者の所属する業者組合に対して行うものとする。 

略 

 

 

第 4 節 通信情報計画 

略 

４ 通信施設の利用方法 

略 

(2) 非常通信の利用 

略 

イ 要請の方法 

最寄りの無線局又は東海地方非常通信協議会（静岡県庁防災通信管理室）に

要請する。 

 

第６節 災害救助法の適用計画 

略 

第３章 災害応急対策計画 

 

第２節 組織計画 

略 

２ 災害対策組織 

略 

(5) 県警察本部災害警備本部等 

 県警察災害警備本部等の組織に関し必要な事項は＜第 21 節 県警察災害警

備計画＞の定めるところによるものとする。 

 

第３節 応援計画 

略 

３ 実施方法 

略 

(7) 土木業者、建設業者及び技術者等の応援動員要請（従事命令を含む） 

ア 動員要請を行う場合は、他の機関の動員と競合することのないよう当該関

係機関と調整協議し、業者名簿を参照して当該応援動員対象業者又は個人に直

接もしくは当該業者の所属する社団法人静岡県建設業協会等に対して行うも

のとする。 

略 

 

第 4 節 通信情報計画 

略 

４ 通信施設の利用方法 

略 

(2) 非常通信の利用 

略 

イ 要請の方法 

最寄りの無線局又は東海地方非常通信協議会（東海総合通信局無線通信部陸

上課）に要請する。 

 

第６節 災害救助法の適用計画 

略 
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３６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 災害救助法の適用基準 

略 

(1) 当該市町村の区域内の人口に応じ、住家が滅失した世帯の数が資料編（20

－1－1）の世帯数以上であること。 

略 

(3) 県の区域内において、12,000 世帯以上の住家が滅失した場合、又は当該

災害が隔絶した地域に発生したものである等り災者の救護を著しく困難とす

る特別の事情がある場合であって、多数の世帯の住家が滅失したこと。 

(4) 多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じたこと。

略 

 

第７節 避難救出計画 

１ 主旨 

 この計画は、災害のために現に被害を受け、又は受けるおそれのある者の避

難及び生命・身体が危険な状態にある者又は生死不明の状態にある者を捜索、

救出するために必要な措置を定めるとともに、「災害救助法」に基づいて行う

県の実施事項を明確にすることを目的とする。 

 

２ 避難 

 市町村長は、火災、山崩れ、津波、河川の氾らん等により、住民に危険が切

迫していると認めたときは、危険地域の住民に対して避難のための立退きの勧

告、又は指示をするものとする。 

略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 災害救助法の適用基準 

略 

(1) 当該市町村の区域内の人口に応じ、住家が滅失した世帯の数が資料編（20

－1－1）の世帯数以上であるとき。 

略 

(3) 県の区域内において、12,000 世帯以上の住家が滅失した場合、又は当該

災害が隔絶した地域に発生したものである等り災者の救護を著しく困難とす

る特別の事情がある場合であって、多数の世帯の住家が滅失したとき。 

(4) 多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じたとき。

略 

 

第７節 避難救出計画 

１ 主旨 

 この計画は、災害のために現に被害を受け、又は受けるおそれのある者の避

難及び生命・身体が危険な状態にある者又は生死不明の状態にある者を捜索、

救出するために必要な措置を定めるとともに、県の実施事項を明確にすること

を目的とする。 

 

２ 避難 

 市町長は、火災、山崩れ、津波、河川の氾らん等により、住民に危険が切迫

していると認めたときは、危険地域の住民に対して避難のための準備情報の提

供や立退きの勧告又は指示をするものとする。特に、高齢者や障害のある人等、

避難行動に時間を要する災害時要援護者が迅速に避難できるよう、避難準備情

報の伝達を行うなど、市町があらかじめ定めるマニュアル・計画に沿った避難

支援を行うよう努めるものとする。 

略 

(3) 安否確認 

 安否確認の実施にあたっては、災害時要援護者に十分配慮するよう努めるも

のとする。 

(4) 災害時要援護者の避難支援 

 市町は、防災担当部局と福祉担当部局との連携の下、高齢者、障害のある人

等の災害時要援護者の避難支援計画に基づき、支援に努めるものとする。 
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３６ 

 

 

 

３７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 避難所の安全管理 

略 

ク 避難所の運営に当たっては災害時要援護者等に配慮するものとする。 

 

(4) 避難所の場所 

 市町村別の避難所は資料編（13－2－6）のとおりであるが、避難所に適する

施設のない地域、避難所が使用不能となった場合又は被災者が多数のため避難

所に避難しきれなくなった場合には、公園、広場を利用して、野外に建物を仮

設したり、天幕を設営するなどの措置をとる。この場合、仮設に要する資機材

については、平素より調達可能数を把握確認しておく。 

 

 

 

 

 

(5) 福祉避難所、２次的避難所 

略 

 

 

 

 

 

 

５ 災害救助法に基づく県の実施要項 

略 

(2) り災者の救出 

略 

ウ 実施期間 

 災害発生の日から３日以内 

 

 

 

 

 

(5) 避難所の安全管理 

略 

ク 避難所での避難生活の運営に当たっては、災害時要援護者、男女のニー

ズの違い等男女双方の視点、プライバシーの確保等に配慮するものとする。

(6) 避難所の場所 

 市町別の避難所は資料編（13－2－6）のとおりであるが、避難所に適する施

設のない地域、避難所が使用不能となった場合又は被災者が多数のため避難所

に避難しきれなくなった場合には、公園、広場を利用して、野外に建物を仮設

したり、天幕を設営するなどの措置をとる。この場合、仮設に要する資機材に

ついては、平素より調達可能数を把握確認しておく。さらに、高齢者、障害の

ある人、乳幼児、妊産婦等災害時要援護者に配慮して、被災地以外の地域にあ

るものを含め、旅館やホテル等を避難場所として借り上げる等、多様な避難場

所の確保に努めるものとする。 

 

 

(7) 福祉避難所、２次的避難所 

略 

 

 (8) 避難場所の早期解消 

 県及び市町は、避難者の健全な住生活の早期確保のために、応急仮設住宅の

迅速な提供、公営住宅や空家等利用可能な既存住宅のあっせん等により、避難

場所の早期解消に努めることを基本とする。 

 

５ 災害救助法に基づく県の実施要項 

略 

(2) り災者の救出 

略 

ウ 実施期間 

災害発生の日から３日以内 

ただし、厚生労働大臣の承認を得て、必要最小限度の期間を延長することが

できる。 
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３８ 

 

 

 

 

 

 

 

３９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

４０ 

 

 

 

 

 

 

 

４１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 8 節 食糧供給計画 

１ 主旨 

この計画は「災害救助法」適用の対象となる程度の災害により、日常の食事

に支障があるり災者に対し必要な食料品を確保し支給するため、「災害救助法」

に基づいて行う県の実施事項と市町村長の要請に基づいて行う県の実施事項

を定め、食料供給に支障のないよう措置することを目的とする。 

略 

 

第 9 節 衣料、生活必需品、その他の物資供給計画 

１ 主旨 

この計画は、「災害救助法」適用の対象となる程度の災害により物資の販売

機構等が混乱し、物資を入手できない被災者に対し、急場をしのぐ程度の衣料、

生活必需品等を確保するため「災害救助法」に基づいて行う県の実施事項と、

その他市町村長の要請に基づいて行う実施事項を定め、物資の供給に支障のな

いよう措置することを目的とする。 

略 

 

第 10 節 給水計画 

１ 主旨 

この計画は「災害救助法」適用の対象となる程度の災害により、現に飲料に

適する水を得ることができない者に対し、最小限度必要な量の飲料に適する水

を供給するために県及び市町村の実施する事項を定め、給水に支障のないよう

に措置することを目的とする。 

略 

 

第11節 応急仮設住宅及び住宅応急修理計画 

１ 主旨 

 この計画は、「災害救助法」適用の対象となる程度の災害により住家が滅失

した被災者のうち、自らの資力では住宅を確保することができない者に対し、

簡単な住宅を仮設し、また、災害のため被害を受けた住家に対し、居住のため

必要な最小限度の部分を応急的に補修して居住の安定を図るため、「災害救助

法」の規定に基づいて行う県の実施事項を定め、住宅の確保に支障のないよう

措置することを目的とする。 

略 

第 8 節 食糧供給計画 

１ 主旨 

この計画は、災害により日常の食事に支障があるり災者に対し必要な食料品

を確保し支給するため、県の実施事項を定め、食料供給に支障のないよう措置

することを目的とする。 

略 

 

 

第 9 節 衣料、生活必需品、その他の物資供給計画 

１ 主旨 

この計画は、災害により物資の販売機構等が混乱し、物資を入手できない被

災者に対し、急場をしのぐ程度の衣料、生活必需品等を確保するため、県の実

施事項を定め、物資の供給に支障のないよう措置することを目的とする。 

略 

 

 

 

第 10 節 給水計画 

１ 主旨 

この計画は、災害により現に飲料に適する水を得ることができない者に対

し、最小限度必要な量の飲料に適する水を供給するために県及び市町村の実施

する事項を定め、給水に支障のないように措置することを目的とする。 

略 

 

 

第11節 応急仮設住宅及び住宅応急修理計画 

１ 主旨 

 この計画は、災害により住家が滅失した被災者のうち、自らの資力では住宅

を確保することができない者に対し、簡単な住宅を仮設し、また、災害のため

被害を受けた住家に対し、居住のため必要な最小限度の部分を応急的に補修し

て居住の安定を図るため、県の実施事項を定め、住宅の確保に支障のないよう

措置することを目的とする。 

 

略 
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４２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第12節 医療助産計画 

１ 主旨 

 この計画は、「災害救助法」適用の対象となる程度の災害により医療機関が

混乱し、医療助産の途を失った者に対して、「災害救助法」の規定に基づいて

行う県の実施事項と、その他市町村の要請に基づいて行う県の実施事項を定

め、医療助産に支障のないよう措置することを目的とする。 

略 

 

 

３ 市町村長の要請に基づく県の実施事項 

(１) 救護病院等への応援班の派遣 

 

略 

(2) 静岡県医薬品卸協同組合、静岡県医科器械協会及び社団法人静岡県薬事振

興会からの医薬品、医療材料及び衛生資材の調達・あっせん 資料編（14－3

－1） 

略 

 

 

 

 

 

 

 

６ 災害時要援護者への配慮 

 応急仮設住宅への収容に当たっては高齢者、障害のある人、乳幼児、妊産婦

等災害時要援護者に十分配慮すること。特に応急仮設住宅への優先的入居、高

齢者、障害者向け応急仮設住宅の設置等に努めるものとする。また、災害時要

援護者に向けた情報の提供についても十分配慮するものとする。 

７ 住宅の応急復旧活動 

 県及び市町は、必要に応じて、住宅事業者の団体と連携して、被災しながら

も応急対策をすれば居住を継続できる住宅の応急修繕を推進するものとする。

 

 

第12節 医療助産計画 

１ 主旨 

 この計画は、災害により医療機関が混乱し、医療助産の途を失った者に対し

て、県及び市町の実施事項を定め、医療助産に支障のないよう措置することを

目的とする。 

略 

 

 

 

３ 市町村長の要請に基づく県の実施事項 

(１) 救護病院等への応援班の派遣、災害派遣医療チーム（DMAT）の編成及び

要請 

略 

(2) 静岡県医薬品卸業協会、静岡県医科器械協会及び社団法人静岡県薬事振興

会からの医薬品、医療材料及び衛生資材の調達・あっせん 資料編（14－3－1）

略 
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４３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４３ 

 

 

 

 

 

 

 

４４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 医療救護活動の実施 

 

 

 多数の負傷者が発生した場合には、県医療救護計画で定める体制の中で適切

な医療救護活動を実施するものとする。 

略 

 

 

 

 

 

 

 

 

第13節 防疫計画 

略 

３ 市町村長の実施時校及び要請事項 

(1) 実施事項 

略 

 

 

 

第15節 死体の捜索及び処理埋葬計画 

１ 主旨  

この計画は、「災害救助法」適用の対象となる程度の災害により、行方不明

になり既に死亡していると推定される者の捜索及び災害により遺族等が混乱

期のため、死体識別等のために遺体の処理及び埋葬ができない者に対して、「災

害救助法」に基づいて県が行う実施事項、その他市町村長の要請に基づいて行

う県の実施事項を定め、死体の捜索、処理及び埋葬に支障のないよう措置する

ことを目的とする。 

略 

 

 

 

５ 医療救護活動の実施 

県は、災害時の医療救護施設の医療救護活動状況等の情報を広域災害・救急

医療情報システム等により迅速に把握し、応援の派遣等を行う。 

多数の負傷者が発生した場合には、県医療救護計画で定める体制の中で適切な

医療救護活動を実施するものとする。 

略 

 

６ 健康への配慮 

特に、高齢者、障害のある人等災害時要援護者の心身双方の健康状態には特

段の配慮を行い、必要に応じ福祉施設等への入所、介護職員等の派遣、車椅子

の手配等を福祉事業者、ボランティア団体等の協力を得つつ、計画的に実施す

るものとする。 

県及び市町は、保健師等による巡回健康相談等を実施するものとする。 

 

第13節 防疫計画 

略 

３ 市町長の実施時校及び要請事項 

(1) 実施事項 

略 

ク 保健所を設置する市は、県の実施事項(1)のア及びイに定める措置をとる。

略 

 

第15節 死体の捜索及び処理埋葬計画 

１ 主旨  

この計画は、災害により、行方不明になり既に死亡していると推定される者

の捜索及び災害により遺族等が混乱期のため、死体識別等のために遺体の処理

及び埋葬ができない者に対して、県の実施事項を定め、死体の捜索、処理及び

埋葬に支障のないよう措置することを目的とする。 

略 
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４５ 

 

 

 

 

 

 

 

４６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

４８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４９ 

 

 

 

 

 

 

第16節 障害物防除計画 

１ 主旨 

この計画は、「災害救助法」適用の対象となる程度の災害により、土石、竹木

等の障害物が住居に運びこまれ日常生活に支障がある者に対し、「災害救助法」

の規定に基づいて県の行う実施事項と､その他市町村長の要請に基づいて行う県

の実施事項を定め、障害物除去に支障がないよう措置することを目的とする。 

略 

 

第17節 輸送計画 

２ 実施方法 

(2) 海上輸送 

ア 輸送方法 

(ｱ) 防災船その他の県有船舶 

略 

ウ 鉄道の利用 

  （連絡表） 

 

第18節 交通応急対策計画 

１ 主旨 

 交通施設に係る災害に際して、道路管理者、県公安委員会、鉄道事業者等の

実施すべき応急措置の大綱を定め、もって応急作業の効率化を図るとともに、

被災者及び救助物資等の輸送の円滑化を図ることを目的とする。 

略 

 

３ 県公安委員会の実施事項 

略 

 

第 19 節 応急教育計画 

１ 主旨 

 この計画は、「災害救助法」適用の対象となる程度の災害により学用品を失

った者に対する「災害救助法」に基づく応急的な学用品の給与に関する県の実

施事項、文教施設の被害に対する県の実施事項及びその他市町村長の要請に基

づいて行う県の実施事項を定め、小・中学校等の児童生徒の就学に支障のない

よう措置することを目的とする。 

第16節 障害物防除計画 

１ 主旨 

この計画は、災害により、土石、竹木等の障害物が住居に運びこまれ日常生

活に支障がある者に対し、県の実施事項を定め、障害物除去に支障がないよう

措置することを目的とする。 

略 

 

 

第17節 輸送計画 

２ 実施方法 

(2) 海上輸送 

ア 輸送方法 

(ｱ)県有船舶 

略 

ウ 鉄道の利用 

  （連絡表の削除） 

 

第18節 交通応急対策計画 

１ 主旨 

 交通施設に係る災害に際して、県知事、道路管理者、県公安委員会、鉄道事

業者等の実施すべき応急措置の大綱を定め、もって応急作業の効率化を図ると

ともに、被災者及び救助物資等の輸送の円滑化を図ることを目的とする。 

略 

 

３ 県知事又は県公安委員会の実施事項 

略 

 

第 19 節 応急教育計画 

１ 主旨 

 この計画は、災害により学用品を失った者や文教施設の被害に対する県の実

施事項を定め、小学校児童、中学校・高等学校生徒の就学に支障のないよう措

置することを目的とする。 
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４９ 

 

 

 

 

 

５２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５３ 

 

５４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 災害救助法に基づく県の実施事項 

(1) 学用品の給与を受ける者 

 住家の全焼、全壊、流失、半壊、半焼又は床上浸水により学用品をそう失又

はき損し、就学上支障のある小学校児童及び中学校生徒（盲学校、聾学校及び

養護学校の小学部児童及び中学部生徒を含む。） 

 

第21節 県警察災害警備計画 

略 

 

４ 災害警備本部等の設置 

略 

(2) 警察署 

ア 署災害警備準備室 

 準備体制が発令された場合に設置する（各警備地域別。津波注意報の場合は

沿岸 21 署）。 

イ 署災害警戒警備本部 

 警戒体制が発令された場合に設置する（各警備地域別。津波警報の場合は沿

岸 21 署）。 

 

第23節 水防計画 

略 

２ 水防組織 

略 

(注)水防区長は土木事務所長とする。 

 

 

３ 指定水防管理団体 

「水防法」第４条の規定により水防上公共の安全に重大な関係のあるもので、

知事の指定した資料編（３－23－１）の市町村又は組合をいう。 

 なお、水防管理団体は毎年水防訓練を実施し、又、当該団体の水防協議会

を設置する場合には当該水防協議会に諮って水防計画を定め、知事の承認を

受けなければならない。当該団体の水防協議会を設置しない場合には、当該

団体である市町村の市町村防災会議に諮って水防計画を定め、知事に協議し

 

２ 災害救助法に基づく県の実施事項 

(1) 学用品の給与を受ける者 

 住家の全焼、全壊、流失、半壊、半焼又は床上浸水により学用品をそう失又

はき損し、就学上支障のある小学校児童、中学校及び高等学校生徒（盲学校、

聾学校及び養護学校の小学部児童、中学部及び高等部生徒を含む。） 

 

第21節 県警察災害警備計画 

略 

 

４ 災害警備本部等の設置 

略 

(2) 警察署 

ア 署災害警備準備室 

 準備体制が発令された場合に設置する（各警備地域別。津波注意報の場合は

沿岸 20 署）。 

イ 署災害警戒警備本部 

 警戒体制が発令された場合に設置する（各警備地域別。津波警報の場合は沿

岸 20 署）。 

 

第23節 水防計画 

略 

２ 水防組織 

略 

(注)水防区長は土木事務所長とする。各土木事務所の区域は資料編（６－１）

のとおり。 

 

３ 指定水防管理団体 

「水防法」第４条の規定により水防上公共の安全に重大な関係のある水防管

理団体で、知事の指定した資料編（６－２）の市町又は組合をいう。 

 なお、指定水防管理団体は毎年水防訓練を実施し、又、当該団体の水防協

議会を設置する場合には当該水防協議会に諮って水防計画を定め、知事の承

認を受けなければならない。当該団体の水防協議会を設置しない場合には、

当該団体である市町村の市町村防災会議に諮って水防計画を定め、知事に協
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５４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なければならない。 

 

５ 水防に関する予警報 

(1) 「水防活動」の気象注意報、気象警報等は、静岡地方気象台から発表され

る大雨注意報、大雨警報、高潮注意報、高潮警報、洪水注意報及び洪水警報を

もって代えるものとし、知事はこれを受領したときは、水防管理者、量水標管

理者にその情報に係る事項を通知するものとする。 

(2) 指定河川に対する洪水予報 

指定河川である天竜川下流、菊川、大井川、安倍川、富士川、狩野川及び太

田川水系太田川・原野谷川、瀬戸川水系瀬戸川・朝比奈川に洪水予報が発表さ

れて、関係機関より予報の通知を受けたとき、知事は水防管理者、量水標管理

者にその情報に係る事項を通知するものとする。また、知事は県管理河川の指

定河川である太田川水系太田川・原野谷川、瀬戸川水系瀬戸川・朝比奈川につ

いて洪水のおそれがあると認められるときは、気象庁と共同して、水防管理者、

量水標管理者にその情報に係る事項を通知するものとする。 

 

 

 

 

(3)指定河川に対する水防警報 

指定河川である天竜川下流、菊川、大井川、安倍川、富士川及び狩野川に水

防警報が発表され、関係機関よりその通知を受けたとき、知事はその通知に係

る事項を関係水防管理者その他水防関係機関に通知するものとする。また、知

事は県管理河川の指定河川である都田川、太田川、瀬戸川、潤井川について、

水防警報を発表しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議しなければならない。 

 

５ 水防に関する予警報 

(1) 「水防活動」の気象注意報、気象警報等は、静岡地方気象台から発表され

る大雨注意報、大雨警報、高潮注意報、高潮警報、洪水注意報及び洪水警報を

もって代えるものとし、これを受領したとき知事は、水防管理者、量水標管理

者にその情報に係る事項を通知するものとする。 

(2) 洪水予報 

 流域面積の大きい河川で、洪水により重要な損害が生ずるおそれがある河川

として指定した河川において、洪水のおそれがあるときは、県が気象台と共同

して洪水予報を発表する。洪水予報が発表された場合、または県と共同で発表

した場合、県は水防管理者、量水標管理者にその情報に係る事項を通知するも

のとする。洪水予報の発令基準は、基準地点の水位が設定された水位を超え、

更に上昇するおそれがあるとき、または、その水位を越える洪水となることが

予想されるとき、気象庁と共同で洪水注意報、洪水警報を発表し、解除基準に

水位が下がるまでの間、水位の状況について洪水情報を適宜発表する。洪水予

報河川及び区域は、資料編（６-４）のとおりである 

 

 

(3) 水防警報 

洪水または、高潮により重要な損害が生ずるおそれがある河川または海岸に

おいて指定した河川または海岸について、災害が起こると認められた時に、水

防を行う旨を警告して県が水防警報を発表する。水防警報が発表された場合、

または県が発表した場合、県は水防管理者、量水標管理者にその情報に係る事

項を通知するものとする。水防警報の発令基準は、対象水位観測所の水位が定

められた警戒水位に達するか、又は超えるおそれがあるときとし、解除基準に

水位が下がるまでの間、水位の状況について適宜発令する。水防警報発令河川

及び区域は、資料編（６－５）のとおりである。 
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５４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 水位の観測及び通報 

ア 水位の観測 

資料編（6－2）水位観測所一覧表により行うものとする。 

 

イ 各水防区長は、水位が資料編の水位観測所一覧表に掲げる通報水位、警戒

水位に達したときは、その水位の状況を水防計画に定める通報要領により水防

本部長に報告すると共に、関係のある水防管理者等に通報するものする。 

なお、水防区長は資料編（6－3）のうち、知事が行うものについては速やか

に別記連絡系統により水防本部長に通報するものとする。 

 

 

 

 

 

６ 洪水警報 

(1) 洪水予報の発令基準は、基準地点の水位が設定された水位を超え、更に上

昇するおそれがあるとき、または、その水位を越える洪水となることが予想さ

れるとき、気象庁と共同で洪水注意報、洪水警報を発表し、解除基準に水位が

下がるまでの間、水位の状況について洪水情報を適宜発表する。 

(2)洪水予報河川及び区域は、資料編（6－4）のとおりである。 

 

 

 

(4) 特別警戒水位の水位到達情報 

洪水予報により指定した河川以外の河川で、主として中小河川において洪水

により重要な損害が生ずるおそれがある河川として指定した河川において、特

別警戒水位という基準を定め、この水位に達した水位到達情報が通知された場

合、または県が通知した場合は、県は水防管理者、量水標管理者にその情報に

係る事項を通知するものとする。特別警戒水位とは、警戒水位を超える水位で

あって洪水による災害の発生を特に警戒すべき水位であり、市町の避難の目安

となる水位である。特別警戒水位の水位到達情報河川及び区域は、資料編（６

－６）のとおりである。 

 

 

(5) 水位の観測及び通報 

ア 水位及び雨量の観測 

水位については資料編（６－３）（５－４－４）、雨量については資料編（５

－４－２）（５－４－３）により行うものとする。 

イ 各水防区長は、水位が資料編の水位観測所一覧表に掲げる通報水位、警戒

水位に達したときは、その水位の状況を水防計画に定める通報要領により水防

本部長に報告すると共に、関係のある水防管理者等に通報するものする。 

（削除） 

 

 

ウ 県は雨量、水位、潮位等の情報等を迅速かつ的確に行う情報伝達システム

の高度化を図り、リアルタイムで提供する情報共有ネットワークの構築に努め

る。 

 

（削除） 
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５５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 水防警報 

(1)水防警報の発令基準は、対象水位観測所の水位が定められた警戒水位に達

するか、又は超えるおそれがあるときとし、解除基準に水位が下がるまでの間、

水位の状況について適宜発令する。 

(2)水防警報発令河川及び区域は、資料編（6－4）のとおりである。 

 

８ 通信連絡系統 

(1)水防警報連絡系統図 資料編（6－5－1） 

(2)水防本部に毎時通報する雨量観測所の連絡系統図 資料編（6－5－2） 

(3)水位通報系統図 資料編（6－5－3） 

 

９ 県の非常配備体制 

県水防本部及び水防区の非常配備体制は、次のとおりである。 

 

 

 

  

第１次非常配備体制 少数の人員で主として情報の収集及び連絡に当たり、

事態の推移によって直ちに招集、その他の活動ができ

る体制 

第２次非常配備体制 所属人員の約半数を動員し、水防活動の必要な事態が

発生すればそのままで水防活動が遅滞なく遂行でき

る体制 

第３次非常配備体制 所属人員全員を動員する完全な水防体制 

 

10 水防管理団体の水防計画 

略 

(5) 水防信号 

 

11  

12 水防資機材の整備及び調達あっせん 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

６ 通信連絡系統 

(1) 削除 

(1) 水防本部に毎時通報する雨量観測所の連絡系統図 資料編（６－７） 

(2) 水位通報系統図 資料編（６－８） 

 

７ 県の配備体制 

県水防本部及び水防区の配備体制は、次のとおりである。 

第１次事前配備 各所属２～３名の所要人員により、情報収集及び連絡活動

を主とし、状況により他の職員を動員できる体制 

第２次事前配備 各所属で、警戒にあたり、事態の推移に伴い速やかに水防

本部を設置できる体制 

第１次非常配備体制 水防本部を設置し、主として情報の収集及び連絡に当

たり、事態の推移によって直ちに招集、その他の活動

ができる体制 

第２次非常配備体制 所属人員の約半数を動員し、水防活動の必要な事態が

発生すればそのままで水防活動が遅滞なく遂行でき

る体制 

第３次非常配備体制 所属人員全員を動員する完全な水防体制 

 

８ 水防管理団体の水防計画 

略 

(5) 水防信号 資料編（６－９） 

 

９ 水防区域の危険箇所 

10 水防資機材の整備及び調達 
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５６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 24 節 応援協力協定 

略 

(4)日本赤十字奉仕団への協力要請 

略 

 

第 25 節 ボランティア活動支援計画 

略 

(1) 県 

ア 静岡県災害ボランティア本部・情報センターの設置及び運用 

 静岡県災害ボランティア本部・情報センターは、静岡県ボランティアセンタ

ー・静岡県ボランティア協会の職員及び災害ボランティア・コーディネーター

等で構成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 静岡県災害ボランティア支援センターの設置及び運用 

 静岡県災害ボランティア支援センターは、災害ボランティア・コーディネー

ター等で構成する。 

略 

 

 

 

 

 

(2) 市町村 

ア 市町村災害ボランティア本部の設置及び運用 

 市町村災害ボランティア本部は、市町村ボランティアセンターの職員及び災

害ボランティア・コーディネーター等で構成する。 

 

第 24 節 応援協力協定 

略 

(4) 赤十字奉仕団への協力要請 

略 

 

第 25 節 ボランティア活動支援計画 

略 

(1) 県 

ア 静岡県災害ボランティア本部・情報センターの設置及び運用 

(ｱ) 県は、災害対策本部を設置した場合、あらかじめ定めた施設に(福)静岡県

社会福祉協議会及び静岡県ボランティア協会と連携して、ボランティア活動の

申出者に対する情報の提供、参加要請、ボランティアの配置調整等を行う静岡

県災害ボランティア本部・情報センターを設置する。 

(ｲ) 静岡県災害ボランティア本部・情報センターは、(福)静岡県社会福祉協議

会ボランティアセンター及び静岡県ボランティア協会の職員、災害ボランティ

ア・コーディネーター等で構成する。 

(ｳ) 県は、随時、静岡県災害ボランティア本部・情報センターと情報交換、協

議等を行う。 

 

 

イ 静岡県災害ボランティア支援センターの設置及び運用 

(ｱ) 県は、災害対策本部の方面本部を設置した場合、あらかじめ定めた施設に

ボランティア団体等と連携して、ボランティア活動の申出者に対する情報の提

供、参加要請及びボランティアの受付、活動場所のあっせん及び配置調整等を

行う静岡県災害ボランティア支援センターを設置する。 

(ｲ) 静岡県災害ボランティア支援センターは、災害ボランティア・コーディネ

ーター等で構成する。 

略 

 

(2) 市町 

ア 市町災害ボランティア本部の設置及び運用 

(ｱ) 市町は、災害対策本部を設置した場合、あらかじめ定めた施設に市町社会

福祉協議会等と連携して、ボランティアの受付、活動場所のあっせん及び配置
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６０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

略 

 

 

 

 

 

 

第 29 節 電力施設災害応急対策計画 

略 

２ 電力会社の地域分担 

略 

中部電力㈱ 静岡市、浜松市、島田市、磐田市、焼津市、掛川市、藤枝市、浜

北市、袋井市、天竜市、湖西市、御前崎市、菊川市、庵原郡、志太郡、榛原

郡、周智郡、磐田郡、浜名郡、引佐郡、富士郡芝川町の一部 

略 

 

第31節 突発的災害に係る応急対策計画 

略 

２ 県の態勢 

略 

(1) 突発的災害応急体制 

略 

エ 消防本部の県、国への報告 

 消防本部は多数の死傷者等を伴い、通常の消防力では対応が困難と思われる

事故が発生した場合、次の事項を明らかにし、表１により、直ちに災害対策室

及び消防庁震災等応急室に連絡する。 

略 

 

表題 

（消防庁震災等応急対策室） 

 

 

 

 

調整等を行う市町災害ボランティア本部を設置する。 

(ｲ) 市町災害ボランティア本部は、市町社会福祉協議会ボランティアセンター

の職員、災害ボランティア・コーディネーター等で構成する。 

(ｳ) 市町は、随時、情報交換、協議等を行うため、職員を連絡調整要員として

市町災害ボランティア本部に配置し、その活動を支援する。 

略 

 

第 29 節 電力施設災害応急対策計画 

略 

２ 電力会社の地域分担 

略 

中部電力㈱ 静岡市、浜松市、島田市、磐田市、焼津市、掛川市、藤枝市、袋

井市、牧之原市、湖西市、御前崎市、菊川市、由比町、富士川町、岡部町、

大井川町、吉田町、川根町、川根本町、森町、新居町、芝川町の一部 

略 

 

第31節 突発的災害に係る応急対策計画 

略 

２ 県の態勢 

略 

(1) 突発的災害応急体制 

略 

エ 消防本部の県、国への報告 

消防本部は多数の死傷者等を伴い、通常の消防力では対応が困難と思われ

る事故が発生した場合、次の事項を明らかにし、表１により、直ちに災害

対策室及び消防庁応急対策室に連絡する。 

略 

 

表題 

（消防庁応急対策室） 
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６３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６６ 

 

(3) 災害対策本部の実施する応急対策 

略 

イ 各機関への要請 

略 

(ｶ) 広域緊急援助隊の要請 

 県公安委員会は、県内警備力をもって災害に対処することができない場合、

警察庁又は他の都道府県警察に対し、「警察法（昭和２２年法律第１６２号）」

第６０条に基づく援助要請を行う。 

 

 

表２ 

略 

海上自衛隊横須賀地方総監部 NTT：０４６８－２２－３５００ 

略 

中部電力㈱静岡支店 NTT：０５４－２７３－９００４ 

略 

(社)静岡県プロパンガス協会 

略 

日本道路公団静岡管理事務所 

略 

 

 

 

 (3) 災害対策本部の実施する応急対策 

略 

イ 各機関への要請 

略 

(ｶ) 広域緊急援助隊等の要求 

 県公安委員会は、県内警備力をもって災害に対処することができない場合、

警察庁又は他の都道府県警察に対し、「警察法（昭和２２年法律第１６２号）」

第６０条に基づく援助要求を行う。 

 

 

表２ 

略 

海上自衛隊横須賀地方総監部 NTT：０４６－８２２－３５２２ 

略 

中部電力㈱静岡支店 NTT：０５４－２７３－９００１ 

略 

(社)静岡県エルピーガス協会 

略 

中日本高速道路（株）静岡管理事務所 

略 
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６７ 

 

第４章 災害復旧計画 

 

略 

４ 上下水道災害復旧事業計画 

 

第４章 災害復旧計画 

 

略 

４ 上水道災害復旧事業計画 
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７７ 

 

７８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８０ 

 

 

 

 

 

 

８５ 

９０ 

９１ 

９３ 

９４ 

９５ 

９９ 

 

 

 

 

伊豆東部火山群の火山災害対策計画 

 

第４章 災害応急対策 

略 

３ 交通の制限 

(1) 陸上交通 

略 

イ 県公安委員会は、緊急輸送路を確保するため、災害発生している当該地域

での一般車両の走行及び当該地域への流入を原則として禁止する。 

略 

 

(3) 海上交通 

 県は、海上保安庁に対し、必要に応じ航行船舶の安全を確保するため、噴火

地点周辺海域を航行する船舶に警戒を発するとともに、関連情報の収集及び関

係機関への情報提供を行うよう要請する。 

 

表１ 

火山情報の種類と発表基準 

 気象庁本庁が、伊豆東部火山群について発表する火山情報は次のとおりであ

る。 

 

火山活動解説資料 定期的に行う。月１回 

 

観光交流室 

観光交流室 

観光交流室 

観光交流室 

観光交流室 

観光交流室 

観光交流室 

 

 

 

 

伊豆東部火山群の火山災害対策計画 

 

第４章 災害応急対策 

略 

３ 交通の制限 

(1) 陸上交通 

略 

イ 県公安委員会は、緊急交通路を確保するため、災害発生している当該地域

での一般車両の走行及び当該地域への流入を原則として禁止する。 

略 

 

 (3) 海上交通 

 県は、必要に応じ航行船舶の安全を確保するため、下田海上保安部と噴火地

点周辺海域を航行する船舶に関する情報共有を図る 

 

 

表１ 

火山情報等の種類と発表基準 

 気象庁本庁が、伊豆東部火山群について発表する火山情報等は次のとおりで

ある。 

 

火山活動解説資料 定期的（月１回）又は必要に応じて作成・公表 

 

観光コンベンション室 

観光コンベンション室 

観光コンベンション室 

観光コンベンション室 

観光コンベンション室 

観光コンベンション室 

観光コンベンション室 
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１０９ 財務総室 

（庁舎管理室） 

（項目）２ 仮眠室の確保 

（内容）・別館８階和室を仮眠室として確保 

 

 

財務総室 

（庁舎管理室） 

２ 仮眠室・休養室の確保 

・別館８階和室及び本館１階防災要員控室を仮眠室として確保 
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１２０ 

 

 

 

 

 

 

１２１ 

 

 

 

 

 

 

１２２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２３ 

 

１２４ 

 

 

富士山の火山防災計画 

 

第11節 避難に関連する情報の伝達体制の整備 

１ 山体周辺市町は、避難の勧告又は指示並びに避難準備、下山、入山自粛

及び不要不急の旅行等の自粛の呼び掛けなどの避難に関連する情報が的確

に伝達できるよう、同時通報用無線、有線放送、広報車等によるほか、自主

防災組織、報道機関等と連携して多様な伝達体制の整備を図る。 

略 

 

第12節 避難活動に関する体制の整備 

１ 避難体制の整備 

略 

(2)広域避難のための体制整備 

略 

カ 日本道路公団 

 

第３章 災害応急対策計画 

第1節 情報の伝達及び広報 

略 

２ 避難に関連する情報伝達 

山体周辺市町の長は、避難の勧告又は指示並びに避難準備、下山、入山自粛

及び不要不急の旅行等の自粛の呼び掛けなどの避難に関連する情報を、直ち

に、同時通報用無線、有線放送、広報車等により住民、一時滞在者、関係機関

等に伝達するほか、警察官、自主防災組織、報道機関等の協力を得てその旨の

周知徹底に努める。 

略 

 

第３節 避難行動 

略 

５ 火山活動の状況に応じた避難対応 

略 

避難準備の呼びかけを実施する。 

略 

 

富士山の火山防災計画 

 

第11節 避難に関連する情報の伝達体制の整備 

１ 山体周辺市町は、避難の勧告又は指示並びに避難準備情報、下山、入山

自粛及び不要不急の旅行等の自粛の呼び掛けなどの避難に関連する情報が

的確に伝達できるよう、同時通報用無線、有線放送、広報車等によるほか、

自主防災組織、報道機関等と連携して多様な伝達体制の整備を図る。 

略 

 

第12節 避難活動に関する体制の整備 

１ 避難体制の整備 

略 

(2)広域避難のための体制整備 

略 

カ 中日本高速道路株式会社 

 

第３章 災害応急対策計画 

第1節 情報の伝達及び広報 

略 

２ 避難に関連する情報伝達 

山体周辺市町の長は、避難の勧告又は指示並びに避難準備情報、下山、入山

自粛及び不要不急の旅行等の自粛の呼び掛けなどの避難に関連する情報を、直

ちに、同時通報用無線、有線放送、広報車等により住民、一時滞在者、関係機

関等に伝達するほか、警察官、自主防災組織、報道機関等の協力を得てその旨

の周知徹底に努める。 

略 

 

第３節 避難行動 

略 

５ 火山活動の状況に応じた避難対応 

略 

避難準備情報を発表する。 

略 
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１２５ 

 

 

 

 

 

 

 

１２６ 

６ 住民等が実施する自衛措置 

略 

(2) 災害時要援護者（介護者等を含む）は、避難勧告又は指示後では迅速・円

滑な避難が困難な場合があることから、山体周辺市町の長から避難準備の呼び

掛けがあった場合は、早期の避難に努める。 

略 

 

 

７ 避難所の開設 

略 

(2) 山体周辺市町の長は、住民に避難準備の呼び掛けを実施した場合、避難所

を開設する。 

 

 

 

 

第４章 継続災害対応計画 

略 

１ 県 

略 

 

６ 住民等が実施する自衛措置 

略 

(2) 災害時要援護者（介護者等を含む）は、避難勧告又は指示後では迅速・円

滑な避難が困難な場合があることから、山体周辺市町の長から避難準備情報の

発表があった場合は、早期の避難に努める。 

略 

 

 

７ 避難所の開設 

略 

(2) 山体周辺市町の長は、住民に避難準備情報を発表した場合、避難所を開設

する。 

(3) 高齢者、障害のある人、乳幼児、妊産婦等災害時要援護者に配慮して、被

災地外の地域にあるものを含め、旅館やホテル等を避難場所として借り上げる

等、多様な避難場所の確保に努めるものとする。 

 

第４章 継続災害対応計画 

略 

１ 国土交通省中部地方整備局富士砂防事務所、県 

略 
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全般 

 

 

 

 

 

 

１２７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１３５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町村 

 

注意情報 

地震予知情報 

 

第１編 総論 

 

第１章 計画の趣旨 

略 

１１－１ 計画の目的 

 この計画は、平常時に実施する地震防災対策（以下「平常時対策」という。）、

地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備に関する事項（以下「地震防災施設

緊急整備計画」という。）、東海地震注意情報（以下「注意情報」という。）が

発表された場合に実施する応急対策、警戒宣言が発せられた場合に実施する地

震防災応急対策及び災害時に実施する災害応急対策について定め、これらの対

策を推進することにより、県土並びに県民の生命、身体及び財産を地震による

災害から保護することを目的とする。 

 

１３－３ 防災関係機関 

１ 指定地方行政機関 

(2) 総務省東海総合通信局 

ア 災害時に備えての電気通信施設（有線電気通信施設及び無線通信施設）の

整備のための調整及び電波の統制監理 

イ 災害時における電気通信の確保のための応急対策及び非常無線通信の運

用監理 

略 

オ 各種非常通信訓練の実施又は指導 

カ 非常通信協議会の育成指導 

略 

 

(5) 厚生労働省静岡労働局 

略 

ウ 被災事業場用救急薬品の確保等援助措置 

略 

市町 

 

東海地震注意情報 

東海地震予知情報 

 

第１編 総論 

 

第１章 計画の趣旨 

略 

１１－１ 計画の目的 

 この計画は、平常時に実施する地震防災対策（以下「平常時対策」という。）、

地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備に関する事項（以下「地震防災施設

緊急整備計画」という。）、東海地震注意情報が発表された場合に実施する応急

対策、警戒宣言が発せられた場合に実施する地震防災応急対策及び災害時に実

施する災害応急対策について定め、これらの対策を推進することにより、県土

並びに県民の生命、身体及び財産を地震による災害から保護することを目的と

する。 

 

１３－３ 防災関係機関 

１ 指定地方行政機関 

(2) 総務省東海総合通信局 

ア 災害時に備えての電気通信施設（有線電気通信施設及び無線通信施設）の

整備のための調整及び電波の監理 

イ 災害時における電気通信の確保のための応急対策及び非常の場合の無線

通信の監理 

略 

オ 非常通信訓練の計画及びその実施についての指導に関すること 

カ 非常通信協議会の運営に関すること 

略 

 

(5) 厚生労働省静岡労働局 

略 

（削除） 
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１３６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１３７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(13) 国土交通省関東地方整備局、国土交通省中部地方整備局 

 管轄する河川、道路についての計画、工事及び管理を行うほか、次の事項を

行うよう努める。 

略 

イ 応急・復旧 

略 

 

略 

(14) 国土交通省中部地方整備局（旧第五港湾建設局） 

ア 災害から港湾並びに地域住民の生命、財産等を保護するための港湾・海岸

保全施設等の整備に関する計画・指導及び事業実施 

イ 災害時の緊急物資並びに人員輸送用岸壁等の整備に関する計画・指導及び

事業実施 

(15) 国土交通省中部運輸局 

(16) 国土交通省東京航空局東京航空事務所 

(17) 東京管区気象台（静岡地方気象台） 

(18) 第三管区海上保安本部 

ア 警戒宣言発令時における船舶に対する情報の連絡、退避命令、入港規制等

 

略 

オ 危険物の保安、流出油防除等海上災害に対する応急措置 

 

２ 指定公共機関 

略 

(4) 日本銀行 

ア 警戒宣言発令時及び災害発生時における通貨の円滑な供給に必要な諸措置 

イ 警戒宣言発令時及び災害発生時における金融上の応急措置についての助

言及び要請 

ウ 警戒宣言発令時及び災害発生時における預貯金引出しの集中等店頭混乱

防止のために必要な広報等に関する協力、要請 

 

 

略 

(7) 日本道路公団 

(13) 国土交通省関東地方整備局、国土交通省中部地方整備局 

 管轄する河川、道路、港湾についての計画、工事及び管理を行うほか、次の

事項を行うよう努める。 

略 

イ 応急・復旧 

略 

(ｴ) 海上の流出油災害に対する防除等の措置 

略 

（削除） 

 

 

 

 

(14) 国土交通省中部運輸局 

(15) 国土交通省東京航空局東京航空事務所 

(16) 東京管区気象台（静岡地方気象台） 

(17) 第三管区海上保安本部 

ア 警戒宣言発令時における船舶に対する情報の連絡、港内における船舶交通

の制限、禁止等 

略 

オ 危険物及び油の排出等海上災害に対する応急措置 

 

２ 指定公共機関 

略 

(4) 日本銀行 

ア 通貨の円滑な供給の確保 

イ 輸送、通信手段の確保 

 

ウ 金融機関の業務運営の確保に係る措置 

 

エ 金融機関による金融上の措置の実施に係る要請 

オ 各種措置に関する広報 

略 

(7) 中日本高速道路株式会社 
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１３８ 

 

 

 

 

 

 

略 

 

３ 指定地方公共機関 

略 

(3) 社団法人静岡県プロパンガス協会 

略 

イ 協会加盟事務所による施設設備の耐震化等の予防対策の実施 

ウ 警戒宣言発令時及び災害時における防災広報並びに協会加盟事業所の施

設の点検等災害防止措置の実施 

略 

オ 協会加盟事務所に被害状況調査及び応急復旧 

略 

 

略 

 

３ 指定地方公共機関 

略 

(3) 社団法人静岡県エルピーガス協会 

略 

イ 協会加入事業所による施設設備の耐震化等の予防対策の実施 

ウ 警戒宣言発令時及び災害時における防災広報並びに協会加入事業所の施

設の点検等災害防止措置の実施 

略 

オ 協会加入事業所に被害状況調査及び応急復旧 

略 
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１４１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１４２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２編 平常時対策 

 

第１章 防災思想の普及 

計画の内容 

２１－１ 県 

略 

２ 生徒等に対する教育 

略 

(2) 参加型防災訓練推進モデル校を指定し、学校防災の充実強化を図る。 

略 

 

 

３ 県民に対する防災思想の普及 

 県は、地震発生時、注意情報発表時及び警戒宣言発令時に県民が的確な判断

に基づき行動できるよう、地震についての正しい知識、防災対応等について啓

発する。 

 

 

 

略 

 なお、この場合、自主防災組織及び専門的知識を持つ人材を有する防災士会

等の積極的な活用を図る。 

 

(1) 一般的な啓発 

ア 啓発内容 

略 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２編 平常時対策 

 

第１章 防災思想の普及 

計画の内容 

２１－１ 県 

略 

２ 生徒等に対する教育 

略 

(2) 学校防災推進協力校を指定し、学校及び地域の防災課題を踏まえた、地域

の安全を支える人づくりと安全な学校づくりの推進を図る。 

略 

 

３ 県民に対する防災思想の普及 

 県は、地震発生時、東海地震注意情報発表時及び警戒宣言発令時に県民が的

確な判断に基づき行動できるよう、地震についての正しい知識、防災対応等に

ついて啓発する。この際、高齢者、障害のある人、外国人、乳幼児、妊産婦等

災害時要援護者に十分配慮し、地域において災害時要援護者を支援する体制が

整備されるよう努めるとともに、被災時の男女のニーズの違い等男女双方の視

点に十分配慮するよう努めるものとする。 

略 

 なお、この場合、自主防災組織及び専門的知識を持つ静岡県防災士等の積極

的な活用を図る。また、県及び市町は、地域コミュニティにおける多様な主体

の関わりの中で防災に関する教育の普及促進を図るものとする。 

(1) 一般的な啓発 

ア 啓発内容 

略 

(ｾ) 安否情報の確認のためのシステム 

略 
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１４３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１４３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１４５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ ボランティア活動に関する計画 

(1)ボランティア活動の支援 

県は、静岡県社会福祉協議会及び静岡県ボランティア協会等と協力して、地

域の災害ボランティア団体等を支援し、防災に関する知識の普及、啓発に努め、

災害対策活動の促進を図る。 

また、県は、災害時にボランティア活動の申請者に対する情報の提供、配置

調整等を行う災害ボランティア・コーディネーターとの連携に努めるものとす

る。 

 

 

 

２１－３ 防災関係機関 

 東海旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式会社、

西日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社、日本道路公団、電力会社、

ガス会社等の防災関係機関は、それぞれ所掌する事務又は業務に関する地震防

災応急対策、災害応急対策、利用者等の実施すべき事項等について広報を行う。

 

 

第２章 自主防災活動 

計画の内容 

略 

２２－３ 事業所等の果たすべき役割 

 

 事業所及び施設を管理し、又は運営する者（以下「事業所等」という｡)は、

従業員、利用者等の安全を守るとともに、地域に災害を拡大することのないよ

う的確な防災活動を行うと共に、被災住民の救出など地域の一員としての防災

活動に参加するよう努めるものとする｡このため自主的な防災組織をつくり､

関係地域の自主防災組織と連携をとり、事業所及び関係地域の安全の確保に積

極的に努めるものとする。事業所等における自主防災活動は、概ね次のものに

ついて、それぞれの実情に応じて行う。 

 

 

 

 

４ ボランティア活動に関する計画 

(1)ボランティア活動の支援 

県は、社会福祉法人静岡県社会福祉協議会（以下「（福）静岡県社会福祉協

議会」という。）、特定非営利活動法人静岡県ボランティア協会（以下「静岡県

ボランティア協会」という。）等と協力して、地域の災害ボランティア団体等

を支援し、防災に関する知識の普及、啓発に努め、災害対策活動の促進を図る。

また、県は、災害時にボランティア活動の申請者に対する情報の提供、配置

調整等を行う災害ボランティア・コーディネーターとの連携に努めるものとす

る。 

 

２１－３ 防災関係機関 

 東海旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式会社、

西日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社、中日本高速道路株式会社、

電力会社、ガス会社等の防災関係機関は、それぞれ所掌する事務又は業務に関

する地震防災応急対策、災害応急対策、利用者等の実施すべき事項等について

広報を行う。 

 

 

第２章 自主防災活動 

計画の内容 

略 

２２－５ 事業所等の果たすべき役割 

１ 事業所等の自主的な防災活動 

事業所及び施設を管理し、又は運営する者（以下「事業所等」という｡)は、

従業員、利用者等の安全を守るとともに、地域に災害を拡大することのないよ

う的確な防災活動を行うとともに、被災住民の救出など地域の一員としての防

災活動に参加するよう努めるものとする｡このため事業所等は、自主的な防災

組織をつくり､関係地域の自主防災組織と連携をとり、事業所及び関係地域の

安全の確保に積極的に努めるものとする。また、災害時の事業所の果たすべき

役割（生命の安全確保、二次災害の防止、事業の継続、地域貢献・地域との共

生）を十分に認識し、各事業所において災害時に重要業務を継続するための事

業継続計画(ＢＣＰ)を策定するよう努めるものとする。 

事業所等における自主的な防災活動は、概ね次のものについて、それぞれの

実情に応じて行う。 
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１４５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 防災訓練 

(2) 従業員等の防災教育 

(3) 情報の収集、伝達体制の確立 

(4) 火災その他災害予防対策 

(5) 避難対策の確立 

(6) 救出及び応急救護等 

(7) 飲料水、食料、生活必需品等、災害時及び警戒宣言時に必要な物資の確保

(8) 施設及び設備の耐震性の確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２２－４ 県、市町村の指導及び助成 

略 

４ 自主防災に関する意識の高揚 

 県及び市町村は、自主防災に関する認識を深め、自主防災組織を充実するた

めに、定期的に研修会を開催する。 

 

研 修 名 実施機関 対象者 目   的 

自主防災組織 

中核的 

リーダー研修 

市町村 

・ 

県 

市町長の推薦

による自主防

災組織の中心

的リーダー(会

長・副会長・班

長等） 

防災上の知識・技能の

向上を図ることにより

単位自主防災組織の活

性化に資するととも

に、自主防災活動の情

報交換を行い、広域的

な視野を持つ地域リー

ダーとしての活動者を

育成する。 

(1) 防災訓練 

(2) 従業員等の防災教育 

(3) 情報の収集、伝達体制の確立 

(4) 火災その他災害予防対策 

(5) 避難対策の確立 

(6) 救出及び応急救護等 

(7) 飲料水、食料、生活必需品等、災害時及び警戒宣言時に必要な物資の確保

(8) 施設及び設備の耐震性の確保 

(9) 予想被害からの復旧計画策定 

(10) 各計画の点検・見直し 

 

 

２ 事業所の防災力向上の促進 

 県及び市町は、事業所を地域コミュニティの一員としてとらえ、地域の防災

訓練等への積極的参加の呼びかけ、防災に関するアドバイスを行うものとす

る。 

 

 

２２－３ 県、市町の指導及び助成 

略 

４ 自主防災に関する意識の高揚 

 県及び市町村は、自主防災に関する認識を深め、自主防災組織を充実するた

めに、定期的に研修会を開催する。その際、女性の参画の促進に努めるものと

する。 

研 修 名 実施機関 対象者 目   的 

自主防災組織 

中核的 

リーダー研修 

市町 

市町長の推薦

による自主防

災組織の中心

的 リ ー ダ ー

(会長・副会

長・班長等） 

防災上の知識・技能の

向上を図ることにより

単位自主防災組織の活

性化に資するととも

に、自主防災活動の情

報交換を行い、広域的

な視野を持つ地域リー

ダーとしての活動者を

育成する。 
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１４８ 

 

１４９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災委員研修 市町 
防  災  委 

員 

防災上の知識・技能を

修得し、自主防災組織

及び地域住民への防災

意識・対策について啓

発・強化に資する。 

 

２２－５ 自主防災組織と消防団との連携 

 

第３章 地震防災訓練の実施 

計画作成の主旨 

東海地震に関連する情報の発表時、警戒宣言発令時及び地震災害発生時に的

確な防災対策を実施するための訓練について定める。県民は、自主防災組織及

び事業所等の防災組織の構成員として県や市町の実施する訓練に積極的に参

加し、的確な防災対応を体得するものとする。 

 

 

 

 

 

計画の内容 

２３－３ 防災関係機関 

略 

 (7) 日本道路公団 

略 

 

第４章 地震災害予防対策の推進 

計画作成の主旨 

略 

 

 

 

 

 

 

防災委員研修 市町 
防  災  委 

員 

防災上の知識・技能を

修得し、自主防災組織

及び地域住民への防災

意識・対策について啓

発・強化に資する。 

 

２２－４ 自主防災組織と消防団との連携 

 

第３章 地震防災訓練の実施 

計画作成の主旨 

東海地震に関連する情報の発表時、警戒宣言発令時及び地震災害発生時に的

確な防災対策を実施するための訓練について定める。県民は、自主防災組織及

び事業所等の防災組織の構成員として県や市町の実施する訓練に積極的に参

加し、的確な防災対応を体得するものとする。 

なお、高齢者、障害のある人、外国人、乳幼児、妊産婦等災害時要援護者に

十分配慮した訓練を実施し、災害時要援護者の支援体制の整備に努めるととも

に、被災時の男女のニーズの違い等男女双方の視点に十分配慮するよう努める

ものとする。 

 

計画の内容 

２３－３ 防災関係機関 

略 

 (7) 中日本高速道路株式会社 

略 

 

第４章 地震災害予防対策の推進 

計画作成の主旨 

略 

 県は、国の地震防災戦略を踏まえ、地域目標として「地震対策アクションプ

ログラム２００６」を策定し、県民の参画を進め、国、市町と連携し、効率的・

効果的な地震対策を進める。また、市町に対して、地域目標の策定を働きかけ

る。 
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１４９ 

 

 

 

 

 

 

１５０ 

 

 

 

１５１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画の内容 

 

 

 

 

 

２４－１  

２４－２ 建築物等の耐震対策 

略 

２ 県及び市町村は次の事項を実施し、耐震性の向上を図る。 

略 

(5) 住宅の新増改築等による耐震化の促進 

 住宅金融公庫融資の利用について適切な啓発指導を行うとともに、静岡県個

人住宅建設資金の活用を促進する。 

 

３ 公共建築物の耐震性能の公表 

 県及び市町村は、所有する公共建築物について、耐震診断の実施結果に基づ

いて耐震性能を把握するとともに、その公表に努める。 

略 

 

 

５ 家具等の転倒防止 

県は、タンス、食器棚、ピアノ、テレビ、冷蔵庫等の転倒による事故の防止

のための「家具の地震対策」により、県民に対する啓発指導に努める。 

また、スチール製の書棚、ロッカー等についても「事務所などの鋼製家具と

ガラスの地震対策」により安全対策等の徹底を指導する。 

略 

 

 

 

 

 

 

 

計画の内容 

２４－１ 緊急消防援助隊の受援体制 

 県及び市町は、消防組織の確立及び消防施設の強化拡充並びに消防相互応援

体制の充実を図るとともに、実践的な訓練等を通じて、緊急消防援助隊の受援

体制の整備に努めるものとする。 

 

２４－２ 

２４－３ 建築物等の耐震対策 

略 

２ 県及び市町は次の事項を実施し、耐震性の向上を図る。 

略 

(5) 住宅の新増改築等による耐震化の促進 

 住宅金融公庫融資の利用について適切な啓発指導を行う。 

 

 

３ 公共建築物の耐震化 

 県及び市町は、所有する公共建築物について、耐震診断の実施結果に基づい

て耐震性能を把握するとともに、その公表に努める。 

 また、防災拠点となる公共施設等の耐震化について、数値目標を設定するな

ど、計画的かつ効果的な実施に努めるものとする。 

 

５ 家具等の転倒防止 

 県は、タンス、食器棚、ピアノ、テレビ、冷蔵庫等の転倒による事故の防止

のため、家具等の転倒防止について、県民に対する啓発指導に努める。 

 また、事業所などのスチール製の書棚、ロッカー等について、安全対策の実

施を指導する。 

略 

 

７ 供給ラインの耐震化 

 ライフライン事業者及び施設管理者は、災害拠点病院等の人命に関わる重要

施設への供給ラインの重点的な耐震化を進める。 

 

 

 



静岡県地域防災計画（地震対策編） 新旧対照表 

  41

ページ 現   行 修 正 案 

 

 

 

 

 

 

１５１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１５２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１５３ 

 

 

 

２４－３ 被災建築物等に対する安全対策 

１ 県は、「静岡県地震被災建築物応急危険度判定士資格認定制度要綱」に基

づき、地震被災建築物応急危険度判定士の認定を行う。 

略 

 

 

３ 県は、「静岡県被災宅地危険度判定実施要綱」に基づき、被災宅地危険度

判定士の認定を行う。 

略 

 

２４－４ 

２４－５ 地盤災害の予防対策 

略 

１ 山・崖崩れ防止対策の推進 

 山・崖崩れの危険性を周知させるとともに、急傾斜地崩壊危険箇所等に標柱

及び標識板等を設置する等、適切な方法で当該地域の危険性を広報する。 

略 

 

 

 

２４－６ 

２４－７ 危険予想地域における災害の予防 

略 

２ 平常時に実施する災害予防措置 

(1) 市町村長は、要避難地区の住民に対し、危害の様相、情報伝達手段、情報

伝達内容、避難地、避難路、避難施設等避難に関する留意すべき事項を周知す

るとともに、災害時要援護者等を適切に避難誘導するため、地域住民、自主防

災組織等の協力を得ながら災害時要援護者等の避難誘導体制の整備に努める

ものとする。 

 

(2) 要避難地区のうち、津波危険予想地域については次の予防措置を講ずる。

イ 市町村長は、当該地域を避難対象地区として指定するとともに、当該地

域の住民に対して危険性の周知に努める。 

 

２４－４ 被災建築物等に対する安全対策 

１ 県は、「静岡県地震被災建築物応急危険度判定士資格認定制度要綱」に基

づき、地震被災建築物応急危険度判定士の認定及び登録を行う。 

略 

 

 

３ 県は、「静岡県被災宅地危険度判定実施要綱」に基づき、被災宅地危険度

判定士の登録を行う。 

略 

 

２４－５ 

２４－６ 地盤災害の予防対策 

略 

１ 山・崖崩れ防止対策の推進 

 山・崖崩れのおそれのある箇所について、地域住民への土砂災害危険箇所図

の配布や急傾斜地崩壊危険箇所等に土砂災害危険箇所表示板を設置する等に

より、当該地域の危険性を広報する。 

略 

 

 

２４－７  

２４－８ 危険予想地域における災害の予防 

略 

２ 平常時に実施する災害予防措置 

 (1) 市町長は、要避難地区の住民に対し、危害の様相、情報伝達手段、情報

伝達内容、避難地、避難路、避難施設等避難に関する留意すべき事項を周知す

るとともに、高齢者、障害のある人等の災害時要援護者を適切に避難誘導する

ため、地域住民、自主防災組織等の協力を得ながら、平常時よりこれらの者に

係る避難誘導体制の整備に努めるものとする。 

 

 (2) 要避難地区のうち、津波危険予想地域については次の予防措置を講ずる。

イ 市町長は、当該地域を避難対象地区として指定するとともに、当該地域

の住民及び船舶等に対して津波の危険や津波注意報・警報、避難の勧告及び

指示の意味合い、避難方法等の周知に努める。 
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１５３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１５５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 市町村長は、海岸、港湾及び漁港の管理者と協議して、避難地等の掲示

板を設置するとともに、関係団体の協力を得て避難対策等の防災対策を推進

する。 

 

２４－８ 被災者の救出活動対策 

略 

２ 市町村が実施すべき事項 

略 

 

 

 

２４－９ 

災害時要援護者に対し、その障害の内容、程度、能力等に応じ、迅速で的確

な支援を実施するための体制を整備することとし、その内容は、一般対策編第

２章第２１節「災害時要援護者支援計画」に準ずる。 

 

 

 

２４－１０ 生活の確保 

略 

４ 防疫及び保健衛生活動 

(1) 県が実施すべき事項 

略 

 

 

(2) 市町村が実施すべき事項 

略 

エ 住民が行う防疫及び保健活動の指導をする。 

 

略 

 

 

 

 

ウ 市町長は、海岸、港湾及び漁港の管理者と協議して、避難地等を標示し

たわかりやすい案内板を設置するとともに、関係団体の協力を得て災害時要

援護者の避難誘導体制を整備するなど、避難対策等の防災対策を推進する。

 

２４－９ 被災者の救出活動対策 

略 

２ 市町が実施すべき事項 

略 

(4) 大規模・特殊災害に対応するため、高度な技術・資機材を有する救助隊の

整備を推進する。 

 

２４－１０ 

高齢者、障害のある人、乳幼児、妊産婦、傷病者及び外国人等の災害時要援

護者に対し、その障害の内容、程度、能力等に応じ、迅速で的確な支援を実施

するための体制を整備することとし、その内容は、一般対策編第２章第２２節

「災害時要援護者支援計画」に準ずる。 

 

 

２４－１１ 生活の確保 

略 

４ 防疫及び保健衛生活動 

(1) 県が実施すべき事項 

略 

ウ 災害時健康支援ガイドライン等に基づき健康支援活動に係る体制整備を

図る。 

(2) 市町が実施すべき事項 

略 

エ 住民が行う防疫の指導をする。 

オ 避難所等における健康支援活動に係る体制整備を図る。 

略 
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１５５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１５６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 避難所の設備及び資機材の配備又は準備 

 市町村は、避難所（被災者の避難施設）に必要な次の設備及び資機材をあら

かじめ配備し、又は必要なとき直ちに配備できるよう準備しておくものとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２４－１１ 

２４－１２ 公共土木施設等の復旧用資材の備蓄 

 県及び市町村は、公共土木施設等の復旧用資材の備蓄に努める。 

 

 

 

２４－１３ 情報システムの整備 

２４－１４ 緊急輸送用車両等の整備 

 災害時において緊急輸送及び情報収集を迅速に行うため、車両、高速輸送船

及び航空機の整備を図る。 

２４－１５ 文化財等の耐震対策 

 

 

６ 避難所の設備及び資機材の配備又は準備 

 市町は、避難所（被災者の避難施設）に必要な次の設備及び資機材をあらか

じめ配備し、又は必要なとき直ちに配備できるよう準備しておくものとする。

 なお、高齢者、障害のある人、乳幼児、妊産婦等の災害時要援護者にも配慮

した配備又は準備に努めるものとする。 

 

８ 応急仮設住宅 

(1) 県及び市町は、災害に対する安全性に配慮しつつ、応急仮設住宅の用地に

関し、建設可能な用地を把握するなど、あらかじめ供給体制を整備しておくも

のとする。 

(2) 県及び市町は、災害時における被災者用の住居として利用可能な公営住

宅や空き家等の把握に努め、災害時に迅速にあっせんできるよう、あらかじめ

体制を整備するものとする。 

 

２４－１２ 緊急輸送活動の確保 

 道路管理者及び港湾管理者は、発災後の道路及び港湾の障害物除去、応急復

旧等に必要な人員、資機材等の確保について建設業者との協定の締結に努める

ものとする。 

 

２４－１３ 

２４－１４ 公共土木施設等の応急復旧 

 県及び市町は、それぞれの所管する施設、設備の被害状況の把握及び応急復

旧を行うために、あらかじめ体制・資機材を整備に努める。特に、人命に関わ

る重要施設に対しては、早期に復旧できるよう体制を強化するものとする。 

 

２４－１５ 情報システムの整備 

２４－１６ 緊急輸送用車両等の整備 

 災害時において緊急輸送及び情報収集を迅速に行うため、車両及び航空機の

整備を図る。 

２４－１７ 文化財等の耐震対策 
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１５７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１５９ 

 

第３編 地震防災施設緊急整備計画 

 

第１章 地震防災施設整備方針 

３１－１ 防災業務施設の整備 

略 

２ 通信施設及び情報処理体制の整備 

 地震発生時及び警戒宣言発令時に予想される電話のふくそう、途絶に対応

する情報体制の整備を図る。このため、防災関係機関が災害情報等を迅速か

つ的確に把握し、防災対策を円滑に実施するために必要な無線通信施設を整

備するとともに、情報を集約、分析するための情報システムの高度化を図る。

 

 

 

３１－６ 災害応急対策用施設等の整備 

略 

４ 緊急輸送用車両等の整備 

 緊急輸送及び情報収集を迅速に行うため、車両、高速輸送船及び航空機の

整備を図る。 

 

 

第３編 地震防災施設緊急整備計画 

 

第１章 地震防災施設整備方針 

３１－１ 防災業務施設の整備 

略 

２ 通信施設及び情報処理体制の整備 

 地震発生時及び警戒宣言発令時に予想される電話の輻輳、途絶に対応する情

報体制の整備を図る。このため、防災関係機関が災害情報等を迅速かつ的確に

把握し、防災対策を円滑に実施するために必要な無線通信施設を整備するとと

もに、地域衛星通信ネットワークと市町防災行政無線を接続すること等によ

り、災害情報等を瞬時に伝達するシステムを構築するよう努める。また、情報

を集約、分析するための情報システムの高度化を図る。 

 

３１－６ 災害応急対策用施設等の整備 

略 

４ 緊急輸送用車両等の整備 

 緊急輸送及び情報収集を迅速に行うため、車両及び航空機の整備を図る。 
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１５９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 地震対策緊急整備事業計画 

 

 東海地震による災害から県土並びに県民の生命、身体及び財産を保護するた

め、地震防災上緊急に整備すべき施設等について「地震防災対策強化地域におけ

る地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」に基づく地

震対策緊急整備事業を実施する。事業の実施期間は昭和 55 年度から平成 1６年度

までの２５年間である。 

 

３２－１ 防災業務施設の整備 

１ 消防用施設の整備 

(１) 事業の目的 

 地震の発生時に予想される火災から、人命、財産を守るため、消防ポンプ

自動車、防火水槽、可搬式小型動力ポンプ等の消防用施設の整備を図る。 

(２) 整備の水準 

 「消防力の基準」及び「消防水利の基準」に基づき消防ポンプ自動車、100

ｍ3耐震性貯水槽、60ｍ3耐震性貯水槽、40ｍ3級防火水槽、可搬式小型動力ポ

ンプ等を整備する。 

 特に建築物の密集地域には､耐震性貯水槽と移動が容易な可搬式小型動力

ポンプを重点的に整備する。 

(３) 事業総括表 

事  業  名 事業主体 事   業   概   要 概算事業費 

消防防災施設整備事業 市 町 村 
100ｍ3耐震性貯水槽、60ｍ3耐震性貯水槽、 

 ４０ｍ3級防火水槽 

消防防災設備整備事業 市 町 村 
消防ポンプ自動車、はしご車、可搬式小型

動力ポンプ 等 

百万円 

 

４５，６２９ 

計   ８，８０３施設 ４５，６２９ 

 

２ 通信施設の整備 

(１) 事業の目的 

 警戒宣言発令時及び地震発生時には、電話のふくそう、途絶が予想される。

このため、防災関係機関からの情報収集及び伝達を円滑にするため必要な無線

通信施設を整備する。なお、市町村事業については整備の促進を図る。 

(２) 整備の水準 

 市町村から地域住民へ的確に情報を伝達するため、津波危険予想地域、山・崖

崩れ危険予想地域、市街地を優先して県下全域に無線通信網を整備する。 

 また、県､市町村間の情報を正確かつ迅速に収集､伝達するために県防災行

政無線の整備拡充を図る。 

第２章 地震対策緊急整備事業計画 

 

 東海地震による災害から県土並びに県民の生命、身体及び財産を保護するため、

地震防災上緊急に整備すべき施設等について「地震防災対策強化地域における地

震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」に基づく地震対

策緊急整備事業を実施する。事業の実施期間は昭和 55 年度から平成２１年度まで

の３０年間である。 

 

３２－１ 防災業務施設の整備 

１ 消防用施設の整備 

(１) 事業の目的 

 地震の発生時に予想される火災から、人命、財産を守るため、消防ポンプ自

動車、防火水槽、可搬式小型動力ポンプ等の消防用施設の整備を図る。 

(２) 整備の水準 

 「消防力の整備指針」及び「消防水利の基準」に基づき消防ポンプ自動車、

100ｍ3耐震性貯水槽、60ｍ3耐震性貯水槽、40ｍ3級防火水槽、可搬式小型動力

ポンプ等を整備する。 

 特に建築物の密集地域には､耐震性貯水槽と移動が容易な可搬式小型動力ポ

ンプを重点的に整備する。 

(３) 事業総括表 

事  業  名 事業主体 事   業   概   要 概算事業費 

消防防災施設整備事業 市 町  
100ｍ3耐震性貯水槽、60ｍ3耐震性貯水槽、 

 ４０ｍ3級防火水槽   

消防防災設備整備事業 市 町  
消防ポンプ自動車、はしご車、可搬式小型動

力ポンプ 等 

百万円 

 

４９,２７５ 

計   ８,９６４施設 ４９,２７５ 

 

２ 通信施設の整備 

(１) 事業の目的 

 警戒宣言発令時及び地震発生時には、電話の輻輳、途絶が予想される。この

ため、防災関係機関からの情報収集及び伝達を円滑にするため必要な無線通信

施設を整備する。なお、市町事業については整備の促進を図る。 

(２) 整備の水準 

 市町から地域住民へ的確に情報を伝達するため、津波危険予想地域、山・崖

崩れ危険予想地域、市街地を優先して県下全域に無線通信網を整備する。 

 また、県､市町間の情報を正確かつ迅速に収集､伝達するために県防災行政無

線の整備拡充を図る。 
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１６０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３) 事業総括表 

略 

 
３２－２ 避難地・避難路の整備 
１ 避難地の整備 
(１) 事業の目的 
 広域避難地について、避難困難地区の解消、収容能力の増強等避難危険の解
消を図る。 
(２) 整備の水準 
 地震災害のおそれが高く、人口の集中した地域をかかえる９都市において、
避難距離２㎞以内に面積 10ha 以上（既存のオープンスペース等を含む。）の広
域避難地を確保することを目途に整備の促進を図る。 
(３) 事業総括表 

事  業  名 事業主体 事   業   概   要 概算事業費 

公 園 事 業 市 １６箇所 約６３．２ha 
  百万円 

２７，３８５ 

 

２ 避難路の整備 
(１) 事業の目的 
 幹線避難路を整備することにより、避難時間の短縮、避難有効幅員の拡大、
避難路の安全性の向上等避難の円滑化を図る。なお、市町村事業については、
整備の促進を図る。 
(２) 整備の水準 
 地震災害のおそれが高く、人口の集中した地域をかかえる 10 都市において、
広域避難地へ至る主要な避難路のうち､多数の住民の安全な避難を確保するた
め特に必要と認められる道路について､幅員 15ｍ以上に拡幅改良を行うととも
に、老朽橋の架け替えを行う。 
(３) 事業総括表 

事  業  名 事業主体 事  業  概  要 概算事業費 

県 ６箇所  延長約 １.４㎞ 
    百万円 

 ９，６７２ 

市 ２２箇所  延長約１２.８㎞ ３２，５８６ 街 路 事 業 

小 計 ２８箇所  延長約１４.２㎞ ４２，２５８ 

市 ４箇所 延長約 １.２㎞ ５，９４９ 

組 合 ２箇所 延長約 ０.９㎞ ９５１ 土地区画整理事業 

小 計 ６箇所 延長約 ２.１㎞ ６，９００ 

計  ３４箇所  延長約１６.３㎞ ４９，１５８ 

(３) 事業総括表 

略 

 
３２－２ 避難地・避難路の整備 
１ 避難地の整備 
(１) 事業の目的 
 広域避難地について、避難困難地区の解消、収容能力の増強等避難危険の解
消を図る。 

(２) 整備の水準 
 地震災害のおそれが高く、人口の集中した地域をかかえる８都市において、
避難距離２㎞以内に面積 10ha 以上（既存のオープンスペース等を含む。）の広
域避難地を確保することを目途に整備の促進を図る。 

(３) 事業総括表 

事  業  名 事業主体 事   業   概   要 概算事業費 

公 園 事 業 市 １４箇所 約５７,１ha 
   百万円 

２６,１９９ 

 

２ 避難路の整備 
(１) 事業の目的 
 幹線避難路を整備することにより、避難時間の短縮、避難有効幅員の拡大、
避難路の安全性の向上等避難の円滑化を図る。なお、市町事業については、整
備の促進を図る。 

(２) 整備の水準 
 地震災害のおそれが高く、人口の集中した地域をかかえる 10 都市において、
広域避難地へ至る主要な避難路のうち､多数の住民の安全な避難を確保するた
め特に必要と認められる道路について､幅員 15ｍ以上に拡幅改良を行うとと
もに、老朽橋の架け替えを行う。 

(３) 事業総括表 

事  業  名 事業主体 事  業  概  要 概算事業費 

県 ５箇所  延長約 １.４㎞ 
    百万円 

８,２７２ 

市 ２５箇所 延長約１３.１㎞ ３６,０６３ 街 路 事 業 

小 計 ３０箇所 延長約１４.５㎞ ４４,３３５ 

市 ４箇所 延長約 １.２㎞ ５，９４９ 

組 合 ２箇所 延長約 ０.９㎞ ９５１ 土地区画整理事業 

小 計 ６箇所 延長約 ２.１㎞ ６，９００ 

計  ３６箇所 延長約１６.５㎞ ５１,２３５ 
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１６１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３２－３ 緊急輸送路の整備 

１ 道路の整備 

(１) 略 

(２) 略 

(３) 事業総括表 
事  業  

名 
事業主体 事   業   概   要 概算事業費 

（改 築）   百万円 

道路改良事業 

(一般国道) 
県 約  ３９ 箇所 ７７，０５３ 

〃 

(県  道) 
〃 約  ３７ 箇所 ３１，５１３ 

特改一種事業 

(一般国道) 
〃 約  ２５ 箇所 １３，４０５ 

〃 

(県  道) 
〃 約  ２８ 箇所 ８，０５６ 

橋梁整備事業 

(一般国道) 
〃 約  ２３ 箇所 ５，２９５ 

〃 

(県  道) 
〃 約   ３ 箇所 ４，８９９ 

小  計  約 １５５ 箇所 １４０，２２１ 

（橋 梁）    

橋梁整備事業 

(一般国道) 
県 約   ３ 箇所 ３，６９４ 

〃 

(県  道) 
〃 約   ４ 箇所 ３，５４６ 

橋梁補修事業 

(一般国道) 
〃 約  ２２ 箇所 ５，３９７ 

〃 

(県  道) 
〃 約  １２ 箇所 １，０５３ 

小  計  約  ４１ 箇所 １３，６９０ 

（災害防除）    

災害防除事業 

(一般国道) 
県 約 ３６８ 箇所 ２０，０１８ 

〃 

( 県   道 ) 
〃 約 ３４０ 箇所 １０，８５７ 

小  計  約 ７０８ 箇所 ３０，８７６ 

計  約 ９０４ 箇所 １８４，７８７ 

３２－３ 緊急輸送路の整備 

１ 道路の整備 

(１) 略 

(２) 略 

(３) 事業総括表 

事  業  名 事業主体 事   業   概   要 概算事業費 

（改 築）   百万円 

道路改良事業 

(一般国道) 
県・市 約  ４１ 箇所 ８６,６９４ 

〃 

(県  道) 
県 約  ３７ 箇所 ３１,３６３ 

特改一種事業 

(一般国道)
〃 約  ３１ 箇所 1７,９２４ 

〃 

(県  道) 
〃 約  ２８ 箇所 ８,０５６ 

橋梁整備事業 

(一般国道) 
〃 約  ２３ 箇所 ５,６５７ 

〃 

(県  道) 
〃 約   ３ 箇所 ５,０４９ 

 小 計 約 １６３ 箇所 １５４,７４３ 

（橋 梁）    

橋梁整備事業 

(一般国道) 
県・市 約   ３ 箇所 ６,０７８ 

〃 

(県  道) 
県 約   ４ 箇所 ３,５４６ 

橋梁補修事業 

(一般国道) 
〃 約  ３２ 箇所 ７,１６５ 

〃 

(県  道) 
〃 約  １０ 箇所 ８１４ 

 小 計 約  ４９ 箇所 １７,６０３ 

（災害防除）    

災害防除事業 

(一般国道) 
県 約 ３８３ 箇所 ２０,３７３ 

〃 

(県  道) 
〃 約 ３２７ 箇所 １０,８５８ 

 小 計 約 ７１０ 箇所 ３１,２３１ 

計  約 ９２２ 箇所 ２０３,５７７ 
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１６２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 港湾施設の整備 

(１) 事業の目的 

 人員・緊急物資・復旧用資機材等の輸送の機能を確保するために、耐震強

化岸壁を整備し、発災後は海路による救援活動を積極的に行う。なお、市町

村事業については、整備の促進を図る。 

 

(２) 整備の水準 

 伊豆半島、東部、中部、西部の４地区に防災拠点港湾(熱海港、下田港、沼

津港、田子の浦港、清水港、御前崎港)及び防災港湾を配置し、緊急輸送路と

関連させて耐震強化岸壁等の整備を図る。 

(３) 事業総括表 

事 業 名 事業主体 事   業   概   要 概算事業費 

県 
 岸 壁 6 港 延長約 ８００ｍ 

 物揚場 3 港 延長約 ２９３ｍ 

百万円 

６，５２６ 港 湾 改 修 事 

業 
町  岸 壁 １港 延長約  ９０ｍ １９１ 

計 
  岸 壁 ７港 延長約 ８９０ｍ 

 物揚場 ３港 延長約 ２９３ｍ 
６，７１７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 漁港施設の整備 

略 

 

３２－４ コンビナート災害の防止 

略 

 

３２－５ 防災上重要な建物の整備 

１ 医療救護施設の整備 

(１) 略 

 

２ 港湾施設の整備 

(１) 事業の目的 

 人員・緊急物資・復旧用資機材等の輸送の機能を確保するために、耐震強化

岸壁を整備するとともに、臨港交通施設（橋梁）の耐震化を行い、発災後は海

路による救援活動を積極的に行う。なお、市町事業については、整備の促進を

図る。 

(２) 整備の水準 

 伊豆半島、東部、中部、西部の４地区に防災拠点港湾(熱海港、下田港、沼

津港、田子の浦港、清水港、御前崎港)及び防災港湾を配置し、緊急輸送路と

関連させて耐震強化岸壁等及び臨港交通施設（橋梁）の整備を図る。 

(３) 事業総括表 

事 業 名 事業主体 事   業   概   要 概算事業費 

(係留施設) 
  

 

百万円 

 

県 
岸 壁 ６港延長約 ７８５ｍ 

 物揚場 ３港延長約 ２９３ｍ 
５,９０１ 

町  岸 壁 １港延長約  ９０ｍ １９１ 

小 計 
岸 壁 ７港延長約 ８７５ｍ 

物揚場 ３港延長約 ２９３ｍ 
６,０９２ 

(臨港交通施設)   

港 湾 改 修 

事 業 

県 橋梁２港(４橋)延長約 ３０４ｍ １,２６４ 

計 
 

 ７,３５６ 

 

３ 漁港施設の整備 

略 

 

３２－４ コンビナート災害の防止 

略 

 

３２－５ 防災上重要な建物の整備 

１ 医療救護施設の整備 

(１) 略 
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１６３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３２－５ 防災上重要な建物の整備 

１ 医療救護施設の整備 

(２)  略 

(３) 事業総括表 

事  業  名 事業主体 事   業   概   要 概算事業費 

県  約 ２箇所 延床面積 ７，６８０ ㎡ 
百万円 

１，５８０ 

市  町  約１３箇所 延床面積３４，２４０ ㎡ ７，４８４ 
病院施設緊急整備事業 

（非 木 造 改 築） 

公的 

医療機関 
 約 ５箇所 延床面積２０，１６８ ㎡ ３，９３３ 

計   約２０箇所 延床面積６２，０８８ ㎡ １２，９７７ 

 

２ 社会福祉施設の整備 

(１) 略 

(２) 略 

(３) 事業総括表 

事  業  名 事業主体 事   業   概   要 概算事業費 

県  約   １箇所 300 ㎡ 
百万円 

４２ 

市  町  約  ７５箇所 定員約 ６，５５５人 ７，７５３ 
社会福祉施設整備事業 

（木 造 改 築） 

社会福祉法人  約  ２６箇所  〃  ２，１８５人 １，６１０ 

小    計   約 １０４箇所  〃  ８，９８０人 １０，８６６ 

県  約   ２箇所  〃    １７４人 ２，１２９ 

市  町  約  １２箇所  〃    ６８４人 ３，７０８ 
社会福祉施設整備事業 

（非 木 造 改 築） 

社会福祉法人  約  ２０箇所  〃  １，７４０人 ６，７１１ 

小    計   約  ３４箇所  〃  ２，５９８人 １２，５４８ 

県  約   ３箇所  〃    ２９０人 １７６ 

市  町  約   ７箇所  〃    ９２０人 ８４ 
社会福祉施設整備事業 

（非 木 造 補 強） 

社会福祉法人  約  １３箇所  〃  １，１３０人 ５７４ 

小    計   約  ２３箇所  〃  ２，３４０人 ８３４ 

計   約 １６１箇所  〃１３，９１８人 ２４，２４８ 

 

３２－５ 防災上重要な建物の整備 

１ 医療救護施設の整備 

(２)  略 

(３) 事業総括表 

事  業  名 
事業主

体
事   業   概   要 概算事業費 

県  約 ２箇所 延床面積  ７，６７９ ㎡ 
百万円 

１，５７５ 

市町＋一部

事務組合 
 約１３箇所 延床面積 ３４，２４０ ㎡ ７，４８４ 

病院施設緊急整備事業 

（非 木 造 改 築） 

公的病院  約 ５箇所 延床面積 ２０，１６８ ㎡ ３，９３２ 

計   約２０箇所 延床面積 ６２，０８８ ㎡ １２，９９１ 

 

２ 社会福祉施設の整備 

(１) 略 

(２) 略 

(３) 事業総括表 

事  業  名 事業主体 事   業   概   要 概算事業費 

県 約   １箇所 ３００㎡ 
百万円 

４２ 

市  町 約  ７５箇所 定員約 ６，５５５人 ７，５３９ 

社会福祉法人 約  ２６箇所  〃  ２，１８５人 ２,７４１ 

社会福祉施設整備事業 

（木 造 改 築） 

小 計 約 １０２箇所  〃  ８，７４０人 １０,３２２ 

県 約   ２箇所  〃    １７４人 ２，１２９ 

市  町 約  １０箇所  〃    ５６４人 ３，４８８ 

社会福祉法人 約  ２５箇所  〃  １，７９０人 １０,１１７ 

社会福祉施設整備事業 

（非 木 造 改 築） 

小 計 約  ３７箇所  〃  ２，５２８人 1５,７３４ 

県 約   ３箇所  〃    ２９０人 １７６ 

市  町 約   ７箇所  〃    ９００人 １,４２９ 

社会福祉法人 約  １４箇所  〃  １，１８０人 ６１１ 

社会福祉施設整備事業 

（非 木 造 補 強） 

小 計 約  ２４箇所  〃  ２，３７０人 ２,２１６ 

計  約 １６３箇所  〃 １３，６３８人 ２８,２７２ 
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３ 学校施設の整備 

(１) 略 

(２) 略 

(３) 事業総括表 

事  業  名 事業主体 事   業   概   要 概算事業費 

公立小・中学校危険建物 

改築事業（木造改築） 
約 ３１０校 改築面積約   ３２６，７６３㎡ 

百万円

４１，０４７

公立小・中学校危険建物 

改築事業（非木造改築） 
約 ４３８校 改築面積約   ５８７,５６５㎡ 1０２,３８７

公立小・中学校危険建物 

改築事業（非木造補強） 

市町村 

約 ４４０校 補強面積約 1,１０２,０４５㎡ ３４，５４０

計  約１,１８８校 延面積約約２，０１６,３７３㎡ １７７,９７４

 

３２－６ 災害の防止事業 

１ 山崩れ、地すべり等の防止 

(１) 略 

(２) 略 

(３) 事業総括表 

事  業  名 事業主体 事   業   概   要 概算事業費 

通 常 砂 防 事 業 県      ８０  箇  所 
百万円 

１１，９０４ 

予 防 治 山 事 業 〃     ４６６  箇  所 ９，６６６ 

復 旧 治 山 事 業 〃   １，０６９  箇  所 ３１，４１１ 

地 す べ り 対 策 事 業  （小計）   １２６  箇  所 ３４，６４１ 

（農林水産省） 県      ５２  箇  所 １３，０７３ 

（林 野 庁     ） 〃      ３２  箇  所 ４，５４３ 

（国土交通省） 〃      ４２  箇  所 １７，０２５ 

急傾斜地崩壊対策事業 〃     ５０７  箇  所 ８１，４５８ 

県営ため池整備事業 〃      ２０  箇  所 ２，６６６ 

団体営ため池整備事業 市 町 村          ７８  箇  所 ２，８５７ 

計    ２，３４６  箇  所 １７４，６０３ 

 

 

３ 学校施設の整備 

(１) 略 

(２) 略 

(３) 事業総括表 

事  業  名 事業主体 事   業   概   要 概算事業費 

公立小・中学校危険建物

改築事業（木造改築）
約 ３１０校 改築面積約   ３２６,７６３㎡ 

百万円 

４１,０４７ 

公立小・中学校危険建物

改築事業（非木造改築）
約 ６３６校 改築面積約   ７５０,２６９㎡ 1２４,６８９ 

公立小・中学校危険建物

改築事業（非木造補強）

市 町 

約 ８４３校 補強面積約 1,７８０,４１２㎡ ６４,１９２ 

計  約１,７８９校 延面積約約２，８５７,４４４㎡ ２２９,９２８ 

 

３２－６ 災害の防止事業 

１ 山崩れ、地すべり等の防止 

(１) 略 

(２) 略 

(３) 事業総括表 

事  業  名 事業主体 事   業   概   要 概算事業費 

通 常 砂 防 事 業 県 ７９  箇  所 
百万円 

1２,７７７ 

予 防 治 山 事 業 〃 ５７４  箇  所 １２,７４７ 

復 旧 治 山 事 業 〃 １,２９４  箇  所 ３９,４２９ 

地 す べ り 対 策 事 業 （小 計） １５９  箇  所 ３９,１６４ 

（農林水産省） 県 ５９  箇  所 １４,２８６ 

（林 野 庁     ） 〃 ４０  箇  所 ５,５４３ 

（国土交通省） 〃 ６０  箇  所 １９,３３５ 

急傾斜地崩壊対策事業 〃 ６３０  箇  所 ９６,１２８ 

県営ため池整備事業 〃 ２０  箇  所 ２,６６６ 

団体営ため池整備事業 市 町 ７８  箇  所 ２,８５７ 

計  ２,８３４  箇  所 ２０５,７６８ 
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２ 津波による災害の防止 

(１) 略 

(２) 略 

(３) 事業総括表 

事  業  名 事業主体 事   業   概   要 概算事業費 

中小河川改修事業等 県  ２河川 
百万円 

７，８７２ 

総 合 治 水 事 業 〃  １河川 ３００ 

耐震対策河川事業 〃 １２河川 ２６，１０２ 

漁港海岸保全事業 〃  ３海岸 堤防護岸 延長約 ４，２９５ｍ ４，８８０ 

〃 町村  ９海岸          ４，７５５ｍ ６，２５５ 

港湾海岸改修事業 県 １１海岸         １４，７６８ｍ １４，４７０ 

海岸高潮対策事業 〃  ６海岸          ８，１２９ｍ ６，８７０ 

計   ６６，７４９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 津波による災害の防止 

(１) 略 

(２) 略 

(３) 事業総括表 

事  業  名 事業主体 事   業   概   要 概算事業費 

中小河川改修事業等 県   ２河川 
百万円 

７，８７２ 

総 合 治 水 事 業 〃   １河川 ３００ 

耐震対策河川事業 〃  １０河川 ２４,８２３ 

漁港海岸保全事業 〃   ３海岸 堤防護岸 延長約 ４,２９５ｍ ６,１８１ 

〃 市 町   ９海岸          ４,２５５ｍ ７,３９９ 

港湾海岸改修事業 県  １１海岸          1５,７１１ｍ １７,７９８ 

海岸高潮対策事業 〃   ６海岸          ８,１２９ｍ ７,２１６ 

計   ７１,５８９ 
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地 震 対 策 緊 急 整 備 事 業 費 総 括 表 

（単位：百万円） 

事 業 主 体 別 内 容 
事 業 名        区   分 承認計画事業費

県 市 町 村 そ の 他 

避 難 地 整 備  ２７，３８５  ２７，３８５  

避 難 路 整 備  ４９，１５８ ９，６７２ ３８，５３５ ９５１ 

消防用施設整備  ４５，６２９  ４５，６２９  

防 災      ３０，８７６ ３０，８７６   

改  良  等      １５３，９１

１
１５３，９１１   緊急輸送路整備 

港湾・漁港      ８，４４１ ７，９９３ ４４８  

通信施設整備  ５，４２４ １，１３４ ４，２９０  

緩衝緑地整備      

病 院 整 備 非木造・改      １２，９９７ １，５８０ ７，４８４ ３，９３３ 

木 造 ・ 改      １０，８６６ ４２ ７，７５３ ３，０７１ 

非木造・改      １２，５４８ ２，１２９ ３，７０８ ６，７１１ 福祉施設整備 

非木造・補      ８３４ １７６ ８４ ５７４ 

木 造 ・ 改      ４１，０４７  ４１，０４

７
 

非木造・改      １０２，３８７  １０２，３８７  学校設備(小･中) 

非木造・補      ３４，５４０  ３４，５４０  

中 小 河 川      ３４，２７４ ３４，２７４   
津 波 対 策 

海 岸 等 ３２，４７５ ２６，２２０ ６，２５５  

建   設 １１０，３８７ １１０，３８７   

林 野 等 ４５，６２０ ４５，６２０   山崩れ等防止 

農 地 等 １８，５９６ １５，７３９ ２，８５７  

合      計 ７７７，３９５ ４３９，７５３ ３２２，４０２ １５，２４０ 

 

 注 この表は、平成１３年３月３０日、内閣総理大臣の変更承認を得た地震対

策緊急整備事業計画である。 

 

地 震 対 策 緊 急 整 備 事 業 費 総 括 表 

（単位：百万円） 

事 業 主 体 別 内 容  区   分

事 業 名 
承認計画事業費 

県 市 町 そ の 他 

避 難 地 整 備  ２６,１９９  ２６,１９９  

避 難 路 整 備  ５１,２３５ ８,２７２ ４２,０１２ ９５１ 

消防用施設整備  ４９,２７５  ４９,２７５  

防 災      ３１,２３１ ３１,２３１   

改  良  等      １７２,３４６ １６８,９５２ ３,３９４  緊急輸送路整備 

港湾・漁港      ９,０８０ ８,６３２ ４４８  

通 信 施 設 整 備  ５,４２４ １,１３４ ４,２９０  

緩 衝 緑 地 整 備      

病 院 整 備 非木造・改      １２,９９１ １,５７５ ７,４８４ ３,９３２ 

木 造 ・ 改      １０,３２２ ４２ ７,５３９ ２,７４１ 

非木造・改      １５,７３４ ２,１２９ ３,４８８ １０,１１７ 福 祉 施 設 整 備 

非木造・補      ２,２１６ １７６ １,４２９ ６１１ 

木 造 ・ 改      ４１,０４７  ４１,０４７  

非木造・改      １２４,６８９  １２４,６８９  学校設備(小･中) 

非木造・補      ６４,１９２  ６４,１９２  

中 小 河 川      ３２,９９５ ３２,９９５   
津 波 対 策 

海 岸 等 ３８,５９４ ３１,１９５ ７,３９９  

建   設 １２８,２４０ １２８,２４０   

林 野 等 ５７,７１９ ５７,７１９   山 崩 れ 等 防 止 

農 地 等 １９,８０９ １６,９５２ ２,８５７  

合      計 ８９３,３３８ ４８９,２４４ ３８５,７４２ １８,３５２ 

 

注 この表は、平成１８年３月３０日、内閣総理大臣の変更承認を得た地震対策

緊急整備事業計画である。 
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１６７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１６９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１６９ 

 

 

 

 

 

 

１７４ 

第３編 地震防災施設緊急整備計画 

 

第３章 地震防災緊急事業五箇年計画 

略 

３３－２ 地域の防災構造化 

略 

４ 電線共同溝の整備 

略 

(2) 整備の水準 

整備中の電線共同溝事業について完了する。 

 

 

３３－３ 緊急輸送路の整備 

１ 道路の整備 

(1) 事業の目的 

知事の指定する１次、２次、３次緊急輸送道路について、地震災害時に人員・

物資の輸送に支障のないように整備を図る。 

(２) 整備の水準 

知事の指定する１次、２次、３次緊急輸送道路のうち、地震による被害が予

想され、緊急に対策を必要とする箇所の改良を行う。また、多数の避難生活者

が予想される市街地、緊急輸送漁港に関連する農道の整備を図る。 

 

４ 電線共同溝の整備 

略 

(３) 事業総括表 

事業名 事業主体 事 業 概 要 概算事業費 

道路事業 県 電線共同溝 10箇所 5,805ｍ 4,980百万円 

 

 

地震防災緊急事業五箇年計画事業費総括表 

（表中）電線共同溝 道路 県 4,980 

 

 

第３編 地震防災施設緊急整備計画 

 

第３章 地震防災緊急事業五箇年計画 

略 

３３－２ 地域の防災構造化 

略 

４ 電線共同溝の整備 

略 

(2) 整備の水準 

市街地の幹線道路を中心に、静岡県無電柱化推進計画に基づき電線共同溝の整

備を進める。 

 

３３－３ 緊急輸送路の整備 

１ 道路の整備 

(1) 事業の目的 

知事の指定する１次、２次、３次緊急輸送路について、地震災害時に人員・

物資の輸送に支障のないように整備を図る。 

(２) 整備の水準 

知事の指定する１次、２次、３次緊急輸送路のうち、地震による被害が予想

され、緊急に対策を必要とする箇所の改良を行う。また、多数の避難生活者が

予想される市街地、緊急輸送漁港に関連する農道の整備を図る。 

 

４ 電線共同溝の整備 

略 

(３) 事業総括表 

事業名 事業主体 事 業 概 要 概算事業費 

県 電線共同溝 9箇所 5,565ｍ 4,770百万円 
道路事業 

市 電線共同溝 1箇所  240ｍ 210 

 

地震防災緊急事業五箇年計画事業費総括表 

（表中）電線共同溝 道路 県 4,770  市町 210 
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１７５ 

 

 

 

 

 

 

１７６ 

 

 

 

 

 

 

１７７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１７８ 

 

 

 

 

第４編 地震防災応急対策 

 

第１章 防災関係機関の活動 

略 

計画の内容 

４１－１ 県 

略 

【警戒宣言発令時】 

略 

２ 職員動員及び配備 

(1) 職員の動員及び配備は、地震災害警戒本部等運営要領及び地震防災応急

（災害）対策要員指名要領の定めるところによる。 

略 

 

４１－２ 市町村 

【注意情報発表時時】 

３ 消防、水防機関の措置 

(1) 消防本部（消防本部を設置していない場合の消防団本部を含む。）は、職

員の参集、情報収集・伝達、消火・救助活動体制の準備、出火防止のための

広報等 

略 

 

２ 所掌事務 

略 

(2) 消防、水防機関は、特に次の事項を実施する。 

ア 消防本部（消防本部を設置していない場合の消防団本部を含む。）は、

市町村警戒本部､防災関係機関と緊密な連携をとり次の措置を講ずる。 

略 

 

４１－３ 防災関係機関 

略 

【警戒宣言発令時】 

１ 指定地方行政機関 

略 

第４編 地震防災応急対策 

 

第１章 防災関係機関の活動 

略 

計画の内容 

４１－１ 県 

略 

【警戒宣言発令時】 

略 

２ 職員動員及び配備 

(1) 職員の動員及び配備は、地震災害警戒本部等運営要領及び地震防災応急対

策要員及び災害対策要員指名要領の定めるところによる。 

略 

４１－２ 市町村 

【注意情報発表時時】 

３ 消防、水防機関の措置 

(1) 消防本部は、職員の参集、情報収集・伝達、消火・救助活動体制の準備、

出火防止のための広報等 

略 

 

 

２ 所掌事務 

略 

(2) 消防、水防機関は、特に次の事項を実施する。 

ア 消防本部は、市町警戒本部､防災関係機関と緊密な連携をとり次の措置

を講ずる。 

略  

 

 

４１－３ 防災関係機関 

略 

【警戒宣言発令時】 

１ 指定地方行政機関 

略 
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１７８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１７９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) 経済産業省関東経済産業局 

略 

ウ 危険物等の保安の確保 

(9) 経済産業省中部経済産業局 

 電気、ガスの保安の確保 

 

 

 

 

 

 

(10) 国土交通省関東地方整備局、国土交通省中部地方整備局 

ア 施設対策等 

略 

(ｳ) 営繕施設対策等 

(ｴ) 電気通信施設等対策等 

(11) 略 

(12) 略 

(13) 略 

(14) 第三管区海上保安本部 

略 

イ 管内各港における船舶の入港制限 

略 

 

２ 指定公共機関 

略 

(4) 日本銀行 

ア 金融機関の手許現金保有状況の把握 

イ 金融機関相互間における現金融通のあっせんないしは、予め寄託した銀行

券の活用 

ウ 金融機関窓口業務等の運営についての要請 

 

略 

(7) 日本道路公団 

(8) 経済産業省関東経済産業局 

略 

 （削除） 

(9) 経済産業省中部経済産業局 

 電気、ガスの供給確保指導 

(10) 関東東北産業保安監督部 

ア 火薬類、高圧ガス、液化石油ガス、電気、ガスなど危険物等の保安確保 

イ 鉱山における復旧、復興対策に関する措置 

(11) 中部近畿産業保安監督部 

 電気、ガスの保安の確保 

(12) 国土交通省関東地方整備局、国土交通省中部地方整備局 

ア 施設対策等 

略 

(ｳ) 港湾施設対策等 

(ｴ) 営繕施設対策等 

(ｵ) 電気通信施設等対策等 

(13) 略 

(14) 略 

(15) 略 

(16) 第三管区海上保安本部 

略  

イ 港内における船舶交通の制限、禁止 

略 

 

２ 指定公共機関 

略 

(4) 日本銀行 

ア 東海地震予知情報等の伝達、避難誘導 

イ 通貨の円滑な供給の確保 

 

ウ 金融機関の業務運営に係る措置 

エ 地震防災応急対策に関する広報 

略 

(7) 中日本高速道路株式会社 
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１８０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１８８ 

 

１８９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１９０ 

 

 

 

 

 

略 

(11)東京電力株式会社、中部電力株式会社 

ア 支店及び発電所等に地震災害警戒本部（非常災害対策本部）の設置 

略 

カ 工具、車両、発電機車、変圧器車並びに食料等を整備確認して応急出勤に

備えるとともに、手持資機材の数量の確認及び緊急確保 

略 

３ 指定地方公共機関 

略 

(3) 社団法人静岡県プロパンガス協会 

略 

 

第７章  避難活動 

略 

５ 避難状況の報告 

(1) 市町村は、自主防災組織及び避難地の施設管理者等から直接に、又は所轄

警察署を通じて次に掲げる避難状況の報告を求める。 

略 

４７－２ 避難地の設置及び避難生活 

略 

２ 避難地の設置及び避難生活 

略 

(4)避難地の運営 

略 

ウ 避難地の運営に当たっては、災害時要援護者及びプライバシーに配慮する

ものとする。 

 

 

第８章  社会秩序を維持する活動 

略 

１ 予想される混乱 

略 

(3) 電話のふくそう 

２ 県の実施事項 

略 

(11)東京電力株式会社、中部電力株式会社 

ア 支店及び各事業場等に地震災害警戒本部（非常災害対策本部）の設置 

略 

カ 工具、車両、発電機車、変圧器車並びに食料等を整備確認して緊急出動に

備えるとともに、手持資機材の数量の確認及び緊急確保 

略 

３ 指定地方公共機関 

略 

(3) 社団法人静岡県エルピーガス協会 

略 

 

第７章  避難活動 

略 

５ 避難状況の報告 

(1) 市町村は、自主防災組織及び避難地の施設管理者等から直接に、又は当該

市町の区域にある警察署を通じて次に掲げる避難状況の報告を求める。 

略 

４７－２ 避難地の設置及び避難生活 

略 

２ 避難地の設置及び避難生活 

略 

(4)避難地の運営 

略 

ウ 避難地の運営に当たっては、災害時要援護者、男女のニーズの違い等男女

双方の視点、プライバシーの確保等に配慮するものとする。 

 

 

第８章  社会秩序を維持する活動 

略 

１ 予想される混乱 

略 

(3) 電話の輻輳 

２ 県の実施事項 
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１９０ 

 

 

 

 

 

１９１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１９２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

略 

(2) 略 

ア 警戒区域、避難地等に対しては、警ら活動を強化するとともに、無線自動

車の効果的運用を図り、混乱防止、犯罪の予防取締りを行う。 

なお、必要により臨時派出所を設置して防犯活動を行う。 

略 

 

第９章 交通の確保活動 

略 

計画の内容 

４９－１ 陸上交通の確保対策 

略 

２ 交通規制の方針 

略 

【警戒宣言発令時】 

略 

(2) 避難路及び緊急輸送路については、優先的にその機能の確保を図るため、

原則として一般車両の通行を禁止又は制限する。その他防災上重要な道路につ

いても必要な交通規制を行う。 

略 

３ 交通規制計画 

 県公安委員会は警戒宣言が発せられた場合、大規模地震対策特別措置法第

24 条の規定に基づき次の交通規制を実施し、避難路及び緊急輸送路を確保す

る。 

略 

(3) 東名高速道路の流入制限 

 東名高速道路の各インターチェンジにおいては、緊急輸送車両以外の流入を

禁止する。 

略 

(5) 緊急輸送路等を確保するための措置 

ア 緊急輸送路については、各流入部において緊急輸送車両又はルート内に起

終点を有する車両以外（軽車両を除く。）の通行を禁止する。 

略 

 

略 

(2)略 

ア 警戒区域、避難地等に対しては、警ら活動を強化するとともに、無線自動

車の効果的運用を図り、混乱防止、犯罪の予防取締りを行う。 

 なお、必要により臨時交番を設置して防犯活動を行う。 

略 

 

第９章 交通の確保活動 

略 

計画の内容 

４９－１ 陸上交通の確保対策 

略 

２ 交通規制の方針 

略 

【警戒宣言発令時】 

略 

(2) 避難路及び緊急交通路については、優先的にその機能の確保を図るため、

原則として一般車両の通行を禁止又は制限する。その他防災上重要な道路につ

いても必要な交通規制を行う。 

略 

３ 交通規制計画 

 県公安委員会は警戒宣言が発せられた場合、大規模地震対策特別措置法第

24 条の規定に基づき次の交通規制を実施し、避難路及び緊急交通路を確保す

る。 

略 

(3) 東名高速道路の流入制限 

 東名高速道路の各インターチェンジにおいては、緊急輸送車両以外の流入を

制限する。 

略 

(5) 緊急交通路等を確保するための措置 

ア 緊急交通路については、各流入部において緊急輸送車両又はルート内に起

終点を有する車両以外（軽車両を除く。）の通行を禁止する。 

略 
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１９２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１９３ 

 

 

 

 

１９４ 

 

 

 

 

１９５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１９５ 

 

４９－２ 海上交通の確保対策 

略 

【警戒宣言発令時】 

１ 海上、港湾及び港則法の適用をうける漁港 

略 

(1) 港及び沿岸付近にある船舶に対し、港外又は沖合等安全な海域への避難を

勧告するとともに、必要に応じて、入港を制限し、又は港内停泊中の船舶に対

して、移動を命ずる等の規制を行う。 

略 

 

第10章 地域への救援活動 

計画の内容 

略 

【警戒宣言発令時】 

略 

４１０－３ 医療救護、防疫・保健衛生活動及び廃棄物処理 

略 

１ 医療救護活動 

 

略 

２ 防疫及び保健衛生活動 

 

 

(1) 市町村 

 防疫のための資機材及び仮設便所の資機材を準備する。 

 

(2) 自主防災組織 

 自主防災組織の防疫のための班を中心として、防疫用資機材の点検及び仮設

便所の設置の準備を行う。 

 

 

３ 廃棄物処理 

３－２ 廃棄物（生活系）・がれき・残骸物処理 

(1) 県 

４９－２ 海上交通の確保対策 

略 

【警戒宣言発令時】 

１ 海上、港湾及び港則法の適用をうける漁港 

略 

(1) 港及び沿岸付近にある船舶に対し、港外又は沖合等安全な海域への避難を

勧告するとともに、必要に応じて、入港を制限し、又は港内停泊中の船舶に対

して、移動を命ずる等、船舶交通の制限を行う。 

略 

 

第10章 地域への救援活動 

計画作成の主旨 

略 

【警戒宣言発令時】 

略 

４１０－３ 医療救護、防疫・保健衛生活動及び廃棄物処理 

略 

１ 医療救護活動 

 県及び市町は、東海地震注意情報発表時に引き続き、次の活動を行う。 

略 

２ 防疫及び保健衛生活動 

(1) 県 

 国等に対して、健康支援活動の応援の準備を要請する。 

(2) 市町 

ア 防疫のための資機材及び仮設便所の資機材を準備する。 

イ 避難所生活等での健康支援活動に対応するための準備をする。 

(3) 自主防災組織 

 自主防災組織の防疫のための班を中心として、防疫用資機材の点検及び仮設

便所の設置の準備を行う。 

 

 

３ 廃棄物処理 

３－２ 廃棄物（生活系）・がれき・残骸物処理 

(1) 県 
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１９６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１９８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

略 

ウ 保健所は、市町村に対して応急対策を徹底し、地震発生後は、速やかにゴ

ミ処理施設の被害状況及びがれき・残骸物の発生見込みを保健所に連絡するよ

う指示する。 

 

第11章 県有施設設備の防災措置 

略 

計画の内容 

１ 無線通信施設等 

略 

(２) 充電式携帯無線については､完全充電を行い､その他の携帯無線機及び受

信機用の乾電池を確保する。 

 

略 

２ 公共施設等 

略 

【警戒宣言発令時】 

(4) 道路 

ア 車両の走行自粛の呼びかけ及び地震予知情報等の広報をパトロールカー、

道路情報表示装置等により道路利用者に対し行う。 

イ 緊急輸送路及び幹線避難路において県公安委員会が実施する交通規制に

協力する。 

略 

エ 道路パトロールに努めるとともに、災害発生時における道路状況の把握を

迅速に行える体制を整える。 

略 

 

 

 

 

 

 

 

 

略 

ウ 保健所は、市町村に対して応急対策を徹底し、地震発生後は、速やかにご

み処理施設の被害状況及びがれき・残骸物の発生見込みを保健所に連絡するよ

う指示する。 

 

第11章 県有施設設備の防災措置 

略 

計画の内容 

１ 無線通信施設等 

略 

(２) 充電式携帯無線については､完全充電を行い､その他の携帯無線機の乾電

池を確保する。 

 

略 

２ 公共施設等 

略 

【警戒宣言発令時】 

(4) 道路 

ア 車両の走行自粛の呼びかけ及び東海地震予知情報等の広報を、道路情報表

示装置等により道路利用者に対し行う。 

イ 緊急交通路及び幹線避難路において県公安委員会が実施する交通規制に

協力する。 

略 

エ 地震発生時における道路状況の把握を迅速に行える体制を整える。 

略 
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１９８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２００ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第12章 防災関係機関等の講ずる生活及び安全確保等の措置 

略 

計画の内容 

【注意情報発表時】 

略 

７ 鉄道 

(1) 旅客列車は平常どおり運行を継続するが、長距離夜行列車及び貨物列車は

強化地域内へ進入しない。 

(2) 旅客に対して注意情報の発表を周知するとともに、不要不急の旅行・出張

等の自粛を広報する。また、警戒宣言発令後の列車の運転規制等の地震防災応

急対策の内容についても周知する。 

(3) 警戒宣言発令時の地震防災応急対策を円滑に実施するため、滞留旅客の避

難方法の確認、食料・飲料水の備蓄状況の確認などの準備的措置を実施する。

 

 

略 

【警戒宣言発令時】 

略 

２ 電力（東京電力株式会社、中部電力株式会社） 

略 

(２) 地震発生に対する備え、需要家のとるべき具体的措置の広報、電力施設

の特別巡視等の災害予防措置、資機材の確保措置等を行う。 

略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第12章 防災関係機関等の講ずる生活及び安全確保等の措置 

略 

計画の内容 

【東海地震注意情報発表時】 

略 

７ 鉄道 

ア 列車の運転規制等 

(ｱ) 旅客列車については、運行を継続する。但し、長距離夜行列車については、

強化地域への進入を禁止する。 

(ｲ) 貨物列車については、強化地域への進入を禁止する。 

イ 旅客等に対する対応 

東海地震注意情報が発表されたとき及び政府から準備行動等を行う旨の公表

があったときには、旅客等に対しその内容を伝達するとともに、列車の運転状

況、警戒宣言が発令された場合の列車の運転の計画を案内する。 

 

略 

【警戒宣言発令時】 

略 

２ 電力（東京電力株式会社、中部電力株式会社） 

略 

(２) 地震発生に対する備え、需要家のとるべき具体的措置の広報、電力施設

の特別巡視等の災害予防措置、資機材の確保等の措置を行う。 

略 
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２０１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 鉄道 

（指定公共機関である鉄道） 

(1) 列車の運転規制等 

ア 強化地域内へ向かう列車については、新幹線は、新横浜、名古屋の各駅、

東海道本線は藤沢、尾張一宮の各駅において、強化地域への進入を禁止する。

イ 強化地域内を運転中の列車は、最寄りの駅等まで安全な速度で運転し、停

車する。ただし、新幹線は、名古屋・新大阪間で運行を継続する。 

また、新幹線については熱海、東海道本線については吉原、由比、清水、焼

津、金谷、舞阪、弁天島、新居町の各駅では列車を停車させない。 

 

 

 

 

 

 

(2) 旅客の避難、救護 

ア 放送及び掲示等により警戒宣言の発令及び地震予知情報の内容を伝達し、

係員の指示に従うよう案内する。この場合、自己の責任で行動を希望する旅客

以外の旅客については、市町村の定める避難地へ誘導する。 

イ 避難地の運営は、市町村と連携して行う。 

また、避難旅客のための物資及び食糧等を準備し、市町村と連携して避難旅

客に提供する。 

ウ 避難旅客に対し、列車の運行状況等の情報を提供する。 

エ 避難旅客に病人が発生した場合は、病院等へ移送することとし、市町村と

連携して対応する。 

 

略 

 

７ 鉄道 

（指定公共機関である鉄道） 

(1) 列車の運転規制等 

ア 新幹線 

(ｱ) 想定震度が６弱以上の地域への進入を禁止する。 

(ｲ) 想定震度が６弱以上の地域内を運行中の列車は、最寄りの駅まで安全な速

度で運転して停車する。 

(ｳ) 想定震度が６弱未満の地域において、名古屋・新大阪駅間については運行

を継続する。この場合、強化地域内については、安全な速度で運転する。 

イ 在来線 

(ｱ) 強化地域への進入を禁止する。 

(ｲ) 強化地域内を運行中の列車は最寄りの安全な駅その他の場所まで安全な

速度で運転して停車する。 

(ｳ) 強化地域外においては、折返し設備等を勘案し区間を定め、必要に応じ速

度を制限して運行を継続する。 

(2) 旅客等に対する対応 

ア 警戒宣言が発せられたときには、その情報を伝達するとともに、予め定め

た方法及び内容により列車の運転状況について案内する。 

イ 滞留旅客が発生した場合は、自らの判断において行動する者を除き、関係

地方自治体の定める避難地へ避難させる等必要な措置をとる。 

 

略 
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２０９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

２１０ 

 

 

 

２１１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５編 災害応急対策 

 

第１章 防災関係機関の活動 

計画の内容 

５１－１ 県 

略 

２ 職員動員及び配備 

(1) 職員の動員及び配備は、災害対策本部運営要領及び地震防災応急（災害）

対策要員指名要領の定めるとことによる。 

略 

 

５１－３ 防災関係機関 

略 

１ 指定地方行政機関 

略 

(3) 財務省東海財務局 

ア 被災者の資金需要状況等に応じ、適当と認められる機関又は団体との緊密

な連携をとりつつ、民間金融機関、保険会社及び証券会社に対して、災害関係

の融資、預貯金の払戻し及び中途解約、手形交換、休日営業等、保険金の支払

い及び保険料の支払猶予、営業停止等における対応等の業務に対して適時的確

な措置を講ずるよう要請 

略 

(5) 厚生労働省静岡労働局 

略 

ウ 被災事業所用救急薬品の確保等援助措置 

略 

(13) 国土交通省関東地方整備局、国土交通省中部地方整備局 

 管轄する河川、道路について管理を行うほか次の事項を行うよう努める。 

 

ア 施設対策等 

(ｱ) 河川管理施設等の対策等 

(ｲ) 道路施設対策等 

 

(ｳ) 営繕施設対策等 

第５編 災害応急対策 

 

第１章 防災関係機関の活動 

計画の内容 

５１－１ 県 

略 

２ 職員動員及び配備 

(1) 職員の動員及び配備は、災害対策本部運営要領及び地震防災応急対策要員

及び災害対策要員指名要領の定めるとことによる。 

略 

 

５１－３ 防災関係機関 

略 

１ 指定地方行政機関 

略 

(3) 財務省東海財務局 

ア 被災者の資金需要状況等に応じ、適当と認められる機関又は団体との緊密

な連絡をとりつつ、民間金融機関、保険会社及び証券会社に対して、災害関係

の融資、預貯金の払戻し及び中途解約、手形交換、休日営業等、保険金の支払

い及び保険料の支払猶予、営業停止等における対応等の業務に対して適時的確

な措置を講ずるよう要請 

略 

(5) 厚生労働省静岡労働局 

略 

（削除） 

略 

(13) 国土交通省関東地方整備局、国土交通省中部地方整備局 

 管轄する河川、道路、港湾について管理を行うほか次の事項を行うよう努め

る。 

ア 施設対策等 

(ｱ) 河川管理施設等の対策等 

(ｲ) 道路施設対策等 

(ｳ) 港湾施設対策等 

(ｴ) 営繕施設対策等 
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２１１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２１２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２１３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｴ) 電気通信施設対策等 

略 

(14) 国土交通省中部地方整備局（旧第五港湾建設局） 

ア 港湾・海岸保全施設等の被災に対する総合的な応急対策並びに応急復旧に

関する計画・指導及び事業実施 

イ 海上の流出油災害に対する防除等の措置 

(15) 国土交通省中部運輸局 

(16) 国土交通省東京航空局東京空港事務所 

(17) 東京管区気象台（静岡地方気象台） 

(18) 第三管区海上保安本部 

 

２ 指定公共機関 

略 

(４) 日本銀行 

ア 通貨の円滑な供給の確保及び損傷通貨の引換え 

イ 被災地における現金供給のための緊急輸送・通信手段の確保 

ウ 金融機関の業務運営確保及び非常金融措置実施のためのあっせん・要請 

エ 被害状況の実態把握と復旧融資円滑化のための金融機関への要請 

オ 各種金融措置に関する広報 

略 

 

(7) 日本道路公団 

略 

ウ 県公安委員会が行う緊急輸送路の確保に関する交通規制への協力 

略 

３ 指定地法公共機関 

略 

(3) 社団法人静岡県プロパンガス協会 

略 

(4) 静岡県道路公社 

略 

ウ 県公安委員会が行う緊急輸送路確保に関する交通規制への協力 

略 

 

(ｵ) 電気通信施設対策等 

略 

（削除） 

 

 

 

(14) 国土交通省中部運輸局 

(15) 国土交通省東京航空局東京空港事務所 

(16) 東京管区気象台（静岡地方気象台） 

(17) 第三管区海上保安本部 

 

２ 指定公共機関 

略 

(４) 日本銀行 

ア 通貨の円滑な供給の確保 

イ 輸送、通信手段の確保 

ウ 金融機関の業務運営の確保に係る措置 

エ 金融機関による金融上の措置の実施に係る要請 

オ 各種措置に関する広報 

略 

 

(7) 中日本高速道路株式会社 

略 

ウ 県公安委員会が行う緊急交通路の確保に関する交通規制への協力 

略 

３ 指定地法公共機関 

略 

(3) 社団法人静岡県エルピーガス協会 

略 

(4) 静岡県道路公社 

略 

ウ 県公安委員会が行う緊急交通路確保に関する交通規制への協力 

略 
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２１９ 

 

 

２２０ 

 

 

 

 

 

 

 

２２２ 

 

 

 

 

２２３ 

 

 

 

 

 

 

２２６ 

 

２２７ 

 

 

 

 

２２８ 

 

 

 

第４章 緊急輸送活動 

計画の内容 

略 

３ 緊急輸送体制の確立 

略 

(2) 海上輸送体制 

略 

イ 輸送手段の確保 

略 

(ｱ) 防災船及びその他の県有船舶 

 

第５章 広域応援活動 

計画の内容 

５５－１ 行政機関及び民間団体の応援活動 

略 

 

２ 県警察 

 県公安委員会は、県内警備力を持って災害に対処することができない場合、

次の事項を明らかにして警察庁又は他の都道府県警察に対し「警察法（昭和

22 年法律第 162 号）」第 60 条第１項に基づく援助を要求する。 

略 

 

第６章 災害の拡大防止活動 

計画の内容 

略 

５６－３ 人命の救出活動 

２ 県 

(2) 災害救助法に基づく県の実施事項については、一般対策編による。ただし実施

期間については、状況に応じ国と協議して延長する。 

 

５６－４ 被災建築物等に対する安全対策 

１ 被災建築物等に対する安全対策の基本方針 

 地震により建築物等が被害を受けたときは、その後の余震等による人的被害

の発生を防止するため、次の安全対策を実施する。 

第４章 緊急輸送活動 

計画の内容 

略 

３ 緊急輸送体制の確立 

略 

(2) 海上輸送体制 

略 

イ 輸送手段の確保 

略 

(ｱ)県有船舶 

 

第５章 広域応援活動 

計画の内容 

５５－１ 行政機関及び民間団体の応援活動 

略 

 

２ 県警察 

 県公安委員会は、大規模な被害が発生した場合、次の事項を明らかにして警

察庁又は他の都道府県警察に対し「警察法（昭和 22 年法律第 162 号）」第 60

条第１項に基づく援助を要求することができる。 

略 

 

第６章 災害の拡大防止活動 

計画の内容 

略 

５６－３ 人命の救出活動 

２ 県 

(2) 災害救助法に基づく県の実施事項については、一般対策編による。 

 

 

５６－４ 被災建築物等に対する安全対策 

１ 被災建築物及び被災宅地等に対する危険度判定 

 地震により建築物及び宅地等が被害を受けたときは、余震等による二次災害

を防止するため、次の安全対策を実施する。 
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２２８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 県及び市町村は、(社)静岡県建築士会等建築関係団体の協力を得て、地震

被災建築物応急危険度判定士等により、被災建築物等の危険度の把握を行うと

ともに、必要な措置を講ずる。 

(2) 県及び市町村は､被災宅地危険度判定士等により被災宅地等の危険度の把

握を行うとともに、必要な措置を講ずる。 

(3) 県民は、自らの生命及び財産を守るため、被災建築物等の安全性を確認す

るとともに、必要な措置を講ずる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 市町 

ア 建築物 

 市町は、地震被災建築物の応急危険度判定を要すると判断したときは、地震

被災建築物応急危険度判定実施本部を設置するとともに、その旨を県に連絡す

る。併せて、被災者等への周知等、判定実施に必要な措置を講じるとともに、

必要に応じて県へ判定支援要請を行い、地震被災建築物応急危険度判定士等に

より被災建築物の応急危険度判定を実施する。 

 

イ 宅地等 

市町は、宅地の被害に関する情報に基づき、宅地危険度判定の実施を決定し

た場合は、危険度判定の対象区域及び宅地を定めるとともに、必要に応じて危

険度判定の実施のための支援を県に要請し、被災宅地危険度判定士の協力のも

とに危険度判定を実施する。 

 

(2) 県 

ア 建築物 

県は、被災状況に応じて地震被災建築物応急危険度判定支援本部及び地震被

災建築物応急危険度判定支援支部を設置し、その旨を各市町、国及び建築関係

団体へ連絡するとともに、支援要請等必要な調整を行う。 

イ 宅地等 

 県は、市町から支援要請を受けたときは、被災宅地危険度判定士に協力を要

請する等の支援措置を講ずることとし、また、被災規模により必要があると認

めるときは、国又は他の都道府県に対して支援を要請する。 

(3) 県民 

ア 県民は、自らの生命及び財産を守るため、被災建築物及び被災宅地の安全

性を確認するとともに、危険度判定の実施が決定されたときは協力するものと

する。 

イ 県民は判定の結果に応じて、避難及び当該建築物及び宅地等の応急補強そ

の他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 
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２２８ 

 

２３１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２３２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２３３ 

 

 

 

第７章 避難活動 

計画の内容 

５７－２ 避難所の設置及び避難生活 

略 

２ 避難所の設置及び避難生活 

略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 略 

(4) 避難所の運営 

略 

ウ 避難所での避難生活の運営に当たっては、災害時要援護者及びプライバ

シーに配慮するものとする。 

略 

(5) その他 

ア 災害救助法に基づく県の実施事項は一般対策編による。ただし、実施期間

については必要に応じ延長する。 

略 

 

 

 

第９章 交通の確保対策 

計画の内容 

５９－１ 陸上交通の確保 

略 

第７章 避難活動 

計画の内容 

５７－２ 避難所の設置及び避難生活 

略 

２ 避難所の設置及び避難生活 

略 

(3) 福祉避難所、２次的避難所 

市町は、災害時要援護者を避難させるため、社会福祉施設や宿泊施設を福祉

避難所として確保するように努める。また、市町は福祉避難所を事前に指定し、

広報するとともに、避難した災害時要援護者の支援に当たる人材の確保に努め

る。 

県は、大規模な災害により多数の県民が長期間にわたる避難を余儀なくされ

た場合、災害時要援護者を受け入れるため、資料編（19-4）の協定に基づき宿

泊施設等を避難所として確保するよう努める。この避難所は市町の用意した避

難所に避難した者のうち、避難生活の長期化により健康に支障をきたすと判断

される者を原則として７日以内の期間受け入れ、健康を回復させることを目的

とした２次的避難所である。 

(4) 略 

(5) 避難所の運営 

略 

ウ 避難所での避難生活の運営に当たっては、災害時要援護者、男女のニー

ズの違い等男女双方の視点、プライバシーの確保等に配慮するものとする。

略 

(6) その他 

ア 災害救助法に基づく県の実施事項は一般対策編による。 

略 

 

 

 

 

第９章 交通の確保対策 

計画の内容 

５９－１ 陸上交通の確保 

略 
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２３４ 

 

 

 

 

 

２３５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２３６ 

 

２３８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 陸上交通確保の基本方針 

略 

(5) 道路関係者は、緊急輸送路に選定された道路、その他の道路の利用が早急

かつ円滑にできるよう必要な措置を行う。 

略 

 

６ 緊急通行車両の確認等 

略 

 

５９－２ 海上交通の確保 

１ 情報の収集 

 県は運輸局、海上保安庁、自衛隊、市町村、漁業協同組合等の協力を求め、

海岸施設、港湾施設の被害状況、水路、航路標識の異常の有無、石油コンビナ

ートの被害状況、港内の状況等について情報の収集を行う。 

 

２ 海上交通の規制 

(1) 海上保安庁は、海難船舶、危険物の流出域、損壊した係留施設・海上構築

物及び流出した船舶、木材、筏等が船舶交通に支障がある場合は、その範囲・

日時を定めて船舶の交通を制限し又は禁止する。 

 

第10章 地域への救援活動 

略 

５１０－４ 医療救護活動 

１ 医療活動の基本方針 

略 

 

 

 

 

２ 救護所、救護病院及び災害拠点病院 

略 

(2) 救護病院 

略 

イ 活動 

３ 陸上交通確保の基本方針 

略 

(5) 道路関係者は、緊急交通路に選定された道路、その他の道路の利用が早急

かつ円滑にできるよう必要な措置を行う。 

略 

略 

６ 県知事又は県公安委員会による緊急通行車両の確認等 

略 

 

５９－２ 海上交通の確保 

１ 情報の収集 

 県は地方整備局、運輸局、海上保安庁、自衛隊、市町村、漁業協同組合等の

協力を求め、海岸施設、港湾施設の被害状況、水路、航路標識の異常の有無、

石油コンビナートの被害状況、港内の状況等について情報の収集を行う。 

 

２ 海上交通の制限 

(1) 海上保安庁は、海難船舶、危険物の流出域、損壊した係留施設・海上構築

物及び流出した船舶、木材、筏等が船舶交通に及ぼす影響を調査し、必要な安

全対策を講じる。 

 

第10章 地域への救援活動 

略 

５１０－４ 医療救護活動 

１ 医療活動の基本方針 

略 

(7) 県及び市町は、災害時の医療救護施設の医療救護活動状況等の情報を広域

災害・救急医療情報システム等により迅速に把握し、応援の派遣等を行うもの

とする。 

 

２ 救護所、救護病院及び災害拠点病院 

略 

(2) 救護病院 

略 

イ 活動 
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２３９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２４０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

略 

(ｳ) 災害拠点病院への患者搬送の手配 

略 

 

(4) 災害拠点病院 

略 

イ 活動 

 他の医療救護施設での処置が困難な重症患者の処置及び受入れのほか、救護

病院の確保が困難であるか又は救護病院のない市町村の重症患者及び中等症

患者の処置並びに受入れを行う。 

 

３ 県 

略 

(2) 知事は、市町村から医薬品等の調達について要請があったときは医薬品備

蓄センター及び静岡県医薬品卸協同組合等から調達・あっせんを図る。 

 

５１０－５ し尿処理 

 

 

 

 

 

 

１ 県 

略 

(2) 市町村の要請に基づき、県内市町村、他県、国に対して、し尿処理の応援

を要請する。 

略 

 

２ 略 

 

３ 略 

 

 

略 

(ｳ) 災害拠点病院、広域搬送拠点への患者搬送の手配 

略 

 

(4) 災害拠点病院 

略 

イ 活動 

 他の医療救護施設での処置が困難な重症患者の処置及び受入れのほか、救護

病院の確保が困難であるか又は救護病院のない市町村の重症患者及び中等症

患者の処置並びに受入れ、広域搬送拠点への患者搬送手配を行う。 

 

３ 県 

略 

(2) 知事は、市町村から医薬品等の調達について要請があったときは医薬品備

蓄センター及び静岡県医薬品卸業協会等から調達・あっせんを図る。 

 

５１０－５ し尿処理 

１ 基本方針 

し尿の処理は、震災時における衛生的な生活環境の維持に不可欠であること

から、円滑な処理の実施を図るため、マニュアル（震災時し尿及び生活系ごみ

処理対策マニュアル）に従って迅速・適正に処理する。 

 

 

２ 県 

略 

(2) 市町の要請に基づき、県内市町、他県、国又は関係団体に対して、し尿処

理の応援を要請する。 

略 

 

３ 略 

 

４ 略 
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２４０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２４３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５１０－６ 廃棄物（生活系）処理 

 

 

 

 

 

 

１ 略 

 

２ 略 

 

３ 略 

 

４ 県民 

(1) ゴミの分別、搬出については、市町村の指導に従う。 

略 

 

 

５１０－１０ 応急住宅の確保 

１ 基本方針 

 避難所生活を早期に解消するために、マニュアル（応急仮設住宅標準マニュ

アル）等に基づき、被災者の住宅を応急的に確保する。 

 

２ 県 

略 

(6) 応急住宅の入居者の認定及び管理 

 知事は、応急住宅の入居者の認定及び管理について自ら実施することが適当

であると認めた場合は、これを実施する。入居者の認定に当たっては、一人暮

しの高齢者や障害のある人等、災害時要援護者を優先的に入居させると共に、

従前地区のコミュニティの維持に配慮するよう努める。 

略 

 

３ 市町村 

略 

５１０－６ 廃棄物（生活系）処理 

１ 基本方針 

生活系ごみの処理は、震災時における衛生的な生活環境の維持に不可欠であ

ることから、円滑な処理の実施を図るため、マニュアル（震災時し尿及び生活

系ごみ処理対策マニュアル）に従って迅速・適正に処理する。 

 

 

２ 略 

 

３ 略 

 

４ 略 

 

５ 県民 

(1) ごみの分別、搬出については、市町村の指導に従う。 

略 

 

 

５１０－１０ 応急住宅の確保 

１ 基本方針 

 避難所生活を早期に解消するために、マニュアル（災害時の応急住宅対策マ

ニュアル）等に基づき、被災者の住宅を応急的に確保する。 

 

２ 県 

略 

(6) 応急住宅の入居者の認定及び管理 

 知事は、応急住宅の入居者の認定及び管理について自ら実施することが適当

であると認めた場合は、これを実施する。入居者の認定に当たっては、一人暮

しの高齢者や障害のある人、乳幼児、妊産婦等、災害時要援護者を優先的に入

居させると共に、従前地区のコミュニティの維持に配慮するよう努める。 

略 

 

３ 市町 

略 
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２４４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２４５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 応急住宅の管理 

ア 住宅使用契約書と住宅台帳を作成し、応急住宅の入退去手続き・維持管理

を行う。各応急住宅ごとに入居者名簿を作成する。 

略 

 

(9) 住居等に流入した土石等障害物の除去 

 住宅等に流入した土石等障害物のため、日常生活に著しい支障を及ぼしてい

る者に対し、必要な救援活動を行う。なお、市町村長は、市町村のみによって

対応できないときは、次の事項を示して知事に応援を要請する。 

略 

 

５１０－１１ ボランティア活動への支援 

１ 基本方針 

 応急対策に関する様々な局面において、ボランティアの能力が最大限に発揮

されるよう、ボランティアや市民活動団体の自主性・主体性を尊重しつつ、マ

ニュアル（災害時におけるボランティア活動参加のための手引き）に従い、ボ

ランティア活動への支援体制を速やかに整える。 

 

２ 県 

(1) 静岡県災害ボランティア本部・情報センターの設置及び運用 

ア 県は、災害対策本部を設置した場合、あらかじめ定めた施設に(社福)静岡

県社会福祉協議会と連携して、ボランティア活動の申出者に対する情報の提

供、参加要請及びボランティアの配置整理等を行う静岡県災害ボランティア本

部・情報センターを設置する。 

イ 静岡県災害ボランティア本部・情報センターは、静岡県ボランティアセン

ター・静岡県ボランティア協会の職員及び災害ボランティア・コーディネータ

ー等で構成する。 

ウ 県は、随時、静岡県災害ボランティア本部・情報センターと情報交換及び

協議等を行う。 

 

 

 

 

 

(6) 応急住宅の管理 

ア 住宅使用契約書と住宅台帳を作成し、応急住宅の入退去手続き・維持管理

を行う。応急住宅ごとに入居者名簿を作成する。 

略 

 

(9) 住居等に流入した土石等障害物の除去 

 住宅等に流入した土石等障害物のため、日常生活に著しい支障のある者に対

し、必要な救援活動を行う。なお、市町長は、市町のみによって対応できない

ときは、次の事項を示して知事に応援を要請する。 

略 

 

５１０－１１ ボランティア活動への支援 

１ 基本方針 

 応急対策に関する様々な局面において、ボランティアの能力が最大限に発揮

されるよう、ボランティアや市民活動団体の自主性・主体性を尊重しつつ、マ

ニュアル（災害時のボランティア受入れ手引き）を踏まえ、ボランティア活動

への支援体制を速やかに整える。 

 

２ 県 

(1) 静岡県災害ボランティア本部・情報センターの設置及び運用 

ア 県は、災害対策本部を設置した場合、あらかじめ定めた施設に(福)静岡県

社会福祉協議会及び静岡県ボランティア協会と連携して、ボランティア活動の

申出者に対する情報の提供、参加要請、ボランティアの配置調整等を行う静岡

県災害ボランティア本部・情報センターを設置する。 

イ 静岡県災害ボランティア本部・情報センターは、(福)静岡県社会福祉協議

会ボランティアセンター及び静岡県ボランティア協会の職員、災害ボランティ

ア・コーディネーター等で構成する。 

ウ 県は、随時、静岡県災害ボランティア本部・情報センターと情報交換、協

議等を行う。 
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２４５ ３ 市町村 

(1) 市町村災害ボランティア本部の設置、運用 

略 

イ 市町村災害ボランティア本部は、市町村ボランティアセンターの職員及び

災害ボランティア・コーディネーター等で構成する。 

ウ 市町村は、随時、情報交換及び協議等を行うため、職員を連絡調整要員と

して市町村災害ボランティア本部に配置し、その活動を支援する。 

 

 

３ 市町 

(1) 市町災害ボランティア本部の設置、運用 

略 

イ 市町災害ボランティア本部は、市町社会福祉協議会ボランティアセンター

の職員、災害ボランティア・コーディネーター等で構成する。 

ウ 市町村は、随時、情報交換、協議等を行うため、職員を連絡調整要員とし

て市町村災害ボランティア本部に配置し、その活動を支援する。 
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２５５ 

 

２５６ 

 

 

 

２５７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２５８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６編 復旧・復興対策 

 

第１章 防災関係機関の活動 

計画の内容 

６１－４ 防災関係機関 

１ 指定地方行政機関 

略 

 

(10) 関東東北産業保安監督部 

 鉱山における復旧・復興対策に関する措置 

略 

 

 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

 

２ 指定公共機関 

略 

(4) 日本銀行 

ア 被害状況の実態把握と復旧・復興事業に対する融資円滑化のための金融機

関への要請 

 

イ 各種金融措置に関する広報 

略 

(7) 日本道路公団 

 

 

 

 

第６編 復旧・復興対策 

 

第１章 防災関係機関の活動 

計画の内容 

６１－４ 防災関係機関 

１ 指定地方行政機関 

略 

 

(10) 経済産業省中部経済産業局 

電気、ガスの供給確保指導 

(11) 関東東北産業保安監督部 

ア 火薬類、高圧ガス、液化石油ガス、電気、ガスなど危険物等の保安確保 

イ 鉱山における復旧・復興対策に関する措置 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

 

２ 指定公共機関 

略 

 (4) 日本銀行 

ア 被害状況の実態把握 

 

イ 金融機関による金融上の措置の実施に係る要請 

ウ 各種措置に関する広報 

略 

(7) 中日本高速道路株式会社 
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２５８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

２５９ 

 

(8) 東海旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式会社

ア 鉄道施設が被災した場合には、被害状況と既存計画を踏まえた上で、原状

復旧か新たな機能の向上を含めた復興を図っていくのかということを迅速に

判断し、復旧・復興事業を実施する。 

イ 復旧・復興事業の実施に当たっては、県及び関係市町村と調整を図るとと

もに、必要に応じ他の基盤施設の管理者等とも調整を行う。 

ウ 復旧・復興事業の進捗等に関する広報を実施する。 

略 

 

３ 指定地法公共機関 

略 

(2) 社団法人静岡県プロパンガス協会 

略 

 

(8) 東海旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式会

社 

災害の復旧について、応急復旧工事の終了後速やかに本復旧計画をたて、

これを実施することとする。本復旧計画の実施にあたっては、被害原因の調

査分析の結果に基づく必要な改良事項を考慮して、その適正を期することと

する。 

略 

 

 

３ 指定地法公共機関 

略 

(2) 社団法人静岡県エルピーガス協会 

略 
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全般 

 

 

 

 

 

２ 

 

 

 

 

 

 

３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町村 

相良町 

関係市町 

周辺市町 

 

第１章 総則 

第４節 計画の作成又は修正に際し尊重するべき指針 

地域防災計画（原子力対策編）の作成又は修正に際しては、原子

力安全委員会の「原子力施設等の防災対策について」（平成 12 年５

月 29 日改訂、以下「防災指針」という。）を十分に尊重するものと

する。 

 

第７節  防災関係機関の事務又は業務の大綱 
１ 指定地方行政機関 

機関名 所掌事務 

関東管区警察局 (略) 

東海財務局 

(静岡財務事務所) 

災害時における財務金融対策並びに関係機関との

連絡調整 

東海北陸厚生局 (略) 

関東農政局 (略) 

中部経済産業局 (略) 

中部近畿産業保安監督

部 

(略) 

中部陸運局 (略) 

東京管区気象台 

(静岡地方気象台) 

(略) 

第三管区海上保安本部

（清水海上保安部） 

(略) 

東京航空局東京空港事

務所 

(略) 

東海総合通信局 １ 災害時に備えての電気通信施設（有線電気通信

施設及び無線通信施設）の整備のための調整及び

電波の統制監理 

２ 災害地域における電気通信の確保のための応

急対策及び非常通信の運用監理 

３ 災害地域における電気通信施設の被害状況調

査 

 

市町 

牧之原市 

関係市 

周辺市 

 

第１章 総則 

第４節 計画の作成又は修正に際し尊重するべき指針 

地域防災計画（原子力対策編）の作成又は修正に際しては、原子

力安全委員会の「原子力施設等の防災対策について」以下「防災指

針」という。）を十分に尊重するものとする。 

 

 

第７節  防災関係機関の事務又は業務の大綱 
１ 指定地方行政機関 

機関名 所掌事務 

関東管区警察局 (略) 

東海総合通信局 １ 災害時に備えての電気通信施設（有線電気通信

施設及び無線通信施設）の整備のための調整及び

電波の監理 

２ 災害時における電気通信の確保のための応急

対策及び非常の場合の無線通信の監理 

３ 災害地域における電気通信施設の被害状況調

査 

４ 通信インフラの支障が発生した被災地の地方

公共団体への衛星携帯電話等の貸与 

５ 非常通信訓練の計画及びその実施についての

指導に関すること 

６ 非常通信協議会の運営に関すること 

東海財務局 

(静岡財務事務所) 

災害時における財政金融対策並びに関係機関との

連絡調整 

東海北陸厚生局 (略) 

静岡労働局 (略) 

関東農政局 (略) 

中部経済産業局 (略) 

中部近畿産業保安監督

部 

(略) 

中部地方整備局 (略) 

中部陸運局 (略) 
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４ 

 

 

 

 

 

 

 

４ 

 

 

 

 

 

４ 通信インフラの支障が発生した被災地の地方

公共団体への衛星携帯電話等の貸与 

５ 各種非常通信訓練の実施又は指導 

６ 非常通信協議会の育成指導 

静岡労働局 (略) 

中部地方整備局 (略) 

 

 

３ 指定公共機関及び指定地方公共機関等 

機関名 所掌事務 

(略) (略) 

日本道路公団 (略) 

(略) (略) 

 

 

 

 

 

 

 

４ 消 防 機 関 

     機    関    名                所     掌     事     務 

相良町・御前崎市広域施

設組合消防本部 

菊川市消防本部 

掛川市消防本部 

１ 住民等に関する広報及び避難誘導 

２ 緊急時医療措置に対する協力 

３ 防護区域の防火対策 

４ 立入制限及び交通規制の協力 

 

 

東京航空局東京空港事

務所 

(略) 

東京管区気象台 

(静岡地方気象台) 

(略) 

第三管区海上保安本部

（清水海上保安部） 

(略) 

 

 

３ 指定公共機関及び指定地方公共機関等 

機関名 所掌事務 

(略) (略) 

中日本高速道路株式会社 (略) 

(略) (略) 

(独)日本原子力研究開発

機構原子力緊急時支援・

研修センター 

１ 専門家の派遣 

２ 放射線測定機材の提供 

３ 災害応急対策の技術的支援（検討・助言） 

(独)放射線医学総合研究

所 

緊急被ばく医療に関すること 

 

 

４ 消 防 機 関 

     機    関    名                所     掌     事     務 

牧之原市御前崎市広域

施設組合消防本部 

菊川市消防本部 

掛川市消防本部 

１ 住民等に関する広報及び避難誘導 

２ 緊急時医療措置に対する協力 

３ 防護区域の防火対策 

４ 立入制限及び交通規制の協力  
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１１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１４ 

 

 

 

 

 

 

第２章 原子力災害予防対策 

 

第６節 災害応急体制の整備 

３ 対策拠点施設における原子力災害合同対策協議会等の体制 

   県は、原災法第 15 条に基づく原子力緊急事態宣言発出後は、

同法第 23 条により、当該原子力緊急事態に関する情報を交換し、

それぞれが実施する緊急事態応急対策について相互に協力する

ため、国、関係市町とともに原子力災害合同対策協議会を組織し、

対策拠点施設に設置するものとする。同協議会は、国の現地災害

対策本部、県及び関係市町のそれぞれの災害対策本部の代表者、

指定公共機関の代表者及び原子力事業者の代表者から権限を委

任された者から構成され、原子力安全委員会、放射線医学総合研

究所、日本原子力研究所及び核燃料サイクル開発機構等の専門家

が必要に応じ出席することとされている。 

このため、県は、原子力災害合同対策協議会に派遣する職員及

びその派遣方法、現地における対応方針を定める緊急事態対応方

針決定会議等について、地域の実情等を勘案し、原子力防災専門

官等と協議して定めておくものとする。 

    さらに、対策拠点施設において、原子力災害合同対策協議会の

もとに施設の状況の把握、緊急時モニタリング情報の把握、医療

関係情報の把握、住民避難・屋内退避の状況の把握等の機能別に

分けた機能グループを設け、国、県、関係市町及び原子力事業者

のそれぞれの職員を配置することとされており、県はそれぞれの

機能グループに配置する職員及びその役割、権限等について、あ

らかじめ原子力防災専門官等と協議して定めておくものとする。

 

第 7節 避難収容活動体制の整備 

２ 避難所等の整備 

 (1) 避難所の整備 

    略 

 

 

第２章 原子力災害予防対策 

 

第６節 災害応急体制の整備 

３ 対策拠点施設における原子力災害合同対策協議会等の体制 

   県は、原災法第 15 条に基づく原子力緊急事態宣言発出後は、

同法第 23 条により、当該原子力緊急事態に関する情報を交換し、

それぞれが実施する緊急事態応急対策について相互に協力する

ため、国、関係市とともに原子力災害合同対策協議会を組織し、

対策拠点施設に設置するものとする。同協議会は、国の現地災害

対策本部、県及び関係市のそれぞれの災害対策本部の代表者、指

定公共機関の代表者及び原子力事業者の代表者から権限を委任

された者から構成され、原子力安全委員会、（独）放射線医学総

合研究所、（独）日本原子力研究開発機構等の専門家が必要に応

じ出席することとされている。 

このため、県は、原子力災害合同対策協議会に派遣する職員及

びその派遣方法、現地における対応方針を定める緊急事態対応方

針決定会議等について、地域の実情等を勘案し、原子力防災専門

官等と協議して定めておくものとする。 

    さらに、対策拠点施設において、原子力災害合同対策協議会の

もとに施設の状況の把握、緊急時モニタリング情報の把握、医療

関係情報の把握、住民避難・屋内退避の状況の把握等の機能別に

分けた機能グループを設け、国、県、関係市及び原子力事業者の

それぞれの職員を配置することとされており、県はそれぞれの機

能グループに配置する職員及びその役割、権限等について、あら

かじめ原子力防災専門官等と協議して定めておくものとする。 

 

第 7 節 避難収容活動体制の整備 

２ 避難所等の整備 

 (1) 避難所の整備 

    略 

 (2) 福祉避難所の整備 

    県は、関係市に対し、要援護者を避難させるため、社会福
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 (2) 避難誘導用資機材、移送用資機材・車両等の整備 

    略 

 (3) コンクリート屋内退避体制の整備 

    略 

 

祉施設や宿泊施設等を福祉避難所として確保に努めるよう

助言するものとする。 

 (3) 避難誘導用資機材、移送用資機材・車両等の整備 

    略 

 (4) コンクリート屋内退避体制の整備 

    略 
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２６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

２９ 

第 3章 原子力災害応急対策 

 

第４節 屋内退避、避難収容等の防護活動 

２ 災害時要援護者への配慮 

  県は関係市町と協力し、避難誘導、避難所での生活に関して、高

齢者、障害者、外国人、乳幼児その他のいわゆる災害時要援護者に

十分配慮するものとする。特に高齢者、障害者、自動、妊婦の避難

所での健康状態の把握等に努めるものとする。また、災害時要援護

者に向けた情報の提供、生活環境についても十分配慮するものとす

る。 

 

第８節 救助・救急、消火及び医療活動 

 

２ 医療活動等 

（１）県は、放射線被ばく又は放射能汚染の有無の検査（以下「ス

クリーニング」という。）並びに緊急時の医療措置を講ずるもの

とし、それらを実施する組織及び具体的な実施内容については、

緊急時医療活動実施要領に定める。 

 

   また、県は、必要と認められる場合は、県内の国の開設する

病院、県立病院をはじめ地域の基幹医療機関に対し、医師、看

護師、薬剤師、放射線技師等の人員の派遣及び薬剤、医療機器

等の提供を要請するものとする。 

  ① 一般的な傷病の検査及びスクリーニング 

    近隣の医療機関及び保健所は、周辺住民等が心理的不安等

から検査等を求めてきたときは、一般的な傷病の有無を検査す

るとともに、県放射線技師会等の協力を得てスクリーニングを

行う。 

   避難等を実施した場合においては、避難所等において近隣の

医療機関、保健所、県放射線技師会等がスクリーニングを実施

する。 

  ② 緊急時の医療措置 

第３章 原子力災害応急対策 

 

第４節 屋内退避、避難収容等の防護活動 

２ 災害時要援護者への配慮 

  県は関係市町と協力し、避難誘導、避難所及び福祉避難所での生

活に関して、高齢者、障害者、外国人、乳幼児その他のいわゆる災

害時要援護者に十分配慮するものとする。特に高齢者、障害者、自

動、妊婦の避難所及び福祉避難所での健康状態の把握等に努めるも

のとする。また、災害時要援護者に向けた情報の提供、生活環境に

ついても十分配慮するものとする。 

 

第８節 救助・救急、消火及び緊急被ばく医療活動 

 

２ 緊急被ばく医療活動等 

（１）県は、必要に応じ、発電所職員及び住民等に対し、簡易な測

定法による放射性物質の汚染の把握、スクリーニング及び緊急

被ばく医療措置を講ずるものとし、それらを実施する組織及び

具体的な内容については、緊急被ばく医療活動実施要領に定め

る。 

（２）県は、必要と認められる場合は、県内の国の開設する病院、

県立病院をはじめ地域の基幹医療機関に対し、医師、看護師、

薬剤師、放射線技師等の人員の派遣及び薬剤、医療機器等の提

供を要請するものとする。 

（３）近隣の診療所及び健康福祉センターは、傷病者の心理的動揺

等について十分配慮しつつ、通常の一般的傷病、身体的異常及

び疾病の悪化に対する処置を行う。 

 

 

 

 

 

（４）緊急被ばく医療措置については、次表のとおりに分類し、そ
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    原子力防災対策上考慮すべき傷病を次表のとおり３群に分

類し、それぞれの分類でその傷病に応じた緊急時の医療措置

を対応医療機関が講ずるものとする。 

 

第１群 第２群 第３群  傷病の

程度と

その症

ｂ状 

 

 

 

対応区分

放射線被ばく、又は放

射能汚染とは直接関

係なく、緊急時の混乱

等により生じる一般

的傷病、身体的異常、

疾病の悪化等 

急性障害は生じない程度

の放射線被ばく、又は体

表面及び体内の軽度の放

射能汚染（一般的傷病等

との複合を含む。） 

臨床観察あるいは医

療を要する程度の被

ばく又は放射能汚染

（一般的傷病等との

複合を含む。） 

医療措置

傷病者の心理的動揺

等について十分配慮

しつつ通常の一般的

傷病、身体的異常及び

疾病の悪化に対する

処置を行う。 

放射能汚染除去の措置を

施すとともに、必要に応

じ甲状腺モニタリング、

並びに身体、尿及び血液

の放射能の計測を行う。

また、一般的傷病等が複

合している場合、その重

篤度に応じて放射能汚染

が拡大しないよう留意し

つつ医療措置を施す。 

第２群対応医療機関

で遂行の困難な放射

能除染、治療及び追

跡調査を行う。 

対応医療

機関 

①当該地域の保健所 

（別表３－８－１）

②周辺診療所（医師

会）（別表３－８－

１） 

③近隣病院 

（別表３－８－１）

④日本赤十字社静岡

県支部 

（別表３－８－１）

県立総合病院 

浜松医科大学医学部附属

病院 

（別表３－８－２） 

放射線医学総合研究

所 

（別表３－８－

３） 

搬送機関

歩行困難な者につい

ては、自主防災組織の

協力を得て関係市町

及び消防機関が行う。

医療機関相互の転送は、

原則として医療機関が行

うが、医療機関による搬

送が困難な場合は関係市

町及び消防機関が行う。

放射線医学総合研究

所への搬送は、県、

県警察本部及び自衛

隊のヘリコプターに

よる。 

 

 

れぞれの分類に応じた緊急被ばく医療措置を対応する医療機関

等が講ずるものとする。 

 

 

区分 初期被ばく医療 二次被ばく医療 三次被ばく医療 

診療機能 外来診療 入院診療 専門的入院診療 

医療機関

等 

１救護所等（避難所）

（※１） 

２浜岡原子力発電所

内医療施設 

３別表（３－８－２）

に定める病院 

県立総合病院 

浜松医科大学医学

部附属病院 

（別表３－８－３）

放射線医学総合研究

所 

（別表３－８－４） 

スクリー

ニング、

線量評価 

（※２） 

１スクリーニング 

２簡易な放射線測定

による個人線量評

価 

１スクリーニング 

２専門的な個人線量

評価(三次被ばく

医療機関からの

技術支援) 

１高度専門的な個人

線量評価 

除染 

ふき取り等の簡易な

除染等 

シャワー設備等を利

用した除染等 

初期及び二次医療機

関で行われる除染に

加え、必要に応じた肺

洗浄等の高度な専門

的除染 

診療 

１安定ヨウ素剤服用

等放射線障害予防

措置 

２救急蘇生法等 

３合併損傷(創傷、熱

傷等)の初期治療 

４内部被ばく患者に

対する初期対応等

１局所被ばく患者

の診療開始 

２高線量被ばく患者

の診療開始 

３合併損傷の治療 

４内部被ばくに対す

る診療の開始等 

１重篤な局所被ばく

患者の診療 

２高線量被ばく患者

の診療等 

３重症の合併損傷の

治療 

４重篤な内部被ばく

患者に対する診療

等 

資機材等 

被ばく患者の救急外

来診療を行う医療関

係者に必要な資機材

等 

除染用シャワー設備

等 

専門的線量評価資機

材等 
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（２）県は、必要に応じて放射線医学総合研究所、国立病院及び国

立大学附属病院を中心に、各医療機関より派遣された医療関係

者等からなる緊急被ばく医療派遣チームの指導を受けるなどに

より、住民等の汚染検査、除染等を実施するとともに、必要に

応じ治療を行うものとする。また、コンクリート屋内退避所及

び避難所における住民等の健康管理を行うものとする。 

（３）県は、国の原子力災害現地対策本部より、安定ヨウ素剤の服

用の緊急時応急対策活動を実施するよう指導・助言があった場

合は、住民等の放射線防護のため、安定ヨウ素剤の服用を指示

するものとする。なお、緊急の場合は、医師の指導に基づき服

用を指示するものとする。 

（４）県は、自ら必要と認める場合又は関係市町等から被ばく者の

放射線障害専門病院等への搬送について要請があった場合は、

支援機能 

医療機関と浜岡原子

力発電所の連携(各

種サーベイメータ、

放射線管理要員の派

遣等) 

１初期被ばく医療

及び二次被ばく

医療機関相互へ

の技術的支援、専

門家派遣 

２原子力緊急事態用

救急医療資機材

の貸出等 

１他の緊急被ばく医

療機関への技術的

支援、専門家派遣 

２原子力緊急事態用

救急医療資機材の

貸出等 

連携 

１外来診療で完結 

２外来診療→転送 

（※３）

１入院診療 

２診療開始→転送 

（※３）

専門医療機関間での

転送 

搬送機関 

医療機関相互の転送

は、原則として医療

機関が行うが、医療

機関による搬送が困

難な場合は関係市及

び消防機関が行う。

医療機関相互の転送

は、原則として医療

機関が行うが、医療

機関による搬送が困

難な場合は関係市及

び消防機関が行う。

(独)放射線医学総合

研究所への搬送は、

県、県警察本部及び自

衛隊のヘリコプター

による。 

（※１）救護所等においては、（別表３－８－１）の医療機関から派

遣される各チームにより、緊急被ばく医療活動が実施される。 

（※２）スクリーニング及び線量評価は、県放射線技師会等の協力

を得て行う。 

（※３）転送は、一般の診療所・病院、二次被ばく医療機関、三次

被ばく医療機関等へ 

  の転送を言う。 

 

（５）初期及び二次被ばく医療の実施に当たり、必要に応じて(独)

放射線医学総合研究所、国の開設する病院を中心に、各医療機

関より派遣された医療関係者等からなる緊急被ばく医療派遣チ

ームの専門的な助言を受け、実施するものとする。 

 

 

（６）県は、国の原子力災害現地対策本部より、安定ヨウ素剤の予

防服用について指示があった場合は、住民等の放射線防護のた

め、安定ヨウ素剤の予防服用を指示するものとする。なお、緊

急の場合は、医師の指導に基づき服用を指示するものとする。 

 

（７）県は、自ら必要と認める場合又は関係市等から被ばく者の放
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消防庁に対し搬送手段の優先的確保などの特段の配慮を要請す

るものとする。 

 

 

 
 

 

射線障害専門病院等への搬送について要請があった場合は、消防庁

に対し搬送手段の優先的確保などの特段の配慮を要請するものとす

る。 
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３３ 

 

 

 

 

 

３３ 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 東海地震対策 

 

 

第２節 注意情報発表時等における対策 

２  警戒宣言発令時には、原子力発電所は地震防災強化計画に基づ

き原子力災害の発生防止対策を速やかに実施し、その実施結果を

別図（３－２－１）に従い別表（４－２－１）により報告するも

のとする。 

 

第３節 地震災害応急対策 

１  原子力発電所は、東海地震発生後直ちに原子力発電所の施設、

設備等を点検するとともに、その点検結果を異常の有無にかかわ

らず、別図（３－２－１）に従い別表（４－３－１）により報告

するものとする。 

 

第４章 東海地震対策 

 

 

第２節 注意情報発表時等における対策 

２  警戒宣言発令時には、原子力発電所は地震防災強化計画に基づ

き原子力災害の発生防止対策を速やかに実施し、その実施結果を

別表（４－２－１）により報告するものとする。 

 

 

第３節 地震災害応急対策 

１  原子力発電所は、東海地震発生後直ちに原子力発電所の施設、

設備等を点検するとともに、その点検結果を異常の有無にかかわ

らず、別表（４－３－１）により報告するものとする。 
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３９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別図（３－２－１）

１　原子力災害対策特別措置法第10条第1項に基づく情報（特定事象発生通報）

中部電力㈱
浜岡原子力発電所
0537-86-3481

中部経済産業局
（総務企画部総務課）
052-951-2683

中部近畿産業保安監督部
（電力安全課）

052-951-2817

経済産業省 経済産業省

(原子力安全・保安院 浜岡原子力保安検査官事務所

原子力防災課） 0537-86-7429
03-3501-1637

御前崎市

（防災課）

西部地域防災局 0537-85-1119
（防災企画課） 相良町

0538-37-2202 （防災課）

中部地域防災局 0548-53-2627
（防災企画課） 菊川市

054-644-9104 （安全課）

0537-35-0923
文部科学省 静岡県 環境放射線監視センター 掛川市

（科学技術・学術政策局原子力安全課 （防災局原子力安全対策室） （交通防災課）

防災環境対策室） 054-221-2088 0537-86-6121 0537-21-1131
03-5253-4038

内閣官房

（安全保障、危機管理担当）

03-3501-5695
相良町・御前崎市広域

内閣府 施設組合消防本部

（政策統括官付） 0537-85-2119
03-3501-5695 菊川市消防本部

消防庁 0537-35-0119
（国民保護・防災部防災課） 掛川市消防本部

03-5253-7525
菊川警察署 0537-21-0119

警察庁 静岡県警察本部 0537-36-0110
（警察局警備課） （災害対策課） 榛原警察署

03-3581-0141 054-271-0110 0548-22-0110
掛川警察署

陸上自衛隊 0537-22-0110
第34普通科連隊

0550-89-1310

陸上自衛隊 磐田労働基準監督署

第1師団司令部

03-3933-1161 0538-32-2205

防衛庁 陸上自衛隊

（運用局運用課） 東部方面総監部

03-5229-2144 048-460-1711

海上保安庁 第三管区海上保安本部 清水海上保安部

（警備救難部環境防災課） （環境防災課） （警備救難課）

03-3591-9819 045-211-1118 0543-53-0118
御前崎海上保安署

静岡地方気象台

（技術課） 0548-63-4999
054-282-3833

気象庁 東京管区気象台

（総務部企画課） （総務部業務課）

03-3214-7902 03-3212-2949

厚生労働省

（大臣官房厚生科学課）

03-3593-2171

農林水産省 その他の
(大臣官房企画評価課環境対策室） 防災関係機関

03-3502-6565

（事業所外運搬での事故発生時）

国土交通省

(海事局検査測度課）

03-5253-8639
(自動車交通局技術安全部環境課）

03-5253-8603

防災関係機関の情報連絡系統図

関
係
市
町

関
係
市
町

 

別図（３－２－１）

１　原子力災害対策特別措置法第10条第1項に基づく情報（特定事象発生通報）

中部電力㈱
浜岡原子力発電所
0537-86-3481

中部経済産業局
（総務企画部総務課）
052-951-2683

中部近畿産業保安監督部
（電力安全課）

052-951-2817

経済産業省 経済産業省

(原子力安全・保安院 浜岡原子力保安検査官事務所

原子力防災課） 0537-86-7429
03-3501-1637

御前崎市

（防災課）

西部地域防災局 0537-85-1119
（防災企画課） 牧之原市

0538-37-2202 （防災局）

中部地域防災局 0548-23-0056
（防災企画課） 菊川市

054-644-9104 （安全課）

0537-35-0923
文部科学省 静岡県 環境放射線監視センター 掛川市

（科学技術・学術政策局原子力安全課 （防災局原子力安全対策室） （交通防災課）

防災環境対策室） 054-221-2088 0537-86-6121 0537-21-1131
03-5253-4038

内閣官房

（安全保障、危機管理担当）

03-3501-5695
牧之原市御前崎市広域

内閣府 施設組合消防本部

（政策統括官付） 0537-85-2119
03-3501-5695 菊川市消防本部

消防庁 0537-35-0119
（国民保護・防災部防災課） 掛川市消防本部

03-5253-7525
菊川警察署 0537-21-0119

警察庁 静岡県警察本部 0537-36-0110
（警察局警備課） （災害対策課） 牧之原警察署

03-3581-0141 054-271-0110 0548-22-0110
掛川警察署

陸上自衛隊 0537-22-0110
第34普通科連隊

0550-89-1310

陸上自衛隊 磐田労働基準監督署

第1師団司令部

03-3933-1161 0538-32-2205

防衛庁 陸上自衛隊

（運用局運用課） 東部方面総監部

03-5229-2144 048-460-1711

海上保安庁 第三管区海上保安本部 清水海上保安部

（警備救難部環境防災課） （環境防災課） （警備救難課）

03-3591-9819 045-211-1118 0543-53-0118
御前崎海上保安署

静岡地方気象台

（技術課） 0548-63-4999
054-282-3833

気象庁 東京管区気象台

（総務部企画課） （総務部業務課）

03-3214-7902 03-3212-2949

厚生労働省

（大臣官房厚生科学課）

03-3593-2171

農林水産省 その他の
(大臣官房環境政策課） 防災関係機関

03-3502-8056

（事業所外運搬での事故発生時）

国土交通省

(海事局検査測度課）

03-5253-8639
(自動車交通局技術安全部環境課）

03-5253-8603

防災関係機関の情報連絡系統図

関
係
市

関
係
市
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４０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２　原子力災害対策特別措置法第10条第1項に基づく通報後の連絡

中部電力㈱ 中部電力㈱ 中部電力㈱
東京支社 本店 浜岡原子力発電所

03-3501-5101 052-951-8211 0537-86-3481

中部経済産業局
（総務企画部総務課）
052-951-2683

中部近畿産業保安監督部
（電力安全課）

052-951-2817

経済産業省

浜岡原子力保安検査官事務所

0537-86-7429

御前崎市
（防災課）

西部地域防災局 0537-85-1119
（防災企画課） 相良町

0538-37-2202 （防災課）

中部地域防災局 0548-53-2627
（防災企画課） 菊川市

054-644-9104 （安全課）

0537-35-0923
静岡県 環境放射線監視センター 掛川市

（防災局原子力安全対策室） （交通防災課）

054-221-2088 0537-86-6121 0537-21-1131

相良町・御前崎市広域

施設組合消防本部

0537-85-2119
菊川市消防本部

0537-35-0119
掛川市消防本部

菊川警察署 0537-21-0119
静岡県警察本部 0537-36-0110
（災害対策課） 榛原警察署

054-271-0110 0548-22-0110
掛川警察署

陸上自衛隊 0537-22-0110
第34普通科連隊

0550-89-1310

陸上自衛隊 磐田労働基準監督署

第1師団司令部

03-3933-1161 0538-32-2205

陸上自衛隊

東部方面総監部

048-460-1711

第三管区海上保安本部 清水海上保安部

（環境防災課） （警備救難課）

045-211-1118 0543-53-0118
御前崎海上保安署

静岡地方気象台

（技術課） 0548-63-4999
054-282-3833

東京管区気象台

（総務部業務課）

03-3212-2949

その他の

防災関係機関

（事業所外運搬での事故発生時）

＊災害対策本部が設置

　　されている場合に限る

静岡県災害対策本部　＊

オフサイトセンター　　　＊

原子力災害対策本部（内閣府内）又は

関係省庁事故対策連絡会議　＊

掛川市災害対策本部　＊

菊川市災害対策本部　＊

相良町災害対策本部　＊

御前崎市災害地対策本部　＊

海上保安庁

（警備救難部環境防災課）

03-3591-9819

防衛庁

（運用局運用課）

03-5229-2144

(自動車交通局技術安全部環境課）

03-5253-8603

農林水産省
(大臣官房企画評価課環境対策室）

03-3502-6565

03-5253-4038

国土交通省

(海事局検査測度課）

03-5253-8639

厚生労働省

（大臣官房厚生科学課）

03-3593-2171

気象庁

（総務部企画課）

03-3214-7902

内閣府

（政策統括官付）

03-3501-5695

内閣官房

（安全保障、危機管理担当）

03-3581-6466

警察庁

（警察局警備課）

03-3581-0141

消防庁

（国民保護・防災部防災課）

03-5253-7525

関
係
市
町

関
係
市
町

経済産業省

(原子力安全・保安院

原子力防災課）

03-3501-1637

文部科学省
（科学技術・学術政策局原子力安全課

防災環境対策室）

 

２　原子力災害対策特別措置法第10条第1項に基づく通報後の連絡

中部電力㈱ 中部電力㈱ 中部電力㈱
東京支社 本店 浜岡原子力発電所

03-3501-5101 052-951-8211 0537-86-3481

中部経済産業局
（総務企画部総務課）
052-951-2683

中部近畿産業保安監督部
（電力安全課）

052-951-2817

経済産業省

浜岡原子力保安検査官事務所

0537-86-7429

御前崎市
（防災課）

西部地域防災局 0537-85-1119
（防災企画課） 牧之原市

0538-37-2202 （防災局）

中部地域防災局 0548-23-0056
（防災企画課） 菊川市

054-644-9104 （安全課）

0537-35-0923
静岡県 環境放射線監視センター 掛川市

（防災局原子力安全対策室） （交通防災課）

054-221-2088 0537-86-6121 0537-21-1131

牧之原市御前崎市広域

施設組合消防本部

0537-85-2119
菊川市消防本部

0537-35-0119
掛川市消防本部

菊川警察署 0537-21-0119
静岡県警察本部 0537-36-0110
（災害対策課） 牧之原市警察署

054-271-0110 0548-22-0110
掛川警察署

陸上自衛隊 0537-22-0110
第34普通科連隊

0550-89-1310

陸上自衛隊 磐田労働基準監督署

第1師団司令部

03-3933-1161 0538-32-2205

陸上自衛隊

東部方面総監部

048-460-1711

第三管区海上保安本部 清水海上保安部

（環境防災課） （警備救難課）

045-211-1118 0543-53-0118
御前崎海上保安署

静岡地方気象台

（技術課） 0548-63-4999
054-282-3833

東京管区気象台

（総務部業務課）

03-3212-2949

その他の

防災関係機関

（事業所外運搬での事故発生時）

＊災害対策本部が設置

　　されている場合に限る

関
係
市

関
係
市

経済産業省

(原子力安全・保安院

原子力防災課）

03-3501-1637

文部科学省
（科学技術・学術政策局原子力安全課

防災環境対策室）

警察庁

（警察局警備課）

03-3581-0141

消防庁

（国民保護・防災部防災課）

03-5253-7525

内閣府

（政策統括官付）

03-3501-5695

内閣官房

（安全保障、危機管理担当）

03-3581-6466

03-5253-4038

国土交通省

(海事局検査測度課）

03-5253-8639

厚生労働省

（大臣官房厚生科学課）

03-3593-2171

気象庁

（総務部企画課）

03-3214-7902

(自動車交通局技術安全部環境課）

03-5253-8603

農林水産省

(大臣官房環境政策課）

03-3502-8056

海上保安庁

（警備救難部環境防災課）

03-3591-9819

防衛庁

（運用局運用課）

03-5229-2144

掛川市災害対策本部　＊

菊川市災害対策本部　＊

牧之原市災害対策本部　＊

御前崎市災害地対策本部　＊

静岡県災害対策本部　＊

オフサイトセンター　　　＊

原子力災害対策本部（内閣府内）又は

関係省庁事故対策連絡会議　＊
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別表（３－８－１） 

第１群対応緊急医療機関 

（１）病  院 

病 院 名 所  在  地 電  話 

市立御前崎総合病院 御前崎市池新田 2060 0537-86-8511 

榛 原 総 合 病 院 榛原郡榛原町細江 2887-1 0548-22-1131 

掛川市立総合病院 掛川市杉谷 721 0537-22-6211 

菊川市立総合病院 菊川市東横地 1632 0537-35-2135 

藤枝市立総合病院 藤枝市駿河台 4-1-11 054-646-1111 

焼津市立総合病院 焼津市道原 1000 054-623-3111 

市立島田市民病院 島田市野田 1200-5 0547-35-2111 

（２）診 療 所 

診 療 所 名 所  在  地 電  話 

坂田医院 御前崎市池新田 2936-3 0548-63-3535 

座光寺医院 御前崎市白羽 5243-3 0548-63-3206 

永尾内科・循環器科医院 御前崎市御前崎 54-9 0548-63-6611 

笠南医療センター 御前崎市池新田 2970-1 0537-86-2401 

東海診療所 御前崎市池新田 4090-1 0537-86-2190 

阿部医院 御前崎市池新田 3543 0537-86-7001 

阿部クリニック 御前崎市池新田 3543 0537-86-7002 

くわはた整形外科 御前崎市池新田 459-1 0537-86-7100 

小野澤医院 御前崎市佐倉 1238 0537-86-8070 

吉弘医院 御前崎市池新田 3230 0537-86-2022 

丸尾内科医院 御前崎市池新田 3171-1 0537-85-3788 

外科胃腸科奥村医院 御前崎市塩原新田 596-1 0537-86-3855 

渥美医院 相良町波津 1-41-1 0548-52-0583 

内田医院 相良町新庄 30-1 0548-58-0100 

小田医院 相良町相良 165 0548-52-0426 

廣瀬医院 相良町相良 174-1 0548-52-0006 

藤原整形外科 相良町地頭方 220-1 0548-58-0431 

酒井内科医院 相良町地頭方 1-153-2 0548-55-1100 

田形内科医院 相良町片浜 1084-2 0548-52-5320 

堀口外科医院 相良町大沢 617-1 0548-52-5858 

渡辺内科医院 相良町大沢 329-1 0548-52-5232 

別表（３－８－１） 

救護所等における初期被ばく医療活動実施医療機関 

 

病 院 名 所  在  地 電  話 

藤枝市立総合病院 藤枝市駿河台 4-1-11 054-646-1111 

焼津市立総合病院 焼津市道原 1000 054-623-3111 

市立島田市民病院 島田市野田 1200-5 0547-35-2111 

静岡赤十字病院 静岡市葵区追手町 8-2 054-254-4311 

浜松赤十字病院 浜松市高林 1-5-30 053-472-1151 

 

 

別表（３－８－２） 

初期被ばく医療機関 

 

病 院 名 所  在  地 電  話 

市立御前崎総合病院 御前崎市池新田 2060 0537-86-8511 

榛 原 総 合 病 院 牧之原市細江 2887-1 0548-22-1131 

掛川市立総合病院 掛川市杉谷 721 0537-22-6211 

菊川市立総合病院 菊川市東横地 1632 0537-35-2135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



静岡県地域防災計画（原子力対策編） 新旧対照表 

    86 

ページ 現   行 修 正 案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４２ 

 

 

 

４２ 

 

 

 

 

４２ 

 

 

 

 

 

 

４２ 

  

篠原医院 菊川市下平川 1508 0537-73-2059 

ケイクリニック 菊川市赤土 1355 0537-73-6003 

小笠診療所 菊川市赤土 1136 0537-73-2267 

溝口医院 掛川市中方 659 0537-74-2003 

鷲山医院 掛川市上土方嶺向 651 0537-74-2010 

大貫診療所 掛川市大坂 1010 0537-72-2519 

菅沼医院 掛川市大坂 1426-2 0537-72-2506 

笠原医院 掛川市千浜 5981-3 0537-72-2032 

木下クリニック 掛川市中 631 0537-74-4970 

 

（３）保 健 所 

保 健 所 名 所  在  地 電  話 

中部保健所榛原分庁舎 榛原郡榛原町静波 2128-1 0548-22-1151 

西部保健所掛川支所 掛川市金城 93 0537-22-3261 

（４）日本赤十字社静岡県支部 

病 院 名 所  在  地 電  話 

静岡赤十字病院 静岡市葵区追手町 8-2 054-254-4311 

浜松赤十字病院 浜松市高林 1-5-30 053-472-1151 

 

別表（３－８－２） 

第２群対応緊急医療機関 
病 院 名 所  在  地 電  話 

静岡県立総合病院 静岡市葵区北安東 4-27-1 054-247-6111 

浜松医科大学医学部附

属病院 
浜松市半田山 1-20-1 053-435-2111 

 

別表（３－８－３） 

第３群対応緊急医療機関 
病 院 名 所  在  地 電  話 

(独)放射線医学総合研

究所 
千葉県千葉市稲毛区穴川 4-9-1

053-206-3189 

（夜間・祝祭日）

090-8891-5844

（明石）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表（３－８－３） 

二次被ばく医療機関 
病 院 名 所  在  地 電  話 

静岡県立総合病院 静岡市葵区北安東4-27-1 054-247-6111 

浜松医科大学医学部附

属病院 
浜松市半田山 1-20-1 053-435-2111 

 

別表（３－８－４） 

三次被ばく医療機関 

病 院 名 所  在  地 電  話 

(独)放射線医学総合研

究所 

千葉県千葉市稲毛区 

穴川 4-9-1 

平日 9:00～20:00 

043-206-3189 

上記に連絡取れない場合 

043-206-3008（守衛所） 

上記に連絡取れない場合 

090-8891-5844（明石）  

 


